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民生常任委員会記録 

 

１．会議日時 

  平成３０年１０月１５日（月） 午前１０時３分 開会 

                 午後 ５時９分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

委 員 長 森 西  正  副委員長 増 永 和 起  委  員 福 住 礼 子 

委  員 藤 浦 雅 彦  委  員 中 川 嘉 彦  委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 野 村 眞 二  同部参事兼産業振興課長 吉 田 量 治 

自治振興課長 丹 羽 和 人  市民課長 川 本 勝 也   

文化スポーツ課長 妹 尾 紀 子  農業委員会事務局長 辻  稔 秀 

  環境部長 山 田 雅 也  同部参事兼環境センター長 鈴 木 康 之 

環境政策課長 飯 野 祐 介  環境業務課長 三 浦 佳 明 

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志 

同部参事 川 口 敦 子  同部参事兼国保年金課長 安 田 信 吾   

  保健福祉課長 有 場  隆  生活支援課長 山 下  聰   

高齢介護課長 荒 井 陽 子  障害福祉課長 森 川  護    

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局次長代理 田 村 信 也  同局書記 関  正 秀 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出 

決算認定の件 

  認定第４号 平成２９年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成２９年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 

認定第７号 平成２９年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前１０時３分 開会） 

○森西正委員長 ただいまから民生常任 

委員会を開催します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 スポーツ・文化の秋、何かと行事の多い

中、本日は民生常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。 

 このたび、議会の役員改選がございまし

た。正副委員長初め各委員の皆さんには１

年間またいろいろとご苦労をおかけいた

しますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、平成２９年度の決算についてご

審査を賜りますが、何とぞ慎重審査の上、

ご認定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○森西正委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、認定第１号、

平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、保健福祉部高齢介護課、障害福

祉課、生活支援課、国保年金課が所管いた

しております事項につきまして、目を追っ

てその主なものについて補足説明をさせ

ていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３０

ページ、款１２分担金及び負担金、項１負

担金、目１民生費負担金は、前年度に比べ

１．６％、５１８万９，０２８円の減額と

なっております。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、前年

度に比べ２．４％、７，３６１万２，２６

９円の減額となっております。これは主に、

生活保護費等負担金の減によるものでご

ざいます。 

 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金は、前年度に比べ９．６％、

４１５万４，０００円の増額となっており

ます。これは主に、生活保護適正実施推進

事業補助金の増によるものでございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、前年度に比べ０．１％、２万７，

９５１円の増額となっております。款１５

府支出金、項１府負担金、目１民生費府負

担金は、前年度に比べ１．３％、１，１２

６万５，８５０円の増額となっております。

これは主に、後期高齢者医療保険基盤安定

負担金や障害者自立支援給付費等負担金

の増によるものでございます。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金は、前年度に比べ５．４％、７３

４万１，６０２円の増額となっております。

これは福祉医療費助成制度の再構築に伴

い、システム改修費補助金が交付されたこ

となどによるものでございます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項１特別会

計繰入金、目２介護保険特別会計繰入金は、

前年度に比べ２５４．１％、４，７３７万
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８，４６９円の増額でございます。これは

看護小規模多機能型居宅介護の整備の遅

れなどにより、給付費が伸びず、国・府へ

の返還金が増加したことなどによるもの

でございます。 

 ５２ページからの款１９諸収入、項４雑

入、目２雑入は、５９ページの生活支援課、

高齢介護課、障害福祉課、国保年金課分で、

前年度に比べ２９．７％、１，９２５万３，

４３８円の増額でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

８ページ、款３民生費、項１社会福祉費、

目１社会福祉総務費は、人件費関係を除き

前年度に比べ５．２％、１億４，６５６万

２，２６１円の増額となっております。こ

れは主に、広域連合医療給付等負担金の増

によるものでございます。 

 １１２ページ、目２老人福祉費は、前年

度に比べ２．４％、４１８万５，９８３円

の減額となっております。これは主に、老

人入所施設措置費の減によるものでござ

います。 

 １１４ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務にかかる経常経費で、前年度

に比べ３．９％、５万９，４４０円の増額

となっております。 

 １１６ページ、目４国民年金事務費は前

年度に比べ７６．６％、５２万８，２７１

円の増額となっております。これは主に、

国民年金システム改修委託料の増による

ものでございます。 

 目５老人医療助成費は、前年度に比べ０．

６％、９６万４３３円の増額となっており

ます。 

 目６障害者医療助成費は、前年度に比べ

５．２％、５５７万２，２７７円の増額と

なっております。これは主に、福祉医療費

助成制度の再構築に伴い、システム改修委

託料を計上したことによるものでござい

ます。 

 １１８ページ、目７障害福祉費は、前年

度に比べ４．４％、９，０５７万１，２２

１円の増額となっております。これは、障

害福祉サービス費等給付費の増などによ

るものでございます。 

 １３０ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費を除き前年度に比

べ４３．１％、１，１７６万８，９９３円

の減額となっております。これは主に、前

年度に実施しました生活保護システムの

更新委託料の減によるものでございます。 

 １３２ページ、目２扶助費は、前年度に

比べ０．９％、２，７０６万２，５２３円

の減額となっております。 

 以上、保健福祉部の高齢介護課、障害福

祉課、生活支援課、国保年金課が所管いた

しております平成２９年度一般会計歳入

歳出決算についての補足説明とさせてい

ただきます。 

○森西正委員長 続きまして、平井保健福

祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 それでは、認定第

１号平成２９年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、保健福祉部保健福祉課が所

管しております事項につきまして、目を追

ってその主なものについて補足説明をさ

せていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３０

ページ、款１２分担金及び負担金、項１負

担金、目１民生費負担金のうち、保健福祉

課に係りますものは児童福祉費負担金の

うち助産施設入所負担金で、前年度に比べ

５０％、８万３，０００円の減額となって

おります。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料のうち、保健
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福祉課に係りますものはちびっこ広場用

地使用料で、前年度と同額となっておりま

す。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金のうち、

保健福祉課に係りますものは児童福祉費

負担金のうち助産施設負担金で、前年度に

比べ８７．８％、３０万９，６２５円の増

額となっております。 

 ３８ページ、目２衛生費国庫負担金は、

未熟児にかかる養育医療費負担金で、前年

度に比べ１９．１％、４４万２，３６３円

の減額となっております。 

 ４０ページ、目３衛生費国庫補助金は、

前年度に比べ６５．７％、３４万４，９２

０円の減額となっております。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金のうち、保健福

祉課に係りますものは社会福祉費負担金

のうち民生児童委員協議会負担金と、民生

委員推薦会負担金及び児童福祉費負担金

のうち助産施設負担金で、前年度に比べ４

８．４％、１６万２，０１２円の増額とな

っております。 

 目２衛生費府負担金は、前年度に比べ３

１．６％、４３万４，２１６円の減額とな

っております。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金のうち、保健福祉課に係りますも

のは社会福祉費補助金で、前年度に比べ０．

７％、３４万７，０００円の減額となって

おります。 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金のうち、

保健福祉課に係りますものは所有者不明

動物死体処理交付金を除く保健衛生費補

助金と権限移譲交付金で、前年度に比べ２

５．２％、１５７万１，４２５円の減額と

なっております。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、前年度と同額で１１５万円

となっております。 

 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目４三次救命救急センター貸付

金元利収入は、前年度に比べ２１％、４０

８万２，５２４円の減額となっております。 

 ５２ページからの項４雑入、目２雑入の

うち、保健福祉課に係りますものは５９ペ

ージの各種検診や予防接種にかかる自己

負担金などで、前年度に比べ１０．１％、

４９６万９７１円の減額となっておりま

す。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

８ページ、款３民生費、項１社会福祉費、

目１社会福祉総務費は、人件費関係等を除

き前年度に比べ５２．５％、９，２６２万

７０１円の減額となっております。これは

主に、前年度に支出したデイハウスました

の建替工事費の減によるものでございま

す。 

 １２０ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち、保健福祉課に係

りますものは１２５ページの助産施設運

営費負担金で、前年度に比べ１９７．３％、

２０７万２４２円の増額となっておりま

す。 

 １３２ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費のうち、保健福

祉課に係りますものは保健センター及び

休日小児急病診療所管理委託料、三島救命

救急センター負担金が主なもので、人件費

を除き前年度に比べ０．６％、８９万２３

５円の減額となっております。 

 １３４ページ、目２予防費は、前年度に

比べ５．６％、２，３９２万５，２６３円

の増額となっております。これは主に、各

種予防接種負担金や妊娠出産包括支援嘱
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託員賃金の増によるものでございます。 

 １３６ページからの目３環境衛生費は、

１３９ページの占用水道の水質にかかる

検査委託料でございます。 

 以上、保健福祉課が所管しております平

成２９年度一般会計歳入歳出決算につい

ての補足説明とさせていただきます。 

○森西正委員長 続きまして、野村市民生

活部長。 

○野村市民生活部長 認定第１号、平成２

９年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、市民生活部にかかわります項目につい

て、目を追ってその主なものを補足説明さ

せていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち、市民生活部に係るも

のはコミュニティプラザ、コミュニティセ

ンター、市民ルーム、文化ホール、テニス

コート、体育館などの施設使用料でござい

ます。 

 ３２ページ、目３衛生使用料のうち、市

民課に係るものは斎場使用料、葬儀会館使

用料などでございます。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち、市民課に係るものは戸籍手数料、

住民票手数料、印鑑証明手数料などでござ

います。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち、

市民課に係るものは個人番号カード交付

事業費補助金、個人番号カード交付事務費

補助金などでございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち、市民生

活部に係るものはＮＰＯ認証事務に対す

る権限移譲交付金及び旅券発給事務にか

かる窓口対応業務に対する権限移譲交付

金でございます。 

 ４６ページ、目４農林水産業費府補助金

は、農業委員会交付金などでございます。 

 同ページ、目５商工費府補助金は、地方

消費者行政活性化交付金などでございま

す。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、産業

振興課に係るものは摂津市商工会への建

物貸付に係る収入でございます。 

 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、金融機関からの戻入でございま

す。 

 ５６ページ、項４雑入、目２雑入のうち

雑収入は、安全・安心まちづくり推進事業

として、防犯カメラの設置にかかる助成金、

南千里丘分室入居者負担金、文化ホール入

場料、旅券事務印紙等売捌収入などでござ

います。 

 続きまして、歳出でございますが、８０

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

６都市交流費の主なものは、国際交流嘱託

員への報酬及び国際交流協会への補助金

などでございます。 

 ８２ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯及び街頭防犯カメラにかかる電気料金

や、防犯カメラ保守点検委託料、防犯協会

負担金などでございます。 

 ８４ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員への報酬や地域活性化事業及び

摂津まつり振興会への補助金などでござ

います。 

 ８６ページ、目１４文化振興費は、市民

ルーム、小川自動車駐車場、文化ホールの

指定管理料などでございます。 

 ８８ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザ指定管理料、市
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民公益活動補助金などでございます。 

 同ページ、目１６コミュニティセンター

費は、別府コミュニティセンターの市民活

動支援嘱託員への報酬、指定管理料などで

ございます。 

 ９６ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本

台帳事務にかかる経費のほか、窓口業務の

委託、個人番号カード交付事務などにかか

る経費でございます。 

 １０４ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員活動事

業にかかる委員報酬などでございます。 

 １０６ページ、目２体育振興費は、市長

杯総合スポーツ大会等にかかる委託料、地

区市民体育祭実施にかかる補助金などで

ございます。 

 １０８ページ、目３体育施設費は、市内

体育施設維持管理及び運営にかかる指定

管理料、修繕料などでございます。 

 １３８ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料などの経費でございます。 

 同ページ、目７墓地管理費は、市営墓地

の管理に関する経費でございます。 

 １４６ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

委員報酬及び農業委員会にかかる経費で

ございます。 

 同ページ、目２農業総務費は、農政事務

にかかる経費及び大阪府北部農業共済組

合負担金でございます。 

 同ページ、目３農業振興費は、地域米消

費拡大対策事業、市民農園の管理指導、鳥

飼なす保存にかかる委託料、花とみどりの

補助金、農業祭実行委員会補助金などでご

ざいます。 

 １４８ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務にかかる経費

及び労働相談にかかる報償金などでござ

います。 

 １５０ページ、目２商工振興費は、南千

里丘分室管理経費、創業支援事業、企業立

地奨励金、中小企業事業資金融資預託金な

どでございます。 

 １５２ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営にかかる経費など

でございます。 

 以上、市民生活部にかかわります項目に

ついて、平成２９年度摂津市一般会計歳入

歳出決算の補足説明とさせていただきま

す。 

○森西正委員長 続きまして、山田環境部

長。 

○山田環境部長 認定第１号、平成２９年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、環

境部にかかわる部分につきまして、目を追

って主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち、環境センター及び環

境業務課にかかわるものは、環境センター

施設等使用料、リサイクルプラザ用地使用

料、ごみ置場用地使用料でございます。 

 ３４ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち、環境政策課にかかわるものは、

飼犬登録手数料、狂犬病予防注射済票交付

手数料、愛玩動物死体処理手数料、し尿処

理手数料、浄化槽汚泥処分手数料などでご

ざいます。 

 また、環境業務課及び環境センターにか

かわるものは、一般廃棄物焼却手数料、一

般廃棄物収集運搬処分手数料などでござ

います。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補
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助金、目３衛生費府補助金のうち、環境政

策課にかかわるものは、所有者不明動物死

体処理交付金及び権限移譲交付金でござ

います。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、環境政策課及び環境センタ

ーにかかる一般寄附金でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境基金か

ら一般会計への繰入金でございます。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、環境業務課及び環境セン

ターにかかわるものは、資源ごみ売却収入、

ペットボトル拠出金などでございます。 

 次に、歳出でございますが、１３２ペー

ジ、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保

健衛生総務費のうち、環境政策課にかかわ

るものは、環境衛生に関する事務にかかわ

る経常的な経費のほか、訴訟等委託料でご

ざいます。 

 １３６ページ、目３環境衛生費は、飼犬

登録、動物死体処理及び消毒業務等にかか

る経費で、前年度に比べ２．６％減となっ

ております。 

 １３８ページ、目４公害対策費は、大

気・水質・騒音・振動対策等にかかる経費

で、前年度に比べ５．７％増となっており

ます。 

 目５環境政策費は、地球温暖化対策の啓

発事業にかかる経費及び環境基金への積

立金等で、前年度に比べ１．３％増となっ

ております。 

 １４０ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物の収集運搬事業にかか

る経常的な経費で、前年度に比べ６．７％

減となっております。 

 目２塵芥処理費は、可燃・不燃ごみ、再

生資源にかかる収集運搬委託料、不燃ごみ

搬出処理委託料及び再生資源集団回収等

の報償金等で、前年度に比べ１０．１％減

となっております。 

 １４２ページ、目３し尿処理費は、し尿

収集運搬委託料のほか、し尿及び浄化槽汚

泥の処理にかかる経費で、前年度に比べ２．

６％減となっております。 

 １４４ページ、目４環境センター費は、

環境センターにおけるごみ焼却処理経費、

夜間等の運転管理業務委託経費のほか、３

号炉及び４号炉の維持管理にかかる経費

で、前年度に比べ０．５％減となっており

ます。 

 以上、環境部にかかわります決算の補足

説明とさせていただきます。 

○森西正委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。 

 それでは質問させてもらいます。歳入に

当たっては決算書、歳出に当たりましては

決算概要で質問させていただきますけど

も、質問の順番を整理して部署ごとに区切

って順次やっていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 まず、問１としまして、自治振興課です。

決算書３１ページの、款１３使用料及び手

数料、項１使用料、目１総務使用料、節２

コミュニティプラザ使用料の備考欄にお

きまして、コミュニティプラザ使用料が１，

３５６万３，８００円と、昨年の１，４４

９万２，５４２円から１００万円程度収入

が減っております。事務報告書によります

と、軒並み稼働率が低下しているというふ

うに認識しているんですけども、その状況

とその理由についてお聞かせください。 

 問２としまして、決算書３１ページ、同

じく目１総務使用料、節３コミュニティセ
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ンター使用料ですけども、収入済額として

１４３万９，３８０円計上されております。

事務報告書によりますと、使用人数は２万

５，１３６人利用されてるようですけれど

も、これはコミュニティプラザと比較して

も稼働率が極端に低いように受けとめて

おりますので、認識されている状況とその

理由ですね、お聞かせください。 

 問３、決算書４５ページ、目１総務費府

補助金の節２権限移譲交付金というのが

備考欄に書かれておりまして、３７万４，

０００円交付されておりますけども、この

具体的な内容についてお聞かせください。 

 問４としまして、決算概要４８ページ、

目６都市交流費の中国蚌埠市友好交流事

業について、前回も聞きましたけども、今

回予算現額が１０万円に対して執行率が

ゼロとなってます。これ、昨年度も決算額

ゼロでしたので、現在の状況ですね、お聞

かせください。 

 問５、決算概要５０ページ、目１０防犯

対策費、防犯カメラ設置事業におきまして、

これは平成２９年度までに１００台設置

するというふうにお聞きしておりました。

今回、機械器具費が予算現額１，００４万

４，０００円に対して決算額が８１８万６，

４００円となっておりまして、若干差があ

りますので、この差異についてお聞かせく

ださい。 

 また、防犯カメラ保守点検委託料に関し

まして、これも決算額が３６２万３，４０

０円、前年度１４０万４，０００円よりも

大幅の増額となっておりますので、その内

容についてもあわせてお聞かせいただき

たいと考えております。 

 問６、決算概要５２ページです。自治活

動推進事業におきまして、地域活性化事業

補助金、予算９０２万４，０００円に対し

まして、決算額が８０２万７，７８４円と、

これも１００万円近く余らせてますので、

取り組み内容と差異の理由についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 次、市民課に移ります。問７です。決算

概要６２ページの住基事務事業と、６４ペ

ージの個人番号カード交付事業について、

これはあわせてお聞かせいただこうと思

ってます。 

 まず、６２ページの住基事務事業につい

てですね、事務報告書を見ますと１１１ペ

ージに公共施設における証明書取り次ぎ

状況の記載がございました。このサービス

は、コミュニティプラザなど計６か所で実

施されているようですけども、おのおのの

取り組み、サービス所の従業員数がどうな

のか、それと取り次ぎサービスの時間帯と

そこの人件費ですね、どれだけかかってる

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 取り次ぎサービスでの住民票などの取

り次ぎ件数が３０６件となってましたけ

ども、平成２８年度末をもって廃止された

市民サービスコーナーがあったと思うん

ですけども、その取扱件数との違いについ

てお聞かせください。 

 続きまして、同じ質問の中ですけども、

６４ページの個人番号カード交付事業で、

１，６４５万７，８００円が予算額に対し

て決算額が６６２万３，０００円というこ

とで、執行率が４０．２％と低いです。こ

の取り組み状況についてお聞かせいただ

きたいのと、また個人番号の交付状況を見

ますと、事務報告書によりますと平成２９

年度、３，６５３件ってなってましたけど

も、前年度の６，５６２件から大幅に下回

っているということで、その理由をお聞か

せいただきたいのと、この平成２９年度末

時点で交付対象者が何人で、どれだけその
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時点で取得されてたかということもお聞

かせいただきたいと思います。 

 問８です。同じく市民課ですけども、決

算概要６２ページの戸籍事務事業につい

て、事務報告書によりますと平成３０年３

月３１日の戸籍数は２万６，４３９件、そ

こに戸籍人口が６万６，８１４名と記載さ

れておりましたけども、これは本市に、本

籍を置いておられる方々の戸籍数とか人

口だと認識しましたけど、そのうちですね、

摂津市民の戸籍の方は何件で何人おられ

たのかお聞かせください。 

 あと、その戸籍証明書交付状況の交付が

１万３，１０９件のうち８５６件が交付無

料というふうに書いてありました。どのよ

うな内容が無料交付になるのかというの

も確認の意味でお聞かせいただきたいと

思います。 

 問９です。決算概要６２ページ、住居表

示事務事業についてです。事務報告書に記

載がありましたけれども、平成２９年度の

住居表示の付番番号、付番交付が２０８件

となっておりました。この住居表示の決め

方が何かあるんですかね。その番地の関連

があったり、東西南北どれかを基準に決め

るなど何か基準があると思うんですけど

も、その基準についてお聞かせいただきた

いと思います。なぜかといいますと、私が

住んでる鳥飼西ですね、同じ住居番号が結

構多いんですね。申し入れによって末尾番

号が付与されるということもありました。

マンションとかの場合は部屋番号で区分

されてるんですけど、戸建ての住宅で同じ

住居表示になってるのがなぜなのかとい

うことをちょっと確認しておきたいと思

います。 

 続きまして、問１０です。決算概要９８

ページ、斎場管理事業におきまして、これ

も事務報告書によりますと、見てたら身体

の一部がという欄がありました。４月、３

月に１件ずつ２件ってなってましたけど

も、普通ですね、遺体の場合は医師の死亡

診断証明があって、墓地埋葬法に基づいて

申請されて、斎場で遺骨にされると思うん

ですけども、私が思いますその身体の一部

というのは、例えば病院で何らかの病気で

一部が壊死したとか、そういった場合って

病院で処理されると思うんですけれども、

この４月、３月の２件の身体の一部という

のが遺骨にされたのがそういった医者の

証明など何か証明があったのか、またどの

ように確認されているのかということで、

処理までの過程と２件の身体の一部がど

のような状況やったか、どんな部分だった

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 問１１です。これは事務報告書にしか記

載がなかったんで、事務報告書１１３ペー

ジです。公用請求取扱状況について書かれ

てました。これによりますと、公用請求取

扱合計が１万２，５４８件となってました

けども、これ大きくはどのような公用請求

だったのかお聞かせいただきたいと思い

ます。また、この費用ですね、有料なのか

無料なのか、あわせてお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 次は文化スポーツ課に移ります。問１２、

決算概要７０ページ、スポーツ教室振興事

業についてですね、事務報告書に記載があ

りましたけれども、改めて平成２９年度の

取り組み内容についてお聞かせください。 

 続きまして、問１３、決算概要７０ペー

ジ、摂津ふれあいマラソン大会事業につい

て、これは執行率１００％となっておりま

す。事務報告書によりますと、参加費の総

合計が８０１名ということで、前年度２６

０名から３倍以上に増加しております。平
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成２９年度、私も出させてもらいましたけ

ど、スタート地点が変更になってるという

こともあったのか、大幅に参加がふえた理

由ですね、あと工夫された点についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 続きまして、問１４、決算概要７０ペー

ジ、体育施設管理事業につきまして、予算

現額が７，３０３万８，０００円に対して、

執行率がおおむね１００％になっており

ました。これも事務報告書によりますと、

特にスポーツ広場の利用件数、あるいは利

用者数が大幅に、１万２，０００人ぐらい

減ってたように記憶しておりますけども、

平日、土日の稼働率も含めて利用状況につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、問１５、産業振興課に移り

ます。決算概要１０８ページ、中小企業育

成事業において、予算額２５２万６，００

０円に対しまして、決算額は１２６万６，

２８０円ということで、執行率が５０．

１％と低い状況でございますので、この取

り組み内容と計画に対してどうであった

のかということをお聞かせください。 

 問１６、決算概要１０８ページの企業立

地等促進事業につきまして、これも予算額

が２億２，０６１万８，０００円に対しま

して、決算額が１億８，９３２万８，１６

２円ということでなってました。これは平

成２９年度から要件緩和していると思い

ます。土地の使途要件につきましては条件

設定を撤廃してますし、建物の建築面積に

ついても１５０平米から１００平米以上

に緩和するなど、小さな事業所にも新たに

立地していただけるように取り組んでい

ると認識しておりますけども、この緩和策

で企業規模に関係なく利用しやすくなっ

てるんじゃないかなと考えておるんです

けど、申請件数ですね、どれぐらい増加し

ているのか、平成２９年度の取り組み状況

も含めてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 問１７です。決算概要１１０ページ、ス

クラッチカード発行事業について。これは

予算額４８０万６，０００円に対して、決

算額は４２７万２，６６４円ということに

なっておりますけども、改めてこの平成２

９年度の取り組みについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 続きまして、問１８、環境政策課に移り

ます。決算書３４ページ、目２衛生手数料、

節１飼犬登録手数料について、これは毎回

確認させていただいておりますけれども、

狂犬病予防注射済票交付手数料というこ

とで、１１６万２９０円と、昨年と同等の

金額になっておりました。これは事務報告

書によりますと、狂犬病注射済件数が２，

１０９件となっておりましたけれども、改

めて平成２９年度の取り組み状況等、平成

２９年度末ですね、この時点での狂犬病予

防注射接種率がどのようになっているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 次は環境業務課に移ります。問１９、決

算書５７ページ、この備考欄に資源ごみ売

却収入について４１０万７，２９６円とな

っていましたけども、前年度の８２３万５，

５２４円から大幅に減額となってました。

ペットボトル拠出金においては、９３３万

９３円となっておって、前年度が２２１万

１，０３９円ということで、大幅に増額と

なってるということで、事務報告書を見ま

すとペットボトルの搬出処理量というの

は余り変わらないんですね。２１万７，５

４０キログラムということで、その確認の

意味で取り組み状況とその理由について

ですね、お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、問２０、決算概要１００ペ
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ージ、リサイクルプラザ整備事業について、

これ修繕料として予算が２００万円計上

されておったと思います。一方、決算額が

４１万５，８００円ということで、かなり

低い執行率になっておったんですけど、計

画に対してどうだったのか、取り組み内容

と修繕料の考え方についてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、生活支援課に移ります。問

２１、決算概要７４ページ、生活困窮者自

立支援事業におきまして、事務報告書によ

りますと自立相談支援事業の実績として、

新規相談案件は１６４件と書いてありま

した。その次のページには、その内訳とし

て、（２）の相談状況の内訳、②で相談内

容というところを見てますと、収入、生活

費のことが１０６件というふうに一番多

うございましたので、この中の特徴的な内

容についてお聞かせいただければと思い

ます。 

 問２２、決算概要９０ページ、レセプト

点検事業について。これは決算額が２６１

万２，２６１円と、執行率がおおむね１０

０％となっておりましたけれども、前年度

の決算額が４５万８，２５５円ということ

で、それに比べますと非常勤職員等賃金が

付加されて５．７倍の予算を執行しており

ましたので、平成２９年度の取り組み内容

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、問２３、保健福祉課に移り

ます。決算概要７２ページ、コミュニティ

ソーシャルワーク事業につきまして、事務

報告書によりますと相談案件は５，３５９

件ということで、前年度の４，４３３件を

１，０００件近くふえております。精力的

に取り組まれているのだと認識してます

けども、平成２９年度の取り組み内容につ

いてお聞かせください。 

 問２４、決算概要９４ページ、健康せっ

つ２１推進事業におきまして、これ予算額

が８４５万４，６３６円に対して、決算額

が７９０万７，３６３円となっておりまし

て、平成２９年度は新たに介護予防体操映

像制作委託料を付加されていると認識し

ておりますけども、平成２９年度の取り組

み内容についてお伺いしたいと思います。 

 問２５、決算概要９４ページ、がん検診

事業について、ピロリ菌検査委託料は予算

４７万３，６００円に対して、決算額が２

５万９，０８０円となっておりました。事

務報告書にも受診者数の記載がございま

したけれども、これは今回からの取り組み

だと思いますので、内容についてお聞かせ

ください。 

 問２６、決算概要９６ページ、まちごと

フィットネスヘルシータウン事業につい

て、予算額５１万１，０７６円に対して、

決算額が１９万５，４４４円というふうに

なっておりましたので、平成２９年度の取

り組み内容についてお聞かせください。 

 また、平成２９年度はウオーキングコー

スを１コースふやして９コースになって

るかと認識してますけれども、事務報告書

を拝見しますと参加者の延べ人数が前年

度より１００名近く減ってるんですね。と

いうこともあって、その状況についてもあ

わせてお聞かせいただければと考えてお

ります。 

 問２７、高齢介護課に移ります。決算概

要７４ページ、せっつ高齢者かがやきプラ

ン推進事業について、平成２９年度は第６

期せっつ高齢者かがやきプランの最終年

度だったかと認識しておりますけども、そ

の総括についてお聞かせいただこうかと

考えてます。 
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 問２８、決算概要７６ページ、ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業につきまして、

ライフサポーター業務委託料が決算額と

して１，５０４万７，４８０円と計上され

ておりまして、これも事務報告書によりま

すと、７５歳以上の高齢者の対象者数が２，

４４１人ということで、前年度の１，４２

４人より１０００人以上ふえてる状況で

すので、その取り組み内容についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 加えて、独居老人愛の一声訪問ですか、

これ前回も聞きましたけど、乳酸菌飲料の

配布による安否確認ということで、この利

用者が２０人以上減っておりますので、こ

の平成２９年度の取り組みについてもあ

わせてお聞かせいただきたいと考えてお

ります。 

 障害福祉課です。問２９、これが最後の

質問になりますけども、決算概要７８ペー

ジ、障害者医療費助成事業におきまして、

新たにシステム改修委託料が７２９万円

付加されてましたので、どのような内容に

なっているのかということをお聞かせく

ださい。 

 以上、１回目の質問でございます。 

○森西正委員長 それでは、答弁を求めた

いと思います。 

 質問の順番どおり答弁をお願いしたい

と思います。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 では、自治振興課に

かかわります６点のご質問にご答弁させ

ていただきたいと思います。 

 まず、質問番号１番でございます。決算

書３１ページ、コミュニティプラザ使用料

に関しまして、稼働率が低下しているがと

いうことでございます。コミュニティプラ

ザにおけます平成２９年度の使用件数は

１万６３３件、稼働率は４６．６％となっ

てございます。平成２８年度の使用件数は

１万１，１８２件、稼働率は４９％となっ

ており、使用件数で５４９件、稼働率が２．

６％の減となってございます。 

 減少の要因といたしましては、平成２８

年度に文化ホールの耐震改修工事が行わ

れ、約９か月間休館となりました。その間、

文化ホールを使用されていた多くの団体

が代替の施設としてコミュニティプラザ

をご利用いただき、平成２８年度の使用件

数、稼働率等が高くなっておるため、平成

２９年度のほうが減という形になってご

ざいます。 

 続きまして問２、決算書３１ページ、コ

ミュニティセンターの使用に関連しまし

て、その稼働率等どのように認識している

か、またその理由についてというお問いで

ございます。 

 コミュニティセンターの平成２９年度

の稼働率は１６．８％となっており、コミ

ュニティプラザと比較しますとやや低い

稼働率となってございます。しかしながら、

コミュニティセンター開設に伴い、閉館い

たしました別府公民館の平成２７年度の

使用件数は１，０４８件と、平成２９年度

のコミュニティセンターの使用件数１，９

２４件と比較いたしますと約８０％増加

しており、本センターの目的でございます

地域社会の形成への寄与ということがで

きつつあるのではということで、認識して

おるところでございます。 

 続きまして、質問番号３番、決算書４４

ページ、権限移譲交付金の具体的な内容に

ついてご説明させていただきます。 

 本交付金につきましては、ＮＰＯ法人の

設立認証等の移譲事務にかかる事務交付

金でございます。事務内容といたしまして
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は、ＮＰＯ法人の設立認証、事業報告書の

受理、役員変更の受理等が主なものでござ

います。 

 続きまして、質問番号４番、決算概要の

４８ページ、中国蚌埠市友好交流事業につ

いて、交流の状況ということについてお答

えさせていただきます。 

 摂津市市制施行５０周年に合わせて、平

成２８年に案内状を送付しましたが、連絡

がとれない状況でございました。その後、

平成２８年１２月に担当者レベルのメー

ル、ファクス等での連絡は再開し、平成２

９年９月には来摂のご希望をいただきま

したが、残念ながら日程の調整がつかず、

実現に至りませんでした。今後も担当者と

連絡を継続し、交流を進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 続きまして、質問番号５番、決算概要５

０ページ、防犯カメラ設置事業に関連しま

して、機械器具費及び防犯カメラ保守点検

委託料についてのご質問にご答弁させて

いただきます。 

 機械器具費の予算と決算額の差の１８

５万７，６００円につきましては、防犯カ

メラ本体、設備に関する周辺機器及び設置

にかかる費用を一般競争入札に付したと

ころ、予算額を下回る金額で落札いただい

て、このような差額が出ている次第でござ

います。 

 また、防犯カメラ保守点検委託料の増額

の理由についてでございますが、平成２８

年度から平成２９年度に防犯カメラを増

設いたしておりまして、平成２８年度は４

０台の点検から平成２９年度は６０台の

点検を実施したため、増額となっているも

のでございます。 

 続きまして、質問番号６番、決算概要５

２ページ、自治活動推進事業、地域活性化

事業補助金の残額が多いがということで

ご質問でございます。地域活性化事業補助

金につきましては、旧小学校区の連合自治

会に対しまして防犯・防災活動、環境美化

活動、体育祭等の補助金、また盆踊り、ふ

るさと祭り等のレクリエーションに補助

金を出させていただいております。 

 残額が大きくなりました理由につきま

しては、申請されておりました３事業、こ

れは防災訓練とあと地区市民体育祭等で

ございますが、天候不良のため中止になり

まして、実績でいきますと８０万円ぐらい

の事業が天候不良のため事業中止となり、

残額が多くなったものでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、問７の住基事務事業と個人番号カ

ード交付事業でございます。住基事務事業

の取り次ぎサービスの従業員数というこ

とでございますけれども、これは取り次ぎ

施設６施設のうち公民館４施設に２名ず

つ配置しておりまして、勤務は交代で１名

勤務になっております。時間帯でございま

すけれども、平日の朝９時から正午でござ

います。費用でございますが、嘱託員の賃

金のみの３００万円弱というふうになっ

ております。 

 それから、サービスコーナーとの件数の

違いでございますけれども、平成２９年度

の取り次ぎサービスが３０６件でござい

まして、その前年、平成２８年度サービス

コーナーがあった時代は、サービスコーナ

ー５か所全部で取扱件数が２万３，１３０

件ということで、取り次ぎサービスとなり

ましてからは件数が大幅に下がっている

状況でございます。 
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 続きまして、個人番号カード交付事業の

執行率が低いということでございますけ

れども、個人番号カード交付事業の中でも

一番金額が多いのが個人番号カード関連

事務交付金でございます。これにつきまし

ては地方公共団体情報システム機構、略称

Ｊ－ＬＩＳへの事務の委任にかかる交付

金でございまして、いわば業務委託費のよ

うな意味合いのものでございます。この金

額につきましては、国の予算の総額を全国

の市町村の人口割合に応じて配分されま

して、国から提示を受けた額で予算設定を

しており、また国から提示を受けた額で支

払いをしております。 

 執行率が低い要因としましては、マイナ

ンバーカードの交付状況が全国的に国の

予想を大きく下回ったということが主な

要因と、あと平成２９年度につきましては、

前年度から繰り越しした繰越額６３８万

円がございますので、そういったことで当

初の予算額が多くなって、決算の執行率が

低くなったということでございます。 

 続きまして、問８の戸籍事務事業でござ

います。９月末の数字ではございますけれ

ども、摂津市民の人口、９月末で８万５，

７３６人のうち、本市に本籍を置いている

方は４万６１２人で、４７．４％となって

おります。 

 戸籍証明書の無料の交付の理由という

ことでございますけれども、これは法令に

無料の定めがあるものは無料で交付でき

ることとなっておりまして、児童扶養手当

の申請のために戸籍証明書をとるケース

が一番多うございます。 

 続きまして、問９の住居表示事務事業で

ございます。住居表示の決め方の基準がど

のようになっているのかというお問いで

ございますけれども、何番何号の何番の部

分を街区と呼ぶんですけれども、街区の図

面に約１０メートルごとにフロンテージ

というポイントを打ちましてぐるっと囲

みます。住宅の入り口がどの位置に来るか

によって、号が決まるということになって

おります。 

 続きまして、問１０の斎場管理事業の身

体の一部でございます。２件でございます

けれども、申しわけございません、身体の

一部がどういった内容かというのは、把握

はしておりませんけれども、病院から証明

書は取っております。委員がおっしゃいま

すとおり、病気で身体の一部を切断するこ

とになった部分の火葬でございます。 

 続きまして、問１１の公用請求でござい

ますけれども、公用請求の費用は無料でご

ざいます。これにつきましては国または市

町村が法令に定める事務を執行する場合

に無料で請求することができるというふ

うになっておりますので、事務の執行のた

めの分でございます。 

 内容につきましては、これも多岐にわた

るんですけれども、空き家対策で所有者を

探すために取ったりでありますとか、他市

から滞納の関係で住所を追って、他市から

公用請求されるというケースもございま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります３点のご質問にお

答えいたします。 

 質問番号１２番、決算概要７０ページ、

スポーツ教室振興事業に係ります平成２

９年度の取り組みについて、ご説明申し上

げます。 

 平成２９年度の事業内容につきまして

は、まず味生体育館のトレーニングルーム
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で器具を正しく使ってもらうための講習

会といたしまして、トレーニング教室を年

１２回開催いたしました。また、この味生

体育館のトレーニングルームで、トレーニ

ング教室を受講されていない方に対しま

して、１コマ３時間で週８コマ、トレーナ

ーの方を派遣いたしまして、器具の使い方

を指導してもらうといった業務委託とい

うのを行いました。また、味生体育館で新

体力テストを年２回実施しております。そ

のほか、健康体操教室も味生体育館で５期

実施いたしておりまして、あと、場所が変

わりますが、鳥飼体育館及び保健センター

で夜間の健康体操教室を実施いたしまし

た。 

 そのほか、スポーツの種目といたしまし

て、テニス、ソフトテニス、卓球、バスケ

ットボール、チアダンスといった教室を実

施いたしました。事務報告書に回数と人数

と詳しいことを掲載させていただいてお

ります。 

 次に質問番号１３番、決算概要７０ペー

ジ、摂津ふれあいマラソン大会事業につき

まして、平成２９年度の取り組みで参加人

数の増加に関しての工夫した取り組みと

いうご質問でございました。 

 平成２９年度の参加人数が、有料のラン

ナーの方が６０３人、無料でありますが親

子チャレンジランという、親子２人一組で

出ていただきます参加人数が１９８人と

いうことで、合計８０１人と増加いたしま

した。 

 この増加の理由といたしまして、工夫と

しましては、先ほど委員もおっしゃられま

したけれども、スタート地点の変更という

ことで、交通機関が利用しやすいような、

駅に少し近い地点にスタート地点を持っ

ていったことと、あと市内市外問わず、見

ていただける方がたくさんいらっしゃる

ポータルサイトのほうからも、マラソンを

申し込んでいただけるような活用の方法

をとりました。 

 あと、大阪マラソンの参加者の方がエン

トリー手続きするために訪れる大阪マラ

ソンＥＸＰＯというイベントが１１月に

ございますが、そちらのほうでブースを出

させていただきまして、ふれあいマラソン

のＰＲをさせていただきました。 

 あと、参加賞にＴシャツを用意させてい

ただいて、そういった取り組みを行ったこ

とで、参加者の方が増えたというふうには

考えております。 

 質問番号１４番、決算概要７０ページの

体育施設管理事業のところで、スポーツ広

場の利用件数と人数の部分が前年度より

も少ないというようなことでございまし

た。 

 ただ、土曜日・日曜日、平日も含めまし

た稼働率におきましては、これは時間のほ

うで見ておりますけれども、前年度の稼働

率が７割程度というのとそれほど変わら

ない稼働率でございますので、人数的な部

分は減少しておりますけれども、スポーツ

広場の利用というのは割合皆さん利用し

ていただいてるかと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問について、お

答えさせていただきます。 

 質問番号１５番、決算概要１０８ページ、

中小企業育成事業の平成２９年度の取り

組み内容と予算の計画と執行率の低い理

由についてお答えさせていただきます。 

 中小企業育成事業は、市内の中小企業が

企業価値や資産の向上を目指して積極的
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な能力開発や商品研究、販路開拓などに取

り組むため、研修や公的な展示商談会等の

参加に要した費用の一部を補助し、中小企

業への支援を行う事業でございまして、主

な事業が二つございます。 

 一つ目は、中小企業の経営改善活動を目

的としてコンサルタントを派遣する商工

業経営指導でございまして、平成２９年度

は３社に対して合計９回派遣しておりま

す。 

 二つ目といたしましては、研修や公的な

展示商談会等の参加に要した費用を補助

する中小企業育成事業でございまして、大

阪勧業展などの出展料を１１社に対して

補助しておりまして、研修会等の受講料に

関しても１社補助しております。 

 さらに、平成２９年度から実施した摂津

ブランド認定企業に関しての補助も、これ

らの二つの事業で支援しております。 

 執行率が低い点でございますけれども、

経営指導の派遣委託料に関しまして、摂津

ブランドの認定企業、一応５社の派遣を想

定して見込んでおりまして、合計８社を見

込んでおりましたが、実際摂津ブランドの

認定企業２社を含めて、３社のみの派遣で

あったこと。また大阪勧業展に関しまして

は、例年６社程度が出展いただいておった

んですけれども、平成２９年度に関しまし

ては３社のみであったことが、執行率が低

い理由になっておる状況でございます。 

 続きまして質問番号１６番、決算概要同

じく１０８ページの企業立地等促進事業

に関しまして、平成２９年度制度改正で面

積要件を緩和し、企業規模に関係なく利用

できるようにしたけれども申請はどうだ

ったのかということと、あと平成２９年度

取り組み内容についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 企業立地等促進事業は、奨励対象地域に

おける企業立地等を促進することにおい

て、産業の振興及び経済の活性化を図る目

的としている事業でございまして、平成２

９年度は２６社４０件に交付しておりま

す。 

 奨励金額は１億８，９２４万８，５７８

円交付させていただきました。ただ今回平

成２９年度に緩和した条件で申請いただ

いた企業というのは、残念ながらございま

せんでした。改めて周知に関して検討して

いきたいと思っております。特に平成２９

年度の取り組みとしてどうだったのかと

いうことで、申請件数としては特に増減は

ございませんで、新規の指定件数に関して

は９件ございました。市内の事業所の新た

な設備投資という予定で９件ございまし

て、平成２９年度の申請件数、新規の部分

では約８７億７，９４３万円程度を投資し

ていくということで新規申請いただいて

おります。これらのことで市内の産業振興

や経済活性化は図られているものと考え

ております。 

 ３点目といたしまして、質問番号１７番、

決算概要１１０ページのスクラッチカー

ド発行事業の平成２９年度の取り組みで

ございますが、スクラッチカード発行事業

は、消費者がわくわく感をもって買い物を

楽しめる、かつ参加券のオリジナルの特典

の提供により、店舗の認知と集客増、市内

店舗ににぎわいをもたらす目的で行って

いる事業でございまして、平成２９年度は

１１月１日から１２月１０日までの期間

でスクラッチカードを発行させていただ

いております。 

 総発行枚数は６万６，２１２枚で、その

うち３００円の当たり券が１万２，９４９

枚含まれております。 



－17－ 

 参加店は２０９店舗で、そのうち１１６

店舗は外れ券を活用した独自のサービス

を行っていただいております。また、特別

賞としてロボット掃除機やクオカード１，

０００円分なども当たるような仕組みを

つくっております。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１８番の

狂犬病予防注射に関するご質問にお答え

いたします。 

 平成２９年度の取り組み内容でござい

ますが、まず４月に市内各地で集合注射を

実施いたしました。平成２９年度は会場を

１か所ふやし、２１か所で実施しておりま

す。その後、８月に未接種の犬の飼い主に

対し、接種勧奨のはがきを送付し、広報せ

っつ９月号で飼い犬登録と予防接種につ

いて掲載しております。 

 平成２９年度の接種率でございますが、

登録されている犬３，５５３頭のうち２，

１０９頭に注射をしており、接種率は５９．

４％になります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１９番、資源ごみの売却とペッ

トボトルの拠出金の差についてでござい

ます。 

 ペットボトルにつきましては、平成２８

年度までは４月から９月までの半期で収

集したものを独自ルートで売却し、資源ご

みの売却収益として計上しておりました。

１０月から翌年３月まで収集したものに

つきましては、日本容器包装リサイクル協

会、通称容リ協に売却し、ペットボトル拠

出金に計上しておりました。しかし、従前

から日本容器包装リサイクル協会のほう

から安定的なペットボトルのリサイクル

を行うために、全量の供出ということを要

望されておりましたことから、平成２９年

度につきましては、年間を通して全量を日

本容器包装リサイクル協会のほうへ売却

するようになったため、資源ごみ売却収入

がペットボトル売却分だけ減少し、ペット

ボトル拠出金が逆に大幅に増加したもの

でございます。 

 続きまして質問番号２０番、決算概要１

００ページ、リサイクルプラザの修繕料に

ついてでございます。 

 リサイクルプラザ整備事業の修繕料に

つきましては、リサイクルプラザの設備に

故障や破損等のふぐあいが生じた際に修

理を行うため予算措置をしているもので

ございます。平成２９年度におきましては

空き缶プレス機の修理で２２万６，８００

円、トイレの照明の修理で１万５，１２０

円、ストックヤード照明修理で８万９，６

４０円、ペットボトル減容梱包機の点検修

理で８万４，２４０円の支出をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、光好委員

の生活支援課に係りますご質問２点につ

きましてご答弁申し上げます。 

 まず質問番号２１番、決算概要７４ペー

ジ、生活困窮者自立支援事業のうち、事務

報告書１７０ページの自立相談支援事業

の中で一番相談内容が多くなっておりま

す収入・生活費のことと、その特徴的な相

談内容についてのお問いかと存じます。 

 主な相談内容といたしましては、仕事を

退職したので生活費や家賃の支払いが困

難である。また就労収入が少ないので税金

や公共料金の支払いが厳しい。就労開始し



－18－ 

たものの初回給料日までの生活費、家賃等

の支払いが苦しい。ほかにも年金収入が少

なくて次回の年金支給日までの生活が苦

しい。そういった内容が主な内容でござい

ます。いずれにしましても、主訴は経済的

困窮ということでございますが、就労活動

の困難ですとか、メンタルヘルスの問題、

また家族関係とかひきこもりの問題等、相

談者の背景にある要因というのは非常に

複雑多岐にわたっているところでござい

ます。 

 続きまして質問番号２２番、決算概要９

０ページ、レセプト点検事業の平成２９年

度の取り組み内容についてでございます。 

 レセプト点検事業につきましては、大き

く分けましてレセプト点検業者による点

検、それと非常勤で雇用しております非常

勤一般職員による点検、この両輪で行って

いるところでございます。 

 レセプト点検業者による点検につきま

しては、レセプトの記載内容が診療報酬の

点数表に基づいて適切なものになってい

るか。あるいは多剤投与が行われていない

かの確認。ほか、受給者の状況ですとか受

給期間によりましては算定できない項目

というのもございますので、そういった請

求ケースが、誤りがないかどうかの確認を

しているところでございます。 

 また、非常勤一般職員による点検につき

ましては、主に自立支援事業ですとか指定

難病医療費助成とかの他法、他施策による

医療費負担が可能であるかどうかの確認、

また例えば向精神薬の重複処方ですとか、

後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品

の使用状況ですとか、あと頻回受診が行わ

れていないかどうかの確認を行いまして、

ケースワーカーのほうへ情報提供を行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわります４点のご質問にお答え

いたします。 

 まず質問番号２３、決算概要７２ページ、

コミュニティソーシャルワーク事業につ

いてでございます。 

 コミュニティソーシャルワーカー、通称

ＣＳＷと我々は申していますが、ＣＳＷの

業務につきましては、校区等福祉委員会の

活動に参加したり、日ごろから民生委員と

の連携などにより、地域の困り事や市民の

困り事をくみ上げ、適切に関係機関につな

ぐこと。また市民同士のネットワークづく

りを行い、地域福祉活動を活性化させる役

割などを担っております。 

 平成２９年度の取り組みにつきまして

も、校区等福祉委員会の活動に参加したり、

その他各種福祉関係の会議に参加したり、

もちろん民生委員との連携というのも深

めてまいりまして、相談件数なども多くな

っておりますので、その対応に努めていた

ところでございます。 

 次に２点目、質問番号２４、決算概要９

４ページ、健康せっつ２１推進事業につい

てでございます。 

 健康せっつ２１推進事業につきまして

は、本市の健康増進計画にございます、ま

ちごと元気！健康せっつ２１計画の管理

や、附属機関であります健康づくり推進協

議会の運営が主な業務内容となっており

ますが、健康に関するさまざまな事業の基

本方針を示す計画を所管しているため、業

務内容につきましては健康管理システム

の運用、あるいは健康づくり年間日程表の

作成、食育の推進等、その内容は多岐にわ

たっております。 
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 平成２９年度の特色ある取り組みとい

たしましては、従前からございます市のオ

リジナル体操三部作に、新たにロコモティ

ブシンドロームの予防を目的とした体操

を追加しまして、「摂津みんなで体操四部

作」としてＤＶＤやＣＤを作成しまして、

健康づくりグループや市民に広く配布を

行っております。このＤＶＤに関しまして

は、広報誌で取り上げていただいたことも

ありまして、予想以上に反響がございまし

て、現在まで約５００枚ほど配布させてい

ただいております。 

 続きまして質問番号２５、決算概要９４

ページ、がん検診事業に関しまして、ピロ

リ菌の検査でございますが、ピロリ菌の検

査につきましては、胃がんの促進因子でご

ざいますピロリ菌感染を早期に発見し治

療につなげ、胃がんを予防することを目的

に、平成２９年度から開始した事業でござ

います。 

 検査対象者は受診日時点で２０歳から

６０歳の市民。検査方法としましては血液

検査によるピロリ菌抗体検査でございま

して、保健センターの集団検診のほか、市

内の個別医療機関でも検査することがで

きます。平成２９年度は受診者数が４６３

人に対しまして、要精密検査となった方が

１４０人となっており、これらの方に対し

ては紹介状を交付し、精密検査機関につな

いだ後、最終的には医療機関で治療してい

ただくことになります。 

 続きまして質問番号２６、決算概要９６

ページ、まちごとフィットネスヘルシータ

ウン事業についてでございます。 

 この事業につきましては、まち全体をフ

ィットネスの場として捉え、市民の健康増

進や介護予防を目的に、ウオーキングコー

スの整備、またウオーキングイベントの開

催、健康器具の設置などを行っておりまし

て、平成２５年度から取り組んでおる事業

でございます。 

 平成２９年度は市内ボランティアグル

ープと共同で取り組んでおりますウオー

キングイベントの開催のほか、市内９コー

ス目となりますウオーキングコースの整

備を行っております。 

 平成２８年度と比較してイベント参加

者が減っていることについてでございま

すが、ＰＲ不足等もあったかとは思います。

ただ、ウオーキングイベントの開催日に、

ほかの団体のイベントと重なったという

こともございまして、そういったものも大

きかったのかなと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかわります質問番号２７、２８番に

ついてお答えいたします。 

 まず２７番、せっつ高齢者かがやきプラ

ン推進事業でございます。 

 せっつ高齢者かがやきプランは、摂津市

における高齢者保健福祉計画並びに介護

保険事業についての３か年計画でござい

ます。第６期につきましては団塊の世代が

７５歳以上となる２０２５年度を見据え、

高齢者が人生の最後まで住みなれた地域

で自分らしい暮らしを続けることができ

るよう、住まい、医療、介護、予防、生活

支援が一体的に提供される地域包括ケア

システムの構築を目指してまいりました。

平成２７年度の介護保険法の改正を受け、

特に市町村事業であります地域支援事業

に力点を置いたことが特徴でございます。 

 本市におきましても介護予防・日常生活

支援総合事業等を開始し、特に介護予防に

着目した通所型サービスＣ、また地域リハ
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ビリテーション活動支援事業など、少しで

も介護が必要でない期間を伸ばすよう、市

独自事業を実施しております。 

 また、地域住民やＮＰＯ、企業など、ま

ちぐるみで高齢者を支える仕組みをつく

っていく事業や、認知症総合事業などが第

６期で新たにスタートいたしました。これ

らの事業につきましては第７期計画でも

引き続き実施してまいります。 

 続きまして２８番、ひとり暮らし高齢者

等安全対策事業についてでございます。 

 まず１点目、ライフサポーターの取り組

み状況についてでございます。ライフサポ

ーターは、ひとり暮らし高齢者登録をされ

た６５歳以上の人や、６５歳以上の高齢者

のみで構成されている世帯を定期的に訪

問し、見守りや状況に応じて必要なサービ

スにつなぐなどの支援を行っております。

さらに平成２８年１１月からは５人のラ

イフサポーターにより、７５歳以上の高齢

者を訪問する事業を開始いたしました。 

 平成２９年度は７５歳以上の単身世帯

に加え、高齢者のみの２人世帯の訪問も行

い、高齢者のための福祉サービスの冊子や

携帯版の救急医療情報シート、詐欺に注意

の啓発チラシなどを配布するとともに、本

人の緊急連絡先やかかりつけ医などの情

報を状況確認シートに記入いただき、健康

面や生活の状況などを伺っております。 

 平成２９年度の訪問では、お元気な方が

多かったとの報告がございましたが、訪問

者のうち必要な人には介護保険サービス

や高齢福祉サービスにつなぐなどの支援

を行っております。 

 続きまして、独居老人愛の一声訪問事業

の利用者状況についてでございます。 

 ひとり暮らし高齢者の登録をされてい

る人で、週１回以上の見守りが必要と認め

られる人に対し、毎週１回乳酸菌飲料を無

料で配達し、安否確認を行っております。

月平均の利用者数は新規登録２人に対し、

死亡・施設入所等によって廃止された方が

３３人おられまして、廃止数のほうが上回

っております。ここ数年で見ても減少傾向

になっております。今後引き続きケアマネ

ジャー等支援者に対し、事業の周知を行っ

てまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課に係りますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 質問番号２９番、決算概要７８ページ、

障害者医療費助成事業のシステム改修委

託料の内容についてでございますが、福祉

医療費助成制度の再構築によりまして、平

成３０年４月から障害者医療費助成制度

と老人医療費助成制度が整理統合され、重

度障害者医療費助成制度へと改正をして

おります。そのため、老人医療費助成を受

けておられた方のうち、重度障害者医療費

助成へと移行される方のデータの移行で

ありますとか、精神障害者保健福祉手帳１

級所持者など対象が拡大される方へのシ

ステムの対応、また一部自己負担額の見直

しなどに対するシステムの改修を、平成２

９年度中に実施をしたものであります。 

○森西正委員長 これで全ての答弁だっ

たと思いますが、では２回目。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは２回目の質問

を順次させてもらいます。 

 問１、決算書３１ページ、コミュニティ

プラザについて、稼働状況、理由に関して

ご説明いただきまして、理解いたしました。

特にコンベンションホールは土日祝の稼

働率が高いと認識しておりまして、昨年の
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問いもそうであったかと思います。平成２

９年度改めまして土日祝の使用状況を確

認の意味で聞かせていただきたいと思い

ます。 

 問２、決算書３１ページ、コミュニティ

センターについて、これも稼働状況とか理

由に関してご説明いただきましたけども、

コミュニティセンターのご答弁もありま

したように別府公民館が閉館になったこ

ともあって、平成２８年１２月に地域の誰

もが気軽に立ち寄ることができるような

ということで開館いたしました。使用件数

はふえているということなんですけども、

さらなる稼働率アップが必要と考えます

けれども、その辺のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 問３です。決算書４５ページ、権限移譲

交付金につきまして、ご答弁にあったかも

しれません、ＮＰＯ法人が前年度から比較

すると１件増と、２０件にとどまっており

ます。現在、自治会の加入率が減少傾向に

あると思います。私の認識でも、自治会に

は入らないけど、例えば子育て支援に関す

る市民活動などＮＰＯに参加するなど、Ｎ

ＰＯ法人が市民の重要な接点になってい

るというケースも多いかと認識しており

ます。また市民活動が進んでいる市町村で

は、ＮＰＯ法人の数もふえてます。先週、

僕は新潟県に行ってきましたけど、飛躍的

にＮＰＯ法人がふえてて、非常に活性化し

てるということもございますので、私自身、

本市のＮＰＯ法人がさらにふえることが

望まれるんではないかと考えております

ので、ＮＰＯ法人に対する支援策を今後ど

のように考えてるか、聞かせていただきた

いと思ってます。 

 ４番目、決算概要４８ページ、中国蚌埠

市友好交流事業について、先方とはやりと

りしていると。日程調整はしているとのご

答弁だったと思います。 

 平成３０年度予算は４６万２，０００円

ということで、また計上されておるので、

確実に実施していただきたいとは思うん

ですけど、今後どのように取り組んでいこ

うとされているのか聞いておきたいと思

います。 

 問５、決算概要５０ページ、防犯カメラ

設置事業について、機械器具費の差異の理

由と防犯カメラ保守点検委託料について

ご説明いただいたと思います。理解いたし

ました。 

 既に防犯カメラは計画の１００台は設

置されてると認識してますけども、昨年設

置後の効果の検証方法ということで、画像

の情報提供の頻度により検証するという

ふうに伺っておりました。その現在の実績

はどのような状況か。また防犯カメラを設

置することで街頭犯罪の抑止効果が生ま

れると考えておりますけども、犯罪発生状

況とか件数、もし認識しておられましたら

あわせてお答えいただきたいと思います。 

 続きまして問６、決算概要５２ページ、

自治活動推進事業につきまして、地域活性

化事業補助金の差異が天候不良等々もあ

ったというふうにお聞きして理解しまし

た。現在さまざまな分野で活動されてる団

体が存在する中、やはり、一般質問でも言

いましたけど、行政はそのつなぎ役となっ

たり、あるいはコーディネーター的な役割

を果たす必要があろうかと思います。昨年

度の取り組みやと思いますけど、先進事例

で宝塚市の取り組みもあったかと思いま

すけども、それらの取り組みを参考にして

いただきまして、地域コミュニティの活性

化、あるいはコミュニティの特性を生かし

た協働のまちづくりに向けて、ぜひ着実に
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取り組んでいただきたいと考えてます。こ

れは要望とさせていただきます。 

 問７、これは答弁漏れがあったと思うん

ですけど、まず二つ、６２ページの住基事

務事業と６４ページの個人番号カード交

付事業についてお聞かせいただきました

けども、証明書交付取り次ぎサービスは、

要は４人ですね。１か所で二つに分けて２

名体制だけど、午前と午後で１名分という

ことですね、という計算だと思います。だ

から、午前中を一人で、だから二人で交代

してるという認識をしました。それで、人

件費が３００万円ということで、３０６件

やから単純計算で今計算したんですけど、

１件当たり９，８００円かかってることに、

これなっちゃうんですね。これ本当にこれ

だけかける必要があるのかとちょっと思

いました。先ほど市民サービスコーナーの

取り扱いが２万３，０００件ぐらいあった

ということで、大幅に減少しているという

ふうに聞きました。また事務報告書を見ま

すと、例えば味生公民館の実績を見ました

ら、１年間で１０件やったんですね。その

うち４月、７月、１０月、１２月、あと２

月は６か月で０件ということで、ここにも

要は１名配置されているというふうに認

識したんですけども、これもちょっと単純

計算すると、４公民館でさっき３００万円

とおっしゃってましたので、１名配置され

てるので７５万円一つの公民館にかかっ

てることになりますね。で、年間１０件な

ので、この計算でいくと１件７５，０００

円かかると。 

 その上、私の情報によりますと、そこの

住民票を取得するにも、その日に即日交付

じゃなくて、２日かかるんですね、と私は

認識しておるんですけども、そういったと

ころの２日かかるとか、あるいはその金額

を考えますと、このマイナンバーカードで

コンビニ交付したほうが、やはりそっちを

勧めたほうが市民にとって便利ではない

んかなというふうに考えていますんで、そ

れの考え方について、お聞かせいただきた

いなと思ってます。加えてこの取り次ぎサ

ービス所でマイナンバーカードの利便性

とかあるいはそういったところの普及啓

発に当たって説明とかされてるのかなと

いうのがちょっと気になりましたので、あ

わせてお聞かせください。 

 それとその平成２９年度末のマイナン

バーカードの取得数の答弁が多分漏れて

たんかなと思います。そこを後でお聞かせ

いただきたいです。それに一方、市の職員

も何人かマイナンバーカードを取得され

てると思うんで、市職員でどれだけ持って

るのかなというのをお聞きしたいです。わ

からなかったら、例えば市民生活部の方だ

けでもいいですし、市民課の職員、いわゆ

るマイナンバーカードを普及される側の

方がどれだけ持っているのかでもいいで

す。聞かせていただきたいと思います。 

 問８です。決算概要６２ページ、戸籍事

務事業におきまして、やはり無料交付が毎

月結構あるんですけども、その無料になる

対象のお話はあったと思いますけど、例え

ば根拠法令とか、それが無料の対象である

という確認の仕方、どういったふうにされ

てるのかということをお聞かせいただき

たいと思います。最近、戸籍については余

り簡単に求めないといいますか、採用試験

であっても例えば戸籍の提出は余り聞き

ませんし、そういった意味でも確認の意味

でちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それと問９、決算概要６２ページ、住居

表示事務事業について、僕は最初に、同じ
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番号がありますという、表示基準を聞きま

したけども、同じ番号になっているのは何

でかという答弁が漏れてたと思います。１

０メートルに対してつけていくというの

はあるんですけど、実は僕の家のとこもそ

うやったんです。買ったときに全部同じ番

号で、なんじゃこれと思って、これ実は僕

なんですね。おかしいん違うかということ

で、僕もそうですし、僕の地域の方からも

聞いてるんですけども、例えば新しい家を

初めて買ったとかになったら、同じ住所で、

例えば今の時代、同じ住所でナンバーが並

んでるって、買うときにおかしいのでやは

り分けてほしいという話もあって、そうい

ったところが申し入れることによって付

加したということがありますので、やはり

同じ番号やったら混乱も招くと思うんで

すね。またあと緊急時の救急搬送とか、あ

るいは火事等々、仮に同じ名前で同じ番号

とかやったら、そこでまた事態が悪化する

ということも考えられますので、今後どう

いうふうに考えているのかというのをお

尋ねしておきたいと思います。 

 それと問１０、斎場管理事業につきまし

て、これは要望としておきますけども、状

況についてはお伺いしました。理解しまし

た。これ、墓地埋葬法等々、いろいろそう

いう法にのっとってやってるかと思いま

すので、ぜひ適切に対応していただきます

ようによろしくお願いします。 

 それと問１１、事務報告書の１３３ペー

ジのことです。公用請求取り扱い状況につ

いてお聞かせいただきまして、この請求状

況が戸籍情報で４，７８２件あったんです

かね。これ無料ということで、この４，７

８２件、無料であったんですけど、先ほど

の戸籍事務事業の事務報告書の話をした

と思います、事務報告書１０７ページです

ね。無料交付というところがあったと思う

んですけども、ちょっと件数忘れましたけ

ど、そちらにカウントされないんかなとい

うところでちょっと疑問を感じました。あ

と、１１３ページを見ても参考となってま

したんで、言いかえますと、１０７ページ

の無料交付とこの公用請求の交付の違い、

ちょっと済みません、理解できませんでし

た。もう一度お答えいただきたいと思いま

す。 

 それと問１２、決算概要７０ページ、ス

ポーツ教室振興事業におきまして、これ事

務報告書見ますと参加人数が５，０７５人

ということで、前年度と比較すると１，８

００人程度参加者がふえてました。いろい

ろと夜間健康体操教室等々、何かトレーニ

ングもやられてるとおっしゃってました

けども、増員できた理由と、改めてこの取

り組み、平成２９年度の取り組みを踏まえ

て、今後どのように展開をされようとして

いるのかというのをお聞かせいただきた

いと思います。 

 それと問１３、決算概要７０ページの摂

津ふれあいマラソン大会事業につきまし

て、参加者が増加した理由について理解し

ました。これも平成２９年度、成功裏に終

わったかと思いますけど、それを取り組み

も踏まえて今後どういうふうに展開され

ようとしているのか、確認の意味で聞いて

おきたいと思います。 

 問１４、決算概要７０ページ、体育施設

管理事業について、この利用状況について

理解いたしました。それほど稼働率は変わ

ってないんですね。ということで、土日は

稼働率が高い、平日より高いと私は認識し

てるんですけど、特にスポーツ広場とか前

を通っても、平日がらんとして土日がすご

くにぎわってるように思いましたんで、せ
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っかくあんな大きなグラウンドもござい

ますので、平日の稼働率を上げる必要があ

るんじゃないかと思いますんで、そのあた

りお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 問１５、決算概要１０８ページ、中小企

業育成事業について、執行率が低いという

ことと取り組み内容に関してご説明いた

だいたと思います。ありがとうございます。 

 平成３０年度の予算を見ますと、執行率、

今回低かったんですけど、４，４２３万円

ということで予算が増額されております。

今回の反省というか、こちら側でコントロ

ールできない部分があろうかと思います

けども、平成２９年度の取り組み結果も踏

まえて今後どのようにされようとしてい

るのか、お考えを聞いておきたいと思いま

す。 

 続きまして問１６、決算概要１０８ペー

ジ、企業立地等推進事業について、これも

申請件数、申請の緩和、条件設定の緩和が

あったかと思いますけど、平成２８年度と

変わらないというご答弁やったと思いま

す。これも平成３０年度予算を見ると、こ

れからもっともっと中小企業に対して緩

和してというような状況なんですけど、平

成３０年度予算は２億６４２万５，０００

円と、１，４００万円ぐらい減額になって

るんですね。ですので、さらに中小企業に

対して活性化させるべきではないんかな

と私は思っていますんで、減額されてる理

由と、平成２９年度の執行を振り返って今

後どのように展開されようとしているの

か聞いておきたいと思います。 

 １７番の決算概要１１０ページ、スクラ

ッチカード発行事業について、取り組み状

況、理解いたしました。店舗によっては独

自で工夫されているように受けとめてお

りますけども、これ、いい取り組みだと思

うんですけど、当該事業の効果、産業振興

というところの効果をどう検証されてい

るのかということと、あとまた平成３０年

度はさらに１．３倍の予算がついてて６２

８万４，０００円ついてますんで、平成２

９年度の効果・検証のところも含めて、ど

ういうふうに展開されてようとしている

のかというのを聞いておきたいと思いま

す。 

 １８番目、決算書３４ページの狂犬病予

防注射について、取り組み状況、接種率、

お聞かせいただきました。これも今までも

接種率の向上の話をさせてもらってて、な

かなか難しい問題だと思いますけども、以

前から接種率の向上の要望をさせていた

だいてたかと思いますけども、どういった

接種率を上げるための取り組みの工夫と

か、もしされてるとこがあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

 問１９、決算書５７ページの資源ごみ売

却収入とペットボトル拠出金について、平

成２９年度から拠出金と収入金の配分が

変わった理由を認識しました。理解しまし

たので、この質問はこれで終わりたいと思

います。 

 問２０、決算概要の１００ページのリサ

イクルプラザ整備事業、修繕料について、

考え方についてはお答えいただきました

けども、基本ふぐあいが発生したときに実

施するということで、いわゆる事後保全と

いう、専門用語でいうとそうなるんですね。

ただその考え方だけでは結構出たとこ勝

負といいますか、修繕費予算の管理ができ

ないというふうに考えておりますんで、ち

ょっと参考に平成３０年度の今の状況、ど

のようになってるか、聞いておきたいと思

います。 
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 問２１です。決算概要７４ページ、生活

困窮者自立支援事業に関して、相談内容、

特徴のある内容についてお答えいただき

ました。平成２９年度実績を見てみますと、

生活保護を受けている世帯が１，１６５世

帯ということで、前年度よりもたしか３０

世帯ぐらいふえてたかと思います。本市と

して今後の見通し、どう考えておられるか、

お答えいただければと思います。 

 問２２、決算概要９０ページ、レセプト

点検事業におきまして、内容に関しておお

むね理解いたしました。レセプト点検とい

う医療費分析による医療費の適正化であ

ったりとか、あるいは有病者の重症化予防

等々も目的にされてるかと思います。そう

いった観点から、どんな指導をされたかと

いうこと、先ほどもご答弁あったかと思い

ますけど、改めて特徴的な指導があればお

聞かせいただきたいと思います。 

 問２３番目、決算概要７２ページ、コミ

ュニティソーシャルワーク事業につきま

して、取り組み内容を理解いたしました。

当該事業は、ご答弁にもあったかと思うん

ですけど、公的支援制度のすき間を埋める

とか、あるいは地域と人を結びつけるとい

うところで、さらに展開されることが望ま

れると私は考えておりますので、今後、ど

のように取り組まれようとされてるのか

というのをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 問２４、決算概要９４ページ、健康せっ

つ２１推進事業について、取り組み内容に

関して理解いたしました。ご答弁にもあり

ましたけど、まちごと元気！健康せっつ２

１は、平成２５年から平成３５年までが計

画の期間として、平成３０年度には中間見

直しをされるということになってたと思

います。見直す主なポイント等々について

お聞かせいただきたいと思います。 

 問２５、決算概要９４ページ、がん検診

事業について、取り組み内容について理解

いたしました。このがん検診も、他の検診

同様に受診者をさらにふやす必要がある

んではないかと考えております。私の友人

も最近このピロリ菌がみつかったという

話もよく聞いておりますんで、今後どのよ

うに取り組まれようとしているのか、お考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

 問２６、決算概要９６ページ、まちごと

フィットネスヘルシータウン事業につい

て、取り組み内容、状況についてお聞かせ

いただきました。市民の健康度、あるいは

介護予防、促進、推進していくためには、

ウオーキングコースを増設したり、あるい

は参加率をアップさせる施策等々、いろい

ろ工夫されてるかと思うんですけども、改

めて今後の取り組みについてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 問２７、決算概要７４ページ、せっつ高

齢者かがやきプラン推進事業について、第

６期高齢者かがやきプランの総括につい

てお聞かせいただきました。ありがとうご

ざいます。第７期高齢者かがやきプランが

平成３０年度４月に策定されております。

ご答弁にもあったかとは思うんですけど、

第６期から重点的に反映された内容、新た

な取り組み等々、そういったところ、力を

入れていこうとされている項目について

お聞かせいただければと考えております。 

 問２８、決算概要７６ページ、ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業について、取り

組み内容に関しましては理解いたしまし

た。一昨年度、システムを導入されてると

いうことだったと思います。そのシステム

を導入されて、その活用内容とか、あるい

はその効果について、２回目お聞かせいた
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だきたいと思います。また、乳酸菌飲料の

配布ということでいくと、大分減ってると

いうところで、これ乳酸菌飲料の費用だけ

といいますか、人件費が入ってないという

ことで、今後経済的にもそう長く続くもの

じゃないと思いますので、改めて、独居老

人の安否確認を今後どう展開されようと

しているのか、あわせてお聞かせいただき

たいと思います。 

 最後、問２９になります。決算概要７８

ページ、障害者医療費助成事業におきまし

て、システム委託料に関して理解いたしま

した。これ平成３０年度４月からの制度改

正というふうに認識しておりますけども、

それまでにどういうふうに市民の方々に

周知したのか、あるいは改正時に混乱が懸

念されますけれども、そういった改正後の

窓口で混乱がなかったのかというところ

もあわせて、状況も含めてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 ２回目、以上でございます。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今、光好委員の質問の中

で、問７番、個人番号カードの問題、市の

職員がどれくらい持っているのかという

ことの質問がございましたけれども、個人

番号を職場に提出するかしないかという

ことも含めて、個人の決定権があるという

ふうになっていると思います。職場はそれ

を強要して出させるということはできな

い、番号の提示もね。ましてや個人番号カ

ードの取得というのは、個人のプライバシ

ーにかかわる問題だと思います。これをた

とえ任意であっても市の職員から調査を

するというのは、市の職員のプライバシー

に踏み込む問題だと思いますので、この質

問に関しては答弁されるような中身とし

て、そこの問題があるということをしっか

りと踏まえてお願いしたいなというふう

に思います。個人番号を振られることその

ものについても裁判も起こされている。そ

ういう内容です。個人番号はマイナンバー

カードも含めましてリスクも大きく伴う

ものであるということの周知徹底を市民

に対しても求めてきた立場から、そこの問

題についてはぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○森西正委員長 休憩前に引き続き再開

します。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 先ほど私の質問があっ

た後、増永委員のほうから議事進行がござ

いまして、ご指摘されている内容、プライ

バシーにかかわること、個人情報等々のご

指摘がありましたので、そこの意図は理解

しますので、最後、質問７の職員のマイナ

ンバーカードの取得人数のところの質問

は取り下げさせてもらいますので、それ以

外のところをお答えいただきますように

よろしくお願いします。 

○森西正委員長 それでは、答弁をお願い

します。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわります２回目のご質問にご答

弁させていただきます。 

 まず、質問番号１番、コミュニティプラ

ザの稼働率、特に土日祝のコンベンション

ホールの、ということでのお問いがござい

ましたので、ご答弁させていただきます。 

 平成２９年度のコミュニティプラザの
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稼働率につきましては、先ほどもご答弁さ

せていただきましたように４６.６％とな

ってございます。 

 土日祝の稼働率を取り上げてデータを

とってみますと４９．６％となっておりま

す。若干高い数値となってございます。 

 また、土日祝のコンベンションホールの

稼働率を見ますと６７．７％ということで、

非常に高い稼働率になっているというふ

うに認識をさせていただいているところ

でございます。 

 続きまして、質問番号２番、別府コミュ

ニティセンターの稼働率の向上について

のご質問にご答弁させていただきます。 

 コミュニティセンターが地域コミュニ

ティの活動拠点としてご利用いただける

ように、地域での認知度を向上させ、稼働

率のアップにつなげてまいりたいという

ふうに考えております。具体的には、さま

ざまなエントランスイベントや講座の開

催、施設を利用されていますクラブ活動を

紹介する作品展示、発表等の機会を提供さ

せていただいております。 

 また、地域住民の交流の推進を目的とし

て昨年度から別府コミュニティセンター

まつりを実施しているところでございま

す。 

 今後は、コミュニティセンターの登録ク

ラブをふやしていく、また、既に自治会に

はご利用いただいておりますが、地域の団

体、老人クラブ、こども会、ＰＴＡ等にご

利用していただけるように努めるととも

に、全市民を対象とした講演会等も開催し、

認知度を上げ稼働率の向上を目指してま

いりたいというふうに考えております。 

 続きまして、質問番号３番、ＮＰＯ法人

の数は余り増加していないため、ＮＰＯに

ついての支援についてのご質問でござい

ます。 

 市内のＮＰＯ法人の平成２９年度は、２

０法人ということで、近年横ばいの傾向に

ございます。地域で抱える社会的課題の解

決や、よりよい市民生活の実現に向け、協

働事業を推進していくためには、ＮＰＯ法

人の支援が重要だと考えております。 

 具体的な支援といたしましては、摂津市

市民公益活動補助金の制度がございまし

て、平成２９年度は初期事業コース１団体、

発展事業コース６団体に補助金を交付さ

せていただいておりますが、さらにこの補

助金を活用して支援をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 また、ＮＰＯセンターの活用につきまし

ても、現在ＮＰＯの団体と協議を行ってお

り、ＮＰＯセンターの活用を図り、法人の

支援につなげてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

 質問番号４番、中国蚌埠市との今後の交

流についてということでございますが、先

ほども答弁させていただきましたが、現在

担当者のほうと連絡を継続して進めさせ

ていただいているところでございます。 

 また、年賀状等の時候の挨拶等を通じて

蚌埠市の担当者との交流を続け、今後も継

続して交流を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 続きまして、質問番号５番、防犯カメラ

の画像の情報提供等についてのご質問に

ご答弁させていただきます。 

 平成２９年度の街頭防犯カメラに関す

る捜査関係事項照会は１４８件でござい

ました。平成２７年度は１０６件、平成２

８年度は１４１件となっており、犯罪捜査

において、防犯カメラ画像が有効な手がか

りになることから、年々増加の傾向となっ

ております。 
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 また、摂津市内の犯罪認知件数の推移は、

大阪府警の統計によりますと、平成２７年

は１,１３１件、これは年の表記になります

のが、平成２８年は１,０４７件、平成２９

年は８５２件となっており、年々減少傾向

にあります。 

 さまざまな防犯活動の成果だと思いま

すが、その中で街頭防犯カメラ設置につき

ましても、一定の抑止効果に寄与できたの

ではというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、質問番号７番

の証明書の取り次ぎサービスでございま

す。 

 証明書の取り次ぎサービスにつきまし

ては、市民サービスコーナーの廃止に伴い

ます激変緩和措置としまして、当初２年間

の予定で実施しております。取り次ぎサー

ビスの利用状況につきましては、先ほど委

員からのご指摘もありましたとおり、それ

ほど多くはない状況でございますので、当

初の予定どおり２年間でというふうに考

えております。 

 今後につきましては、我々としましては、

マイナンバーカードに関する周知、広報を

徹底し、市民の皆様にはできるだけ早くマ

イナンバーカードをとっていただいて、お

近くのコンビニで早朝から夜間、休日まで

も証明書が取得できるコンビニ交付サー

ビスのご利用をお願いしたいというふう

に考えております。 

 取り次ぎ施設でのコンビニ交付のＰＲ、

説明ということでございますけれども、今

取り次ぎ施設では、交付の際に必ずコンビ

ニ交付とマイナンバーカードに関するチ

ラシをお渡ししまして、ご案内をさせてい

ただいております。 

 続きまして、先ほど答弁漏れのございま

したマイナンバーカードの交付件数が平

成２８年度と平成２９年度を比較して下

がっている理由でございます。 

 マイナンバーカードにつきましては、平

成２８年の１月から交付を開始しており

まして、開始から２年１０か月が経過して

おります。 

 ここ２年ほどは、交付件数が大体月２０

０件台から４００件台とコンスタントに

推移をしておりますが、やはり制度開始当

初は、申請が集中しましてカードの交付が

多くなっておりました。平成２８年の３月

が交付のピークで、月１，９６２件の交付

がございまして、その後、平成２８年度に

入ってからも４月は１，４６１件、５月は

１，１５５件、６月は８１３件と、平成２

８年度の前半に制度開始当初の大きな波

といいますか、山がございましたので、平

成２９年度に比べて交付件数が多くなっ

ているという状況でございます。 

 あと、平成２９年度末時点での件数とい

うことでございますけれども、マイナンバ

ーカードの申請件数が平成２９年度末で

１万５，０５１件、交付が１万２，９７９

件となっております。 

 続きまして、戸籍事務事業の証明書の無

料交付でございます。戸籍証明書の無料交

付につきましては、無料で交付することが

できるという規定が３２法令にございま

す。そのうち、特に多いのが公的年金で最

初もらうときに戸籍が必要となってくる

場合、それから先ほど申しました児童扶養

手当の申請の場合、あとありますのが労災

の最初の請求のときに必要となってくる

場合、こういったものが無料交付というこ

とになっております。 

 どういった方法で確認しているのかで
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ございますけれども、請求書の記載欄の使

用目的等々を見まして確認することと、受

付で聞き取り等々をしまして確認をして

おります。 

 続きまして、質問番号９番の住居表示で

ございます。同じ番号が何でついているの

かでございますけれども、先ほども言いま

したとおり、フロンテージといいまして、

ポイントを約１０メートル間隔で打って

いまして、そこで何番１号、２号、３号、

４号というふうに１０メートル間隔で区

切っております。したがいまして、１０メ

ートルの間に玄関が１軒しかなければ１

軒しか住居表示がございませんし、お隣と

の間隔が狭くて１０メートルの間にお隣

の玄関と、その隣の玄関が１０メートルの

間隔に２軒ありましたら、住居表示は同じ

番号が二つというふうになっております。 

 番号が多くなるケースとしましては、街

区というのは大体道路で囲まれているん

ですけれども、まれに袋小路といいますか、

道路が入り込んでいる場合がございます。

こういった場合は、道路の入り口のところ

で付番しますので、袋小路のおうちにつき

ましては、複数番号が振られることがござ

います。 

 なお、軒数までは決めておりませんけれ

ども、大体６軒から７軒以上になれば枝番

を振っていくようにはしております。 

 続きまして、質問番号１１番の公用請求

でございます。 

 戸籍事務事業の無料との違いでござい

ますけれども、戸籍事務事業の無料交付に

つきましては、本人でありますとか親族の

方、それから第三者からの請求のみのカウ

ントでございまして、ここには公用請求は

入ってございません。公用請求は、後ろに

参考としまして、公用請求だけ別に掲げて

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２回目のご質問に

お答えいたします。 

 質問番号１２番、スポーツ教室振興事業

でございます。教室の延べ参加者の増員の

要因と今後の展開についてというお問い

でございました。 

 平成２９年度に延べ参加者が増員した

要因といたしましては、事務報告書の１２

０ページに記載させていただいておりま

す、教室名で申し上げますと、テニスダイ

キン教室、バスケットボール教室、チアダ

ンス教室、こういった教室を平成２９年度

に新しく開催をさせていただきましたの

で、それが増加の要因であろうかと思って

おります。 

 また、今後の展開ということでございま

すが、平成３０年度につきましては、こう

したスポーツの種目に関する教室につき

ましては、市と教室の運営を担当してもら

っています各種目の競技団体の連盟とＮ

ＰＯ法人とスポーツ教室運営委員会を組

織しておりまして、市が運営経費と会場費

用、会場確保を負担しまして、あとスポー

ツ教室運営委員会では事務局としてＮＰ

Ｏ法人に申し込みの受け付けなどを担当

していただくということにしております。 

 平成３０年度からは、サッカー教室も新

たに追加をして子どものときから競技ス

ポーツを体験して継続的にスポーツを行

ってもらえるような環境というのを提供

していきたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１３番、摂津ふれ

あいマラソンで今後の展開ということで

ございます。 
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 平成３０年度につきましては、平成２９

年度で取り組みました内容につきまして

は、そのまま継続してマラソンポータルサ

イトの活用でありますとか、大阪マラソン

ＥＸＰＯのブースでのＰＲでありますと

か、参加賞のＴシャツといったものを考え

ておりまして、そのほかは、地元の企業へ、

ランナーへの副賞でありますとか飲食物

等の提供といった協賛、応援というのを呼

びかけさせていただきまして、マラソンそ

のものを盛り上げていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号１４番、体育施設

管理事業の部分でスポーツ広場の平日の

稼働率を上げる考え方というところでご

ざいました。 

 土曜日、日曜日は、どの施設も利用が多

いと思うんですが、平日に利用してもらう

ということになりますと、どういった方が

対象になるかとか、団体であるとか、個人

の方であるとかということを考えまして、

対象者の方へのＰＲであるとか、また事業

を行っていくとかいうことを指定管理者

とともに検討していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課にかかわります２回目のご質問にお

答えさせていただきます。 

 質問番号１５番、中小企業育成事業の平

成３０年度予算に関して増額しているが、

どのように取り組んでいくつもりである

のかということについてのご質問でござ

いますが、中小企業者の経営改善活動を目

的としてコンサルタントを派遣する商工

業経営指導事業のコンサルタントを積極

的に活用し、国が中小企業向けに実施して

いますものづくり補助金などに市内中小

企業が採択されるように経営指導を行っ

てまいりたいと思っております。 

 老朽化した設備を更新するために、どの

ような経営方針で設備投資を行い、事業運

営を行っていくのか、また新たに事業が拡

大するに当たり設備投資するが、どのよう

な経営戦略や構想をもって事業運営を行

っていくのかなどを簡潔明瞭にまとめて、

国に提出できないと補助金採択には至ら

ないという現状と思われます。 

 採択されるほどの取り組みを行ってお

られる中小企業の事業者の方がおられて

も、適切に経営内容や方針を文章化してま

とめられないと採択されないというよう

な現状が考えられます。 

 このような企業に対して経営指導する

ことでものづくり補助金などが採択され

るように支援を実施することで、企業にと

っても、補助する市にとっても、経営指導

の方向性が明確となり、市の補助金を活用

しやすくなるのではないか、また、事業を

活用いただくことで企業との信頼関係を

構築していけるのではないかと考えてお

ります。このような方向性をもって事業を

行ってまいります。 

 また、大阪勧業展などの出展料補助に関

しましては、平成３０年度、実際７社程度

の予定でございまして、予算の見込み額の

半分程度という現状がございます。また、

摂津ブランド認定企業に関しましても、当

初予算の見込みを大きく下回っておると

いうことがございますので、認定企業の業

態によって出店する手法というのがなか

なかマッチングしていないため、利用しに

くくなっている部分があるようでござい

ます。 

 認定企業に関しましては、より積極的な
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ＰＲ活動ができるように広報費等の補助

も検討していけたらと考えております。 

 続きまして、質問番号１６番、企業立地

等促進事業の対象の要件が緩和されてい

るのに平成３０年度予算が減額されてい

るのはなぜかと、また、平成２９年度の状

況を振り返って、今後どのように取り組ま

れるのかということについてのご質問に

ついてお答えさせていただきます。 

 平成２８年度の決算の執行率が７６．

１％というような状況でございましたの

で、その状況を加味し、また大手事業者の

設備投資額を十分に把握、精査して計上さ

せていただいたため、平成３０年度予算に

関しては、減額となっておる状況でござい

ます。 

 また、緩和した条件での申請がなかった

こともあり、今後、広報活動に力を入れ、

市のホームページ等で産業振興課の取り

組みとしての企業立地等促進制度の紹介

も行っておりますし、また毎年更新してお

ります摂津市の事業者制度一覧を紹介し

た冊子の便利帳でも啓発を、一番最初のほ

うに持ってきております。 

 また、さらに広報誌での事業紹介等の掲

載も検討し、今後継続して制度の啓発に努

めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の質問番号１７番のスクラッチ

カード発行事業、平成３０年度予算が６２

８万４，０００円と多くなっているが、ど

のような効果があるのかと、どのように検

証しているのかというご質問に関してで

ございますけれども、平成２９年度事業実

施後、参加店にアンケートを行っておりま

して、お客様とのコミュニケーションの強

化につながった、お店の宣伝になったなど、

９割の店舗が効果があったとのお答えを

いただいております。 

 また、平成３０年度に関しましては、平

成２９年度スクラッチカードが削りにく

いというようなご意見等もございました

ので、削りやすい仕様のスクラッチカード

に改善を行ったり、また特別仕様としてク

オカードなどではなく、直接事業所に支援

できます３，０００円分のセッピィスクラ

ッチ商品券として商店街などの参加店に

利用できる方法に変更し、支援の仕組み等

もかえております。 

 さらに、商工会がスクラッチカード発行

事業用のホームページを立ち上げて啓発

事業にも力を入れておる状況でございま

す。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１８番、狂

犬病予防注射に関するご質問にお答えい

たします。 

 予防注射の接種率向上に向けた工夫で

ございますが、先ほどの答弁でも申し上げ

ました平成２９年度から集合注射の会場

を１か所ふやしたことも工夫の一つにな

ろうかと思います。 

 全国の接種率を見ましても、平成６年の

９９．２％から平成２８年には７１．４％

まで低下しており、その原因として国内で

は６０年以上狂犬病の発症例がないため

意識が低下していることに加え、小型犬を

室内で飼う人がふえ、予防接種の必要性を

認識していない人が増加していることが

挙げられております。 

 狂犬病は、人間が感染し発症すれば致死

率がほぼ１００％という非常に危険なも

のです。 

 今後は、集合注射の案内に狂犬病の危険

性に関する文書を添付するなど、狂犬病の

危険性を多くの市民に認識してもらえる

よう周知を図り、接種率の向上につなげて
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まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 質問番号２０番、リ

サイクルプラザの修繕料についてでござ

います。 

 平成３０年度のリサイクルプラザの修

繕料でございますが、現在のところ太陽光

発電システムの修理及び平成１３年３月

から稼働しており老朽化が進み平成２９

年度にも点検修理を行いましたペットボ

トル減容梱包機が再度故障したため、修理

を行ったことにより現在のところ、当初予

算の執行率が１００％となっている状況

でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、光好委員

の２回目のご質問にご答弁させていただ

きます。 

 まず、質問番号２１番、事務報告書１７

２ページ、生活保護実施状況から本市の今

後の生活保護の見通しについてのお問い

かと存じます。 

 まず、本市の平成２９年度の生活保護の

実施状況についてでございますが、平均被

保護世帯数が１，１６５世帯であり、平成

２８年度の平均被保護世帯数１，１３９世

帯と比較いたしまして約２．３％、平均被

保護人員数が１，５８９人であり、平成２

８年度の平均被保護人員数１，５５９人と

比較いたしまして約１．９％それぞれ増加

しているところでございます。 

 今後の生活保護の見通しについてでご

ざいますが、特に高齢者の平均被保護世帯

数が６３４世帯で、生活保護受給世帯全体

の約５４．７％を占めております。また、

高齢者の単身世帯につきましては、平成２

８年度は５４７世帯でしたが、平成２９年

度は５７４世帯ということで、対前年度比

約４．９％の増加となっております。 

 そういったことから、高齢化の進む日本

の人口構造から勘案いたしまして、高齢者

の生活保護受給世帯の増加は、今後も続く

ものであると予測されます。それに伴いま

して、全体の受給率も上昇するものである

と見込んでいるところでございます。 

 続きまして、質問番号２２番、レセプト

点検事業によりまして、生活保護受給者の

方に対しどのような指導を行っているか

というご質問かと存じます。 

 レセプト点検により抽出されました他

法、他施策の活用が可能と思われる被保護

者の方につきましては、担当のケースワー

カーのほうから実際にその他法、他施策が

活用可能なのかどうかの確認を関係機関

に行い、また受給者の方に対しまして、申

請手続についての支援を行っているとこ

ろでございます。 

 あわせまして、頻回受診ですとか、向精

神薬の重複処方などの可能性がある方に

つきましては、その必要性ですとか事情の

確認のほうをきちんと行った上で適正な

医療扶助給付となるような指導を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわります２回目のご質問にお答

えいたします。 

 まず、ＣＳＷの今後の展開でございます

が、ＣＳＷの活動につきましては、制度の

はざまにある問題を拾うということ、また

適切な機関にサービスの受給につながる

ように取り組むということがございまし

て、こういった活動は地域包括ケアシステ
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ムの構築においては、非常に重要なもので

あると考えております。 

 そのようなことから、今年度以降は地域

に身近な組織であります社会福祉協議会

に業務を移管させていただきまして、また

業務を移管するに当たり、従来非常勤職員

２名体制であったものを正規職員１名を

加えて体制強化を図っております。社会福

祉協議会のネットワークを生かしながら、

今後もきめ細かなサービスの展開を図っ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号２４番、決算概要

９４ページです。健康せっつ２１推進事業

に関して計画の見直しのポイントについ

てのご質問かと思います。 

 まちごと元気！健康せっつ２１は、平成

２５年度に策定され、平成３５年度までを

計画期間としておりまして、今年度がちょ

うど計画の見直しの時期となっておりま

す。 

 計画の見直しのポイントとしましては、

あくまで中間見直しでございますので、計

画の進捗状況を示す各数値目標などの調

査、また、目標の更新作業等が中心になり

ますが、計画策定５年目を経過しておりま

して、計画策定当時はなかった健都に関す

る取り組みや、健康づくり推進条例、ある

いは路上喫煙禁止地区など、新たな施策に

ついても計画に盛り込んでまいりたいと

考えております。 

 また、市町村において平成３０年度中に

策定が義務化されております自殺対策計

画につきましても、本計画において包括的

に策定していくこととしております。 

 続きまして、質問番号２５、決算概要９

４ページ、ピロリ菌の検査についてでござ

いますが、この検査につきましては、平成

２９年度から開始ということもありまし

て、受診者数が果たして多かったのか、少

なかったのかということも含めまして、さ

らに市民ニーズの把握等に今後努めてい

く必要があると考えております。 

 今回、平成２９年度の結果でも、大体３

割の方が要精密検査の判定を受けており

まして、高い事業効果が示されているとい

うことから、今後は、ほかのがん検診、あ

るいは特定健診などとあわせてＰＲ強化

に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号２６、決算概要９

６ページです。まちごとフィットネスヘル

シータウン事業についてでございます。 

 今後の取り組みとしましては、平成３０

年度につきましては、平成２９年度と同様

にウオーキングイベントの開催を行うほ

か、当初から最終の目標としておりました

市内１０コース目のウオーキングコース

の整備をする予定になっております。 

 健康器具につきましては、平成３０年度

に１００基設置するということを目標に

掲げておりましたが、現在公園等に１０８

基設置しておりまして、一定達成している

状況でございます。 

 今後につきましては、これまで整備して

きましたウオーキングコースや健康器具

の活用に主眼を置きまして、改めてパンフ

レットの更新を行うなど、市民への周知に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 高齢介護課にかか

わります２回目のご質問に答弁させてい

ただきます。 

 問２７、せっつ高齢者かがやきプラン推

進事業について、第７期計画の今後の方向

性、新規事業、重点施策はというお問いで

ございますが、第７期の計画は、第６期の
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計画を引き継ぎ、２０２５年を見据えて全

ての高齢者が住みなれたまちで自分らし

くすこやかに暮らせるように高齢者を支

える地域包括ケアシステムを推進してま

いります。 

 重点施策としましては、介護予防と健康

づくり、認知症施策の充実、在宅生活・日

常生活の支援、地域包括支援センターの機

能強化を掲げております。 

 今年度は、新たに認知症初期集中支援チ

ームの設置や認知症ガイドブックの全戸

配布、高齢者を支援するまちづくりを考え

る協議体の設置などに取り組んでまいり

ます。 

 また、第７期の計画では特に自立支援、

介護予防・重度化防止など、後期高齢者が

地域で元気に暮らせるような施策を進め

ていくことが必要であると考えておりま

す。 

体操やリハビリの推進、社会参加の支援、

健診受診による生活習慣病予防などにつ

いて、保健福祉部をはじめ、関係各課や関

係機関などと連携を図り、重点的に取り組

んでまいります。 

 続きまして、２８番目のご質問、ひとり

暮らし高齢者等安全対策事業についてで

ございます。 

 １点目、ライフサポーター業務のために

導入したシステムの活用と効果について

でございます。 

 紙媒体で行っていたライフサポーター

の訪問記録、例えば本人のかかりつけ医や

地区担当の民生委員などのデータをシス

テム管理するため、平成２８年度に高齢者

実態把握支援システムを構築いたしまし

た。 

 システムの導入により、ひとり暮らし高

齢者の登録や７５歳以上の高齢者につい

ての情報が一元化され、住所による検索・

分析もできるようになり、また半年に１回

程度、２か月に１回程度などといった必要

な見守り頻度の検索、分析もできるように

なるなど、効果的なケースワークにつなが

っております。 

 ２点目のひとり暮らし高齢者等の安全

対策についての今後の考え方についてで

ございます。 

 ひとり暮らし高齢者は、増加傾向にあり、

見守りにかかる事業は今後ますます重要

となってまいります。現在は、ライフサポ

ーター業務、独居老人愛の一声訪問事業の

ほか、緊急通報装置の貸与も行っておりま

す。 

 また、ひとり暮らし登録をされた方を対

象に民生委員による見守り支援や老人ク

ラブの会員に対する友愛訪問を行ってお

ります。 

 ひとり暮らし高齢者等安全対策につき

ましては、効果の検証により今後さらに市

民ニーズが高く、効果の高い制度となるよ

う事業の再構築について検討してまいり

たいと考えております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号２９番、重

度障害者医療費助成制度への制度改正に

際しての市民への周知をどのように行っ

たのか、また制度改正に当たって窓口など

で混乱はなかったのかどうかというお問

いについてでありますが、市民への周知と

いたしましては、それまでの障害者医療費

助成対象者及び老人医療費助成対象者に

それぞれ２回、個別郵送にて制度改正の周

知を行っております。 

 また、平成２９年１２月号と平成３０年

３月号の広報誌に制度改正の記事を掲載

することにより、幅広く周知に努めたとこ
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ろであります。 

 窓口での混乱がなかったのかどうかと

いうことでありますけれども、移行の時期、

３月、４月におきましては、窓口や電話で

制度がどのようにかわっていくのかとい

うお問い合わせがかなり多くございまし

た。日によっては、少し窓口で待ってもら

うといったような状況が発生したことも

ありましたけれども、その後、問い合わせ

につきましては、一定落ちつき、それ以降

につきましては、スムーズに移行ができて

いるものと捉えております。 

○森西正委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、ただいま各質問

の中で、今後の取り組みについてというこ

とでご質問がございました。 

 それぞれの担当課長が答弁いたしまし

たが、総括的に私のほうから答弁させてい

ただきたいと思います。 

 去る１０月４日に平成３１年度当初予

算の予算説明会がございました。これから

平成３１年度予算編成作業に入っていく

わけですが、また本日から各委員会で第３

回定例会本会議で付託されました平成２

９年度一般会計を初め、各特別会計の決算

のご審査をお願いしているところでござ

います。 

 思いますには、予算は計画でございます。

また決算は実績でもあります。ある意味決

算は、成績表かもしれません。これらは決

して別々のものではなく、決算の結果を受

けて、果たして効率的、あるいは効果的に

事務事業が進捗したのかどうか、そこに非

効率がなかったのかどうか点検し、次の予

算につなげていくことが最も大切という

ふうに考えております。もちろん、平成３

０年度で取り組むものがあれば、早急に取

り組む必要がございます。 

 また、各委員の皆様方のご指摘を受けま

して、これからの予算編成作業において制

度、仕組みをかえる必要があるのかどうか、

もっと市民の皆さんに啓発強化をして浸

透を図っていくことが必要ではないのか、

あるいはスクラップアンドビルド、もっと

創意工夫がないか、しっかりと取り組んで

いかなければならないというふうに考え

ております。 

 もちろん、財源的なことも考え合わせ、

費用対効果の視点も忘れず、予算編成作業

の中でしっかり検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございまし

た。副市長からも総括的にお答えいただき

まして、理解いたしました。 

 個別に３回目に移らせてもらいたいと

思います。 

 まず、問１、決算書３１ページのコミュ

ニティプラザについて、コンベンションホ

ールの土日祝の使用状況について、ご説明

いただきまして理解いたしました。 

 依然として、特に休日に希望どおりの日

程では予約しづらい状況となっていると

考えています。限られたスペースの利用で

すので、難しいと思いますけど、例えば、

案として抽せんに外れた方を優先的に予

約できるようにするとか、あるいは予約方

法についても、現在窓口だけになっていま

すけれども、インターネットでできるよう

にするとか、市民の方々が気がねなく使え

るように工夫や対策についても検討いた

だければと考えています。要望とさせてい

ただきます。 

 二つ目の決算書３１ページ、コミュニテ

ィセンターについて、稼働率アップに関す

る考え方について理解いたしました。 
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 コミュニティセンターは、最初のご答弁

で稼働率が１６．８％ということで、全体

的に低い状況でございます。さらに市民の

方々に利用していただけるような、これも

さらなる工夫が必要ではないかと考えて

おります。 

 先ほど触れましたコミュニティセンタ

ーの３階ホールにつきましては、先ほど言

いましたコミュニティプラザのコンベン

ションホールが使用率が高いので、希望も

あると思いますけれども、そういった使用

のバランスをとりながら有効に活用して

いくということを市民の方に促すとか、ぜ

ひ全体的に向上できるように工夫してい

ただければと考えております。要望としま

す。 

 三つ目の決算書４５ページ、権限移譲交

付金についてでございます。ＮＰＯ法人へ

の支援策に関してご答弁いただきました

けれども、おおむね理解いたしました。地

域において、やはり市民活動が活発になる

ことによって地域のさまざまな課題の解

決、あるいは人々のつながりが形成される。

また、子育て環境をつくり出すこととか、

あるいは高齢者の生きがいにもつながる

と考えます。加えて、市民の地域貢献の意

識の醸成にもつながると思いますので、ぜ

ひＮＰＯ法人とのさらなる連携を図ると

いうことと市民との協働のまちづくりを

推進していただければと考えております。

これも要望とさせていただきます。 

 四つ目の決算概要４８ページ、中国蚌埠

市友好交流事業につきましてご答弁いた

だきましたけれども、友好都市締結が昭和

５９年だったと思います。３５年経過しよ

うとしていると思いますので、なかなか進

捗が難しいかと思いますけれども、具体的

にどうやって進めていったらいいのかと

いうことをぜひこだわって交流を進めて

いただければと考えております。これも要

望とさせていただきます。 

 五つ目の決算概要５２ページ、防犯カメ

ラ設置事業について、画像提供の実績をお

答えいただきました。また犯罪件数が減少

しているとのことですね。一定の効果があ

らわれているのではないかと感じました。

先日、富田林署から逃走した樋田容疑者の

話は今記憶に新しいかと思います。これは

防犯カメラの画像がもとになったわけで

はないと思いますけれども、いろいろな場

面で、防犯カメラの画像がそういった犯罪

解決の糸口になるケースがございますの

で、ご答弁にもありましたけど、防犯カメ

ラの設置を１００台目標ということで、さ

らなる犯罪抑止を進める意味でも増設を

考えたほうがいいんじゃないかなという

ふうに思ってます。その辺のお考えをもう

一度お聞かせいただきたいなと思います。 

 ７番目の決算概要６２ページ、住基事務

事業について、これにつきましては、考え

方、状況等々をお聞かせいただきましたけ

れども、マイナンバーカードが普及してな

い理由の一つとして、やはり市民にとって

どんなメリットがあるのかというところ

が一応重要ではないかと、前からも言って

ますけど思います。メリットとしては、先

ほど話もありましたけど全国のコンビニ

で住民票などの交付を受けれるとかある

かと思うんですけれども、お隣の茨木市で

は市役所の交付を受けるよりもコンビニ

で受けたほうが安いというふうに価格が

設定されていたかと私の調べではそうな

っていたと思います。そういったことも含

めて、何かもしそういった価格を安くする

ということだけではないと思いますけれ

ども、普及率向上に向けて何か考えられて
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ましたらお答えいただきたいのと、本市と

して改めてマイナンバーカードの考え方

についてお伺いしたいと思います。 

 あと、取り次ぎ所についてです。これは

単純に１枚当たりをもう一回計算しまし

たら１万６，６００円程度かかることにも

なってまして、これは２年程度で終わると

いうことですね。それはわかりました。今

後の取り組みということでいくと２年で

終わって、そこから後はどうされようとし

ているのか、参考に聞かせてもらいたいと

思います。よろしくお願いします。 

 問８、決算概要６２ページ、戸籍事務事

業について、無料にする根拠とその確認の

仕方についてお聞きしました。無料になる

場合はしっかりと根拠を押さえていただ

きまして、しっかりと確認していただいて

から交付いただきますようにお願いいた

します。これは要望としておきます。 

 住居表示についてです。問９、決算概要

６２ページ、住居表示事務事業について、

基準などについてお聞かせいただきまし

たけれども、先ほど１０メートル、２０メ

ートルの間で何軒か入ってたら同じと言

ってますけど、うちの近くでは２０メート

ルぐらい離れてるのに同じ番号というの

もあったんですけど、本当にそれは間違い

じゃないのかなと思いますけど。いま一度、

住居表示の基準、たしかどこかの全国の地

図で見てもすごく広大な面積で全部同じ

というのも過去のニュースでやってまし

たし、多分定尺というかメーターだけじゃ

ないと思います。答えられる範囲でもう一

回聞かせてください。 

 それと問１１番、事務報告書の１１３ペ

ージのやつですね。交付請求の状況、取り

扱い状況について、無料交付の違いなどに

ついてお聞かせいただいたと思います。無

料での対応件数が多くございますので、こ

れも今後も適切に取り組んでいただけれ

ばと考えます。これは要望としておきます。 

 問１２番、決算概要７０ページのスポー

ツ教室振興事業に関してです。状況は理解

いたしました。スポーツ活動の振興を図る

ことは、健康づくりとかあと仲間づくりも

図れると思いますので、気軽にスポーツが

楽しめる機会等々の場の提供についても

引き続き努めていただきたいと思います。

要望とさせていただきます。 

 問１３です。決算概要７０ページ、摂津

ふれあいマラソン大会事業について、取り

組みの方向性について理解いたしました。

ことしも来年の２月にあるかと思います。

私も走らせていただこうとは思いますけ

れども、ご答弁にもありましたように、地

元企業の方とかをうまく巻き込んでさら

なる活性化を図っていただくことと、親子

での参加率がふえているということです

けれども、本当に気軽に参加できるような

大会にぜひしていただきたいなと思って

おります。これも要望とさせていただきま

す。 

 続きまして、決算概要７０ページ、体育

施設管理事業について、これも方向性につ

いて理解いたしました。スポーツ広場は本

市でも数少ない大きなグラウンドでござ

います。私の息子も摂津ひかり幼稚園に行

ってましたけど、その運動会をスポーツ広

場で行っているということで父兄にも非

常に好評でもありますので、ふだんはグラ

ウンドゴルフ等々が平日に行われている

と思いますけれども、各種団体とかあるい

は企業等々にも広く周知することで有効

に活用するというのも一つの手かと思い

ますので、ぜひご検討いただきますように、

これも要望としておきます。 
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 問１５の決算概要の１０８ページ、中小

企業育成事業につきまして、これはご丁寧

にご答弁いただきました。ありがとうござ

います。今後の取り組みの方向性に関して

も理解しました。ご答弁にもありましたよ

うに、中小企業がより当該制度を有効に活

用できるようにということも含めて、経営

指導を強化するとおっしゃってましたけ

れども、そういった実情に合わせたアジャ

ストした対応がやっぱり必要かと私は考

えています。そうすることで、特に中小企

業ですね、一般質問のときにも触れさせて

もらいましたけれども、信頼関係が構築さ

れるとか、やはり共同して取り組むという

意識も生まれると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。また、大阪勧業

展についても触れておられましたけれど

も、これは本当に摂津市の魅力発信の大き

なチャンスだと思いますので、認定企業の

実態に、これも合わせたＰＲの仕方等々を

具現化していただきますように、これも要

望とさせていただきます。 

 １６番目、決算概要１０８ページの企業

立地等促進事業について、予算が減額され

る理由と取り組みの方向性についてお伺

いしました。実際に予算の適正化という考

え方が必要だと思いますけれども、ちょっ

と言い方が悪いですけど、執行率が低いか

ら予算を下げるということではなくて、ど

のようにすれば執行率が上がるかという

観点を持ってやるというのが重要かなと

私は考えています。また、どのように企業

にアプローチすれば当該事業が有効に活

性化されるのか。今後調査検討する必要が

ある、重要ではないかなと考えていますの

で、さらなる要件緩和等々も含めて検討い

ただきますように、これも要望とさせてい

ただきます。 

 続きまして、問１７の決算概要の１１０

ページ、スクラッチカード発行事業につい

て、効果の認識と取り組みの方向性は理解

しました。お店の宣伝になった等々、好評

だったかと思います。ここでお聞きしたい

のは、この当該事業は２年たってるかと思

いますけれども、相当お時間もとられてい

ると思うんですね。引き続きやっていくと

いうことでいいとは思うんですけれども、

すぐに決められないことだと思いますが、

これはずっと行政主体でやっていこうと

されているのか、あるいは移管して外でや

るということも一つ考えられるのかなと

いうふうにお聞きして思いましたので、そ

こら辺の考え方がもしあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

 １８番目、決算書３４ページ、狂犬病予

防注射についてですけれども、接種率向上

の取り組み、工夫されていることをお聞か

せいただきました。実際は本市の取り組み

だけではどうにもならないところもあろ

うかと思います。予防注射の重要性を飼い

主の方々に再認識いただくということも

おっしゃってましたけれども、動物病院と

か獣医師等々とも連携しながら、さらに周

知を図ること、あるいは向上に努めていた

だきますように、接種率の向上ですね、こ

れもよろしくお願いしたいと思います。要

望とさせていただきます。 

 問２０です。決算概要１００ページのリ

サイクルプラザ整備事業の修繕料につい

て、平成３０年度の状況についてお聞かせ

いただきました。既に予算の執行率が１０

０％に達してるということで、いろいろな

トラブルがあるんだと思うんですけれど

も、これだけトラブルが多いのはちょっと

異常じゃないかなと思いますし、原因特定

も図る必要があるのではないかと思いま



－39－ 

す。先ほどペットボトル減容梱包機とおっ

しゃっていたと思うんですけど、これはか

なり老朽化が進んでいるんじゃないかと

いうふうに認識しますし、これは対策を打

つのもそうですけど、根本的に何かをやっ

ぱり講じるということも含めてね。例えば

設備を更新するということも視野に入れ

ながら、費用対効果を検討しながら考えて

いくタームに来ているのではないかなと

いうふうに思います。 

また、ほかの設備につきましても、重要

設備に関しては計画的に修繕するほうが

リーズナブルとなって、あるいは修繕費の

管理とか修繕費の適正化が図れるという

ことがございまして、私も企業に勤めてい

るときはずっと私がやっていたんですけ

れども、やっぱり民間企業は計画主導型設

備管理というのが、本も出ているぐらいで

主流になっておりますので、その設備の重

要度とかも含めて、あるいはまた更新する

ということも視野に入れながら設備管理

のあり方ということもぜひ検討いただき

ますように、これも要望とさせていただき

たいと思います。 

 ２１番目の決算概要７４ページ、生活困

窮者自立支援事業について、これは今後の

見通しについて理解いたしました。これは

全国的に生活保護受給者というのは増加

が続いておりますのでなかなか難しいと

思いますけど、昨年も申し上げましたけど

生活保護になる前の自立支援策の強化と

いうのが非常に重要だと思いますし、生活

保護から脱却した人が再び生活保護に戻

ることのないように引き続き支援いただ

きましたらと思います。これも要望とさせ

ていただきます。 

 ２２番目の決算概要９０ページ、レセプ

ト点検事業について、内容についてお聞か

せいただきました。これはレセプトでいえ

ば電子化が進展しておりますので、データ

分析も容易になってきているのではない

かというふうに思いますので、先ほどご答

弁がありましたけど、重複受診等々ないよ

うに、効率的に引き続きご対応いただけれ

ばと思います。これも要望とさせてもらい

ます。 

 問２３、決算概要７２ページ、コミュニ

ティソーシャルワーク事業につきまして、

これも今後の方向性についてご答弁いた

だきました。社会福祉協議会へ事業移管さ

れるということで、制度のすき間にある課

題、先ほどおっしゃってましたけどそうい

ったことに対してどうアプローチするか、

あるいは、既存のサービスの枠内では対応

が難しいニーズに対して柔軟に対応でき

るサービス、あるいは支援方法を生み出す

視点が重要になるのではないかと考えま

す。また、地域に対して顔の見える関係性

ということを築くことが職務を遂行する

上でも重要だと考えますので、ときにはワ

ーカーがつなぎ役となってネットワーク

を広げることも大切かと考えますので、引

き続きこれも尽力いただきますように要

望とさせていただきます。 

 ２４番目、決算概要９４ページ、健康せ

っつ２１推進事業について、これは中間見

直しということでポイントをご説明いた

だきました。これについては市民のさらな

る健康づくりに向けて、引き続き精力的に

取り組んでいただければと考えます。これ

も要望としておきます。 

 ２５番目、決算概要９４ページ、がん検

診事業につきまして、今年度初めての取り

組みということで、今後の方向性について

も理解いたしました。先ほどお話もありま

したけど、ピロリ菌感染と胃がんの関連性
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というのは、肺がんにおける喫煙とかＢ型

肝炎ウイルスとの関連と同様に、確実に発

がん因子になると認定されておりますの

で、さらなる市民の受診者増加に向けて取

り組んでいただければと考えております。

これも要望とさせてもらいます。 

 ２６番目の９６ページ、まちごとフィッ

トネスヘルシータウン事業について、取り

組みの方向性に関して理解いたしました。

これは最後に副市長にお伺いしておきた

いんですけれども、本市はまちごとフィッ

トネスヘルシータウンということをうた

っております。市民の健康づくりあるいは

健康寿命延伸という観点から、健康器具を

先ほどさらに活用をするとおっしゃって

ましたけれども、それに加えてやっぱり公

園、所管が違うかもしれませんけれども、

公園等々に新たな設置もいま一度考える

必要があるんじゃないかというふうに考

えておりますので、健康という目的に向か

ってということも含めてになるかと思い

ますけれども、どのようにお考えか。特に、

健康器具の設置についてできればお答え

いただきたいと考えます。 

 ２７番目、決算概要７４ページ、せっつ

高齢者かがやきプラン推進事業につきま

して、第７期へ重点的に反映された内容に

関してお聞かせいただきました。これから

超高齢社会を迎える中で団塊の世代の

方々が７５歳になる２０２５年、これを見

据えて、先ほどもありましたけれども、こ

れからも誰もが住みなれた地域で安心し

て生活ができるということで市民と行政

が協働していかなければならないと思い

ます。「いつまでも元気に暮らせるつなが

りのまち・せっつ」ということも掲げてお

りますので、ぜひ目指していただきまして

積極的に取り組んでいただければと考え

ております。これも要望とさせてもらいま

す。 

 ２８番目、決算概要７６ページ、ひとり

暮らし高齢者等安全対策事業について、シ

ステム導入による効果と独居老人の安否

確認についてお伺いしたと思います。７５

歳以上の高齢者の方々への訪問というの

は平成３０年度で一巡されると伺ってお

りますので、その中で把握できた状況を十

分に踏まえまして、先ほどから出てます今

後の地域包括ケアシステム等々に結びつ

けていただければと考えます。今後の独居

老人の安否確認につきましては、前も触れ

ましたけど近年ＩｏＴの技術が発達して

おりまして、新聞とかによく載ってますけ

ど、工事なしにリーズナブルに一般的な住

宅に設置できる安否システム等々も出て

きてますので、今後やっぱり人に頼るので

はなくて、そういった人工知能とかＩｏＴ

を活用したことも視野に入れた対策を検

討いただければと考えております。 

 最後の２９番目、決算概要７８ページ、

障害者医療費助成事業について、制度改正

時の混乱がなかったというふうにお聞き

をしましたので安心しました。これからも

制度改正というのはあろうかと思います

ので、今回のように事前周知あるいは市民

に対して丁寧にご対応いただければとい

うふうに考えていますので、これも要望と

させていただきます。 

○森西正委員長 そうしたら答弁をお願

いします。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わります決算概要５０ページ、防犯カメラ

設置事業について、今後の増設についての

考え方についてのご質問にご答弁させて

いただきます。 
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 防犯カメラにつきましては、平成２５年

度から設置を開始いたしまして、平成２９

年度に計画しておりました１００台の設

置を完了したところでございます。設置の

計画につきましては、庁内関係各課及び摂

津警察署と協議を行い、市内に設置されて

おります大阪府、民間事業所が設置されて

いる防犯カメラの設置状況等も考慮し、立

案されたものでございます。防犯カメラの

耐用年数は五、六年とされており、更新の

時期を迎えますことと、近年犯罪捜査にお

ける防犯カメラのデータの活用が進んで

いることもあり、より効果的・効率的な設

置場所への移設や増設について検討を行

ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 質問番号７番のマイナ

ンバーカードのメリットというお話で、近

隣の茨木市ではコンビニ交付の手数料が

安いというお話もございました。近隣の市

でコンビニ交付の手数料が安いケースと

しましては、コンビニ交付は実はマイナン

バーカード以前の住基カードの時代から

コンビニ交付の制度がございました。当初

住基カードでスタートしたときは、住基カ

ードの普及率が全国的に低いということ

で、普及促進のために手数料を下げている

市町村が多かったというふうに認識して

おります。マイナンバーカードになりまし

てからは多くの自治体でコンビニ交付が

導入されまして、下げている市町村もござ

いますけれども、窓口と同じ金額を設定し

ている市町村もございます。本市におきま

しては、マイナンバーカードの交付率が大

阪府下で２番目の高さでございます。全国

的には低調でございますけれども、本市は

比較的健闘はしているほうであります。通

常の窓口と同じ手数料でもマイナンバー

カードの交付率としましては２位を維持

しておりますので、さほどコンビニ交付の

手数料の安さがマイナンバーカードの普

及率に影響するというふうには考えてい

ないのが現状でございます。 

 普及率の向上の取り組みということで

ございますけれども、本市におきましては、

他市より比較的早い段階の平成２８年１

０月から市役所の窓口でもマイナンバー

カードの申請を受け付けまして、あわせて

申請用の顔写真も撮影するというサービ

スを行っております。これによりまして、

説明を聞いてからカードをつくりたい、で

ありますとか、カードをつくりたいけれど

も写真を用意するのが面倒だ、とかいう市

民のお声にお応えすることができまして、

一定普及率の向上に効果があるものとい

うふうに考えております。また、市民課窓

口で転入手続、転居手続に来られた方に対

しましてもカードの作成のお声かけをさ

せていただいたり、証明書の交付窓口にお

きましてもマイナンバーカードやコンビ

ニ交付に関するチラシを配布したりもし

ておりまして、こういったことが大阪府下

で普及率２番目ということにつながって

いるのかなというふうにも思っておりま

す。 

 次に、先ほどの取り次ぎサービスが２年

間で終了するということでございました

けれども、これは今のところ予定でござい

まして、今後方針が固まり次第、議会のほ

うにもご説明をさせていただきたいとい

うふうに思っております。我々としまして

は、今後はコンビニ交付サービスのほうに

重点を置いていきたいと思っております

が、何らかの方策があれば検討してまいり
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たいというふうに思っております。 

 続きまして、質問番号９番の住居表示で

ございますけれども、住居表示につきまし

ては昭和の時代に実施されまして、街区付

番しまして長い年月がたっております。当

時は道路に囲まれた一つの街区だったけ

れども、開発で半分に分かれたりだとか、

一つの街区の中に道が入ってくるとかい

うふうなことで、基準としましては道路に

囲まれたところに１０メートルごとにポ

イントを打って、住居表示番号を振ってい

くというのが基本なんですけれども、その

後の開発等々で入り組んでいるといいま

すか、形が崩れるということになっており

ますので、原則どおりにはいかずに特例的

なケースで付番をしているところもござ

います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります３回目のご質問について

答えさせていただきたいと思います。 

 セッピィスクラッチの発行事業に関し

て業務量が多くなっているので移管する

ということを考えているかどうかという

ことでございますが、スクラッチカード発

行事業に関しましては商工会とも連携し

ながら行っている事業でございます。市の

職員のほうは、中小企業の業者の方々の現

状を知る機会等にもなっている状況でご

ざいますので、業務の効率化などはもちろ

ん含めながらですけれども、工夫しながら

産業振興課で今までと同様行ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、まちごとフィッ

トネスヘルシータウン事業に関しまして、

公園の健康遊具の設置についてご答弁申

し上げたいと思います。 

 もちろん公園ですので、公園を管理する

水みどり課それから保健福祉課等複数課

にまたがる項目でございます。国土交通省

の調査を見ておりますと、公園内で遊具の

最も多いものは、公園の三種の神器と言わ

れますようにブランコ、それからすべり台、

それから砂場等がございます。最近、設置

数の伸びで特に大きいものにつきまして

は健康遊具が挙げられております。少子高

齢化で特に外で遊ぶ機会も少ない子ども

たち、子どもの公園利用が減少しておりま

す。一方、高齢者の方の増加が顕著となっ

ております。各自治体も高齢社会への対応

のため、身近な公園で日ごろの運動不足を

解消し、病気の予防など、また生活習慣病

から体を守り、健康づくり、老化防止に役

立ててもらおうと全国の自治体で健康遊

具の設置に力を入れております。 

 本市におきましても、まちごと元気推進

プランにおきまして、平成３０年度までに

１００基設置目標を掲げ、先ほど保健福祉

課長のほうから答弁がございましたよう

に、現在１０８基となっております。しか

しながら、公園などにもっと健康遊具を設

置してほしいという市民の声も多数聞い

ております。ご指摘のように、まち全体で

オール摂津で健康寿命の延伸に取り組む

ことが非常に重要であるというふうに考

えております。市民の活動の場、憩いの場、

にぎわいの場である公園利用は最も有効

ではないかというふうに思っております。

しかしながら、公園は幼児から高齢者まで

全世代が利用される施設でございます。健

康遊具は主として大人が利用することを

目的とした遊具でございます。一方、子ど

もから見れば遊具と区別はつきにくい健
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康遊具もあり、子どもが遊びに用いた場合、

機種によりましては落下、衝突、それから

挟み込み等の事故も国土交通省に報告が

されております。これらを踏まえまして、

遊具選びにも慎重を期さなければならな

いというふうに思っております。市民の需

用それから費用対効果、設置場所の問題、

庁内等で連携をとりながら、しっかりと対

応をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 それでは、これで最後にしたいと思いま

す。全て要望とさせてもらいます。 

 問５の決算概要５２ページ、防犯カメラ

設置事業につきまして、防犯カメラ設置の

考えについて前向きにご検討いただける

というご答弁なんだと思います。ありがと

うございます。今後も先ほどお話がありま

したような効果をしっかりと検証すると

いうことと、過去の市内における犯罪状況

等々を鑑みながら、適切な箇所に防犯カメ

ラを増設するということをやっていただ

きたいなと。それで、さらなる安全・安心

なまちづくりの実現に向けて取り組んで

いただければと考えています。要望とさせ

てもらいます。 

 問７、決算概要６２ページ、住基事務事

業と６４ページの個人番号カードの交付

につきまして、お話をお聞きしました。お

おむね理解しました。法務省では戸籍事務

へのマイナンバー制度の導入に関して、戸

籍法などの見直しが必要な部分について、

現時点での検討結果として、本年４月に戸

籍法の改正に関する中間試案というのが

取りまとめられております。これは何かと

いうと、情報提供システムネットワークを

用いて戸籍情報を提供する、いわゆる情報

連携とかネットワーク連携を図るものと

認識してます。そういったことから戸籍事

務へのマイナンバー制度導入によって市

民の利便性が向上するということ。あるい

は、戸籍事務の効率化が図れるものではな

いかと考えてます。マイナンバーカードで

すね、先ほどのコミュニティプラザの話で、

所管は違いますけど話をしましたけど、こ

れもマイナンバーカードを使って予約す

るということをするとインターネットで

もできるんじゃないかというふうにも思

いましたし、ぜひ前向きにいろいろ考えて

いただきたいなと思います。 

 あと、取り次ぎサービスについてもお答

えいただきましたけれども、やはり市民に

喜ばれる市民サービスということを主眼

において取り組まれますように、要望とさ

せていただきます。 

 それと、問９の決算概要６２ページ、住

居表示事務事業につきましてご答弁いた

だきました。昔からの経緯もあるというこ

とです。広い敷地の中でも同じ住所が私は

ちょっとあるように認識していたんです

けど、いろいろな今のしきたり等々あるか

と思いますけれども、今後は同じ番号をな

くすとか、あるいはなくすことができなく

ても末尾に番号をつけれますよみたいな

ところも市民に情報提供するとか、そうい

った対応が必要ではないかと思いますの

で、これも要望とさせてもらいます。 

 スクラッチカード事業、問１７です、１

１０ページ。今、移管の話をお聞きしまし

た。それが中小企業と接点になっていると

いう話ですね。それももっともだと思いま

す。当該事業の目的は先ほどのご答弁にも

ありましたけれども、市内店舗の集客増、

あるいはにぎわいづくりだと考えてます。

本当にいい取り組みだと思いますけれど
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も、当たりくじ等々をぜひ工夫していただ

いて市内の店舗にもう一回足を運ぶ、要は

市内が活性化するように。別にクオカード

もいいんですけど、そういった本当に本市

の中での産業活性化に結びつくように、し

かもさらなるにぎわいができるように、い

ろいろな角度から検討していただいて仕

掛けていただけましたらと思います。これ

も要望とさせていただきます。 

 最後です。２６番目の質問、９６ページ

のまちごとフィットネスヘルシータウン

事業について副市長からお考えをお聞か

せいただきました。ありがとうございます。

本当に前向きな答弁だったと思います。本

市では、健都を活用して健康寿命延伸のま

ちの実現に貢献しますともうたわれてお

ります。まちごとフィットネスを具現化す

ることは、今言いましたような健康寿命延

伸のまちを実現させる意味でも、やっぱり

大きな枠組みで健康という目的を達成さ

せる必要があると私は考えております。そ

のためには先ほど所管の話もありました

けど、所管をまたいだ取り組みあるいは検

討することが重要だと思いますので、ぜひ

健康と実現に向けて部局横断的にもいろ

いろ検討いただきまして、精力的に取り組

んでいただきますように 

最後に要望とさせていただきます。 

 ちょっと長くなりましたけど、以上で質

問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○森西正委員長 続いて、質問ございます

か。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、質問をさせて

いただきます。初めての民生常任委員会の

委員なので、わかりやすく答えていただけ

ればありがたいなと思います。 

 それでは、部、課というカテゴリーで固

めて順番にいきたいと思います。 

 それでは最初、保健福祉部障害福祉課に

ついての質問です。１番、障害者職業能力

開発センター等補助事業５６３万６，８９

３円、これは事務報告書で、障害者職業能

力開発センターせっつくすのきでの就業

訓練ということで、述べ２２３人が受けら

れています。これはどういう意義でどうい

う人材を育てようとされているのか、内容

を教えていただければと思います。 

 次に、高齢介護課、高齢者移送サービス

事業１，０３９万９，８６０円、事務報告

書で、延べ１，２７７人が利用されていま

す。病院の受診等のために使われていると

思いますけど、これの車というんですかね、

運転手、これは特別な許可が要るのか要ら

ないのか、車というのはどういう方がどう

いう車を利用されているのか、わかれば教

えていただければと思います。 

 次に、保健福祉課、コミュニティソーシ

ャルワーク事業６５５万５，８９５円、こ

れは今、光好委員がかなり突っ込んで質問

されておられました。民生委員との連携、

社会福祉協議会にこれから移管する、いろ

いろこれからの取り組みの中では大事な

事業だと思います。その中でこのコミュニ

ティソーシャルワーカーと民生委員が連

携するとかいったときにその地域の情報、

個人の情報の管理はどうされているのか。

それをお聞かせいただければと思います。 

 ４番目、生活支援課、生活困窮者自立支

援事業のホームレス巡回相談事業負担金

２６５万３，０００円、これは大阪府の社

会福祉協議会が二、三人で月１回淀川を点

検されるというふうにお聞きしています。

もうちょっと詳しく内容と意義を教えて

いただければと思います。 
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 次、５番目、同じく生活困窮者自立支援

事業の就労準備支援等事業負担金１２９

万５，６８９円、これの内訳、内容を教え

ていただければと思います。 

 次に、６番、環境部環境政策課、飼犬等

保護管理事業、所有者不明猫避妊・去勢手

術費用助成金、これは４２万円ぐらいが上

がっていたと思います。これの内容を教え

ていただければと思います。 

 次に、７番、三つ同じ項目が重なってい

るので一つの質問にさせていただきまし

た。河川等の水質調査事業４４万８，１１

２円とＮＯ２・酸性雨等調査事業の３７万

１，７８８円、環境騒音・振動調査４２万

５，６７３円、これを簡単に教えていただ

ければと思います。これは一括で答弁いた

だき、２回目も一括で質問したいと思いま

す。 

 ８番目、環境教育学習事業１０９万４，

６８２円、これの内容を教えていただけれ

ばと思います。 

 ９番、環境業務課、ごみ収集処理事業、

可燃ごみ不燃ごみ収集運搬委託料があり

ます。これは先日の議会で交通事故、安全

対策というところから質問された議員が

いらっしゃったと思います。その中で２名

と３名の乗車というような話がありまし

た。これはまず今はどういう状況なのか。

２名もしくは３名で乗車する、１日に何台

でどうなっているのか。２名で回ったら幾

らかかるのか、３名だったら幾らかかるの

か、そういう試算があれば教えていただき

たいと思います。 

 次に、ごみ処理施設維持管理事業の環境

センターの修繕料１億５，９５４万３，５

６１円、前年度も同じように１億５，８３

３万９，７０５円と大体同じような均等割

みたいな数字でこう出ています。この内容

を教えていただければと思います。 

 次に１１番、市民生活部自治振興課、中

国蚌埠市友好交流事業、これは先ほど光好

委員もお話がありましたけど、もう一度こ

の姉妹都市の意義、メリット、それを教え

ていただければと思います。 

 次に、１２番、市民ルームフォルテ管理

事業４３０万７，１４５円、これは３０１、

３０３の運営内容、サービスコーナーの運

営内容かもしれません、これの内容を教え

ていただければと思います。 

 次に、１３番、正雀市民ルーム管理事業

１，５１０万６，９４２円、これは私が先

日の一般質問で正雀市民ルームからもっ

ともっと文化の発信をするべきだという

ふうにお話をさせていただきました。この

管理事業の中にどういうふうな講座があ

って、文化的な事業の内容を教えていただ

ければと思います。 

 次、１４番、コミュニティプラザ管理運

営事業のコミュニティプラザ管理委託料

１億７８３万１６０６円、これの内訳も教

えていただきたいと思います。 

 次、１５番、市民活動支援事業の市民公

益活動補助金、予算１５０万円に対して今

回決算額が１２７万円、前年度予算は８４

万６，０００円に対して決算額が６７万円、

大幅に増になっています。これは７団体ぐ

らいに予算を配分しているというふうに

もお聞きしていますけど、内容を教えてい

ただければと思います。 

 次に、市民課、１６番、葬儀会館管理運

営事業、土地借上料４８０万円、これは別

府小学校の横の立体の駐車場のことだと

思います。メモリアルホールの裏には砂利

敷きの駐車場がありますけれども、別府小

学校の隣りに舗装してある立体の駐車場

があります。余り使われていないように感
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じることが多いんですけど、今どうなって

いるのか利用状況を教えていただければ

と思います。 

 次に、１７番、文化スポーツ課、総合型

クラブ支援事業１，０７３万２，４３２円、

これは内容的には山田川運動広場や旧ス

ポーツセンターグラウンドの管理委託料

となっています。ここの項目の中に総合型

クラブの育成支援とあります。この総合型

クラブの支援は具体的にどういうことを

お考えなのか、どういうことをやってこら

れたのか教えていただければと思います。 

 次に、１８番、体育施設維持管理事業、

これは旧味舌小学校跡地体育館建設事前

調査等支援業務委託料などの項目が上が

ってました。平成２９年度としてどういう

ことをなされてきたのか教えていただけ

ればと思います。 

 次に、１９番、産業振興課、鳥飼なす保

存奨励事業９７万３１０円、今は工業製品

のいろいろブランド化を進めてますけれ

ども、鳥飼なすは、単純に私は一番摂津市

でブランドになっているのが鳥飼なすだ

と思っています。平成２９年度決算ですの

で、どういうふうに鳥飼なすという知名度

を、私の中では知名度のある鳥飼なすをブ

ランド化し、どういうふうな努力で販売促

進されてきたのか教えていただければと

思います。 

 次に、２０番、決算概要１０８ページ、

一般事務事業の観光あるき実行委員会負

担金２０万円、これは京都沿線の観光ある

きとかいうふうにはお聞きしていますけ

れども、この決算概要の中で、観光という

ふうな言葉がついているのはこの項目し

か、たしか私が知る限りではなかったと思

います。とりあえずこの観光あるきの意義

と内容を教えていただければと思います。 

 次、２１番、中小企業育成事業、中小企

業育成補助金４５万７，６００円とありま

す。先ほど光好委員の質問と答弁の中でい

ろいろお話がありましたけれども、これを

もう一度内容的に教えていただければと

思います。 

 次に、２２番、創業支援事業、創業支援

委託料７０万４，９６０円、これは事務報

告書を見るとセミナー５５人分、これの内

容を教えていただければと思います。 

 次、２３番、商工業活性化対策補助事業

の商工業活性化対策事業補助金１６４万

２００円、これの内容を教えてください。 

 最後に２４番、地域就労支援事業、就労

支援業務委託料１０２万７，４６４円、こ

れは職業能力開発事業で三つの講座で１

４名、雇用・就労創出事業で４回２４６名

というふうに事務報告書でこのようにな

ってますけど、それに対しての効果、どう

いうふうに認識されているのか教えてい

ただければと思います。 

 以上で１回目を終わります。 

○森西正委員長 それでは、答弁をお願い

します。 

 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわります質問番号１番、決算概要

８０ページ、障害者職業能力開発センター

等補助事業の障害者職業能力開発センタ

ーが行っている意義、どのような人材を育

てようとしているのかについてお答えさ

せていただきます。 

 障害者職業能力開発センターにつきま

しては、身体障害者それから知的障害者が

半年もしくは１年間そこで訓練を受けま

して、就職につなげるという事業を行って

おります。内容といたしましては、業務に

関する知識・技能習得だけにとどまらず、
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職業人・社会人に必要な挨拶でありますと

か、マナー等の習得を図り、職場定着がで

きるような訓練を行っております。このよ

うに、障害者職業能力開発センターにおき

ましては、障害者が一般就労が可能になる

ように、そういった人材を育てるための訓

練を行っております。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかわります高齢者移送サービスに

ついてのご質問にお答えいたします。 

 高齢者移送サービスは、一人で外出する

ことが困難な高齢者が外出する際に、福祉

車両で移送するサービスを行うことによ

り、高齢者の自立生活を支援し、福祉の増

進を図ることを目的としております。 

 この事業は、摂津市シルバー人材センタ

ーに委託して実施しております。車両につ

きましてはリースでございまして、車椅子

利用の方が乗られますので、車両には介護

用品業者の移送業務車両乗降アシスト装

置をオプションとしてつけております。ま

た、運転手につきましては、安全性のテス

トを受けるように義務づけられていると

いうことでございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号３番、決算概要７２ページ、コ

ミュニティソーシャルワーク事業に係る

ご質問でございます。コミュニティソーシ

ャルワーカー、いわゆるＣＳＷですけども、

日ごろから民生委員との連携というのが

非常に大事でございます。日ごろから民生

委員の地区の会合であったりとか、校区等

福祉委員会の活動の中で顔の見える関係

づくりを心がけております。 

 そういった中で、やっぱり地域の実情に

詳しいというところで、民生委員というの

は、非常に大事な存在でして、そこから得

られる情報というのは、かなり多いという

ふうに認識しております。民生委員も何か

困ったことがあったら、ＣＳＷにつなぐで

あったりとか、そういったことも相談者に

もお伝えしておりますし、ＣＳＷのほうか

ら拾ったケースに関しては、また逆に民生

委員にお伝えしてフォローしたりとかい

うこともあるかと思います。 

 そういったところで、個人情報の取り扱

いということでございますが、ＣＳＷに関

しては業務で行っておりますので当然守

秘義務が発生いたします。また、民生委員、

児童委員の活動というところでも、これは

厚生労働大臣が委嘱をしている職務でご

ざいまして、一定法律上、こちらも守秘義

務があるという理解で皆さん活動してお

りますので、その辺は個人情報の取り扱い

というのは、十分注意して日ごろから活動

しているということでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、中川委員

の、決算概要７４ページ、生活困窮者自立

支援事業に係ります２点のご質問にご答

弁申し上げます。 

 まず、質問番号４番、ホームレス巡回相

談事業の内容等についてでございます。こ

のホームレス巡回相談事業につきまして

は、大阪府下におきまして、大阪市を除き

ます府域構成自治体と大阪府との間で協

定書を締結しておりまして、大阪府ホーム

レス自立支援等事業を広域的に実施して

いるところでございます。 

 具体的な活動内容につきましては、先ほ

ど委員がおっしゃられました大阪府社会
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福祉協議会の巡回指導員が、おおむね月に

２回程度ホームレスの実態把握ですとか、

健康状態の把握などのために現地に赴き、

巡回相談を行いまして、必要に応じて生活

保護へつなぐなどの支援を行い、最終的に

は生活保護からの脱却、ホームレスからの

自立を目指すものでございます。 

 続きまして、質問番号５番、就労準備支

援等事業負担金ということでございます。

事業内容につきましては、社会参加ですと

か、コミュニケーション能力に問題を持た

れていて、すぐに社会参加が難しい方に対

しまして、就労体験などで就労スキルを身

につけていただき、社会復帰につなげるた

めの支援制度でございます。 

 具体的な内容といたしましては、摂津市

内でしたら、社会福祉法人桃林会とりかい

白鷺園と、同じく社会福祉法人成光苑のせ

っつ桜苑が認定就労訓練事業の認定を受

けてられますので、そういったところで訓

練を受けていただいて、将来の正規就労へ

向けて体験・スキルを身につけていただく

と。 

 そういった訓練のあっせんですとか、ほ

かに就労準備支援講座というセミナーを

開催いたしまして、例えばここで履歴書の

書き方ですとか、コミュニケーション能力

の向上を図っていくなど、就労に向けてス

キルアップできる講座を開催する、そうい

った事業に取り組んでおります。 

 以上です。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかわります３点のご質問にお答え

いたします。 

 まず、質問番号６番、所有者不明猫避

妊・去勢手術費用助成金についてでござい

ます。所有者不明猫避妊・去勢手術費用助

成制度につきましては、野良猫に起因する

苦情の増加を受けまして、将来的な野良猫

の減少を、また、野良猫の殺処分ゼロを目

指しまして、平成２８年度創設したもので

ございます。市内に生息します所有者不明

猫、野良猫に対する避妊去勢手術に対しま

して、１件当たり５，０００円の費用を助

成するものでございます。 

続いて、質問番号７番、河川等の水質調

査事業、ＮＯ２・酸性雨等調査事業、環境

騒音・振動調査事業についてでございます。

各種調査につきましては、それぞれ水質、

大気、騒音等に関する市内の環境の状況を

把握するために実施しておるものでござ

います。 

 水質調査につきましては、市内を流れま

す河川、水路９か所を年４回８項目につい

て測定しております。ＮＯ２の測定につき

ましては、市内の１９か所で年４回測定し

ております。大気中にあります二酸化窒素、

ＮＯ２の状況を確認するものでございま

す。騒音測定につきましては、道路に面し

ていない地域、それと幹線道路に面してい

る地域、それぞれ年１回、実態把握のため

にそれぞれ年１回ずつ実施をしておるも

のでございます。 

 続きまして、質問番号８番、環境教育学

習事業についてでございます。こちらにつ

きましては、平成２８年の環境保全条例の

改正のところでも触れられたところでご

ざいますけれども、学校はもちろんのこと

事業者やＮＰＯ、各種団体等とも連携しな

がら、さまざまな年代の市民に対し、環境

教育や環境学習に向けた情報提供や、機会

づくりを推進しているものでございます。 

 具体的な取り組みといたしましては、水

辺の生き物観察会でございますとか、野鳥

観察会、また学校の子ども向けには、子ど
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も版の環境家計簿であります、せっつこど

もエコノートの実施、また毎年１１月に行

っております環境フェスティバルといっ

たものをこちらの事業で実施しておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、ごみ収集

処理事業の可燃ごみ不燃ごみ収集運搬委

託料についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 １台のごみ収集車への乗車人数でござ

いますが、委託業者におきましては、５区

４業者１０台ございまして、そのうち９台

が２名乗車となっており、１台が３名乗車

となっております。 

 それに対しまして、直営のほうではござ

いますが、可燃ごみ不燃ごみの収集につき

ましては、７台のパッカー車を出しており、

それにつきましては国の定めるごみ収集

車に係る安全管理要綱で収集作業時は２

名以上と規定されていることから、運転手

を含め３人乗車をすることとしておりま

す。３人のうち１名は臨時職員が収集に当

たっていることから、臨時職員の人件費を

計上しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、質問番号１

０番、環境センターのごみ処理施設維持管

理事業の修繕料の内容についてご答弁申

し上げます。 

 環境センターは、市内から出る可燃ごみ

の焼却を行っております。平成２９年度は

３３９日の稼働を行いまして、２万５，２

４１トンのごみを処理しております。一度

運転しますと、３週間はとめませんので、

安定に燃焼ができるよう３号炉関係、４号

炉関係、クレーン関係、排ガス洗浄処理装

置関係、建屋を含む共通設備関係に分類し

まして、現場職員の意見やプラントメーカ

ーの助言を参考に効果的な方法を検討し、

安全で安定した燃焼が継続できるよう、そ

の設備の重要性、また故障時の影響を踏ま

え、順次実施しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わりますご質問にご答弁させていただき

たいと思います。 

 まず、質問番号１１番、中国蚌埠市友好

交流事業に関する質問で、交流都市の意義、

メリットというお問いだと思います。 

 この友好都市のほうを結んだ意義、メリ

ットにつきましては、まず一番目には人的

な交流だとは思います。これは産業振興、

あと文化等を通じて、友好都市と交流がで

きていくことが一番大きなメリットとい

うか、必要なことかと思います。ただ、蚌

埠市との行政訪問団との有効は、具体的に

は平成８年から途絶えている状況でござ

います。 

 ただ、先ほど光好委員のご質問でもご答

弁させていただきましたが、市制施行５０

周年を機に連絡を再開したことから、現在

も継続して連絡をとらせていただいてる

中で、今後具体的な交流につなげてまいり

たいというふうに考えております。 

 続きまして、決算概要の５４ページ、市

民ルームフォルテ管理事業に関連しまし

て、市民ルームフォルテ３０１、３０３の

管理についての内容ということでのお問

いに答えさせていただきたいと思います。 

 フォルテにつきましては、平成４年にＪ

Ｒ千里丘駅東口にフォルテ摂津がオープ

ンしてから、市民のために、市民の集会、



－50－ 

交流及び展示等の場所を提供するために

開所された施設でございます。その後フォ

ルテ２１２・２１３号室も開所をしていた

わけでございますが、平成１８年４月に閉

所しまして、現在ここにございますように

３０１、３０３を主力として、先ほど申し

た交流の場として提供させていただいて

いる施設でございます。 

 続きまして、これも決算概要５４ページ、

正雀市民ルーム管理事業に付随しまして、

自主事業ということでございました。 

 自主事業につきましては、正雀市民ルー

ムには指定管理制度を導入しておりまし

て、指定管理者が文化の振興と申しますか、

一番には知名度、利用率を上げるために自

主事業をやっていただいております。 

 平成２９年度にはフラダンスの教室で

ありますとか、健康面でニーズのあります

ヨガ教室でありますとか、あとやさしい英

会話等の自主事業を指定管理者のほうで

展開していただきまして、利用をふやす、

また文化を広めるというようなことに取

り組んでいただいたところでございます。 

 続きまして、決算概要の５６ページ、コ

ミュニティプラザ管理委託料についてで

ございます。 

 これは、コミュニティプラザ、これも指

定管理料の予算ということになってござ

いまして、ここの指定管理につきましては、

施設管理公社のほうに委託させていただ

いてるところでございます。運営に当たる

人件費、あと施設の定期点検代、光熱水費

等の委託料を指定管理料で組ませていた

だいておりまして、その部分を決算額とし

て、ここに計上させていただいております。 

 あと、同じく決算概要の５６ページ、市

民活動支援事業に付随しまして、市民公益

活動補助金の具体的な内容というような

お問いかと思いますけれども、平成２９年

度につきましては、先ほどこれも光好委員

のときにご答弁させていただきましたが、

初期事業コースとして１団体。これは、摂

津市商工会女性部のほうに補助金を交付

させていただいております。発展事業コー

スにつきましては六つの団体、ＮＰＯ法人

せっつブルーウィングス、つどい場「輪」、

マミー・クリスタル、ＮＰＯ法人摂津まる

ごとプロジェクト、摂津市文化連盟、淀川

わいわいガヤガヤ祭実行委員会、というこ

とで、子ども向けのイベントや地域活性化

のイベント等に、団体が活躍されるための

補助金を交付させていただいております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課にかか

わりますご質問にお答え申し上げます。 

 質問番号１６番の葬儀会館管理運営事

業の土地借上料でございますが、これにつ

きましては、立体駐車場の土地借上料でご

ざいます。 

 先ほど立体駐車場の利用が少ないので

はないかというお話でございましたけれ

ども、本来立体駐車場がメーンの駐車場で

ございまして、砂利の駐車場が臨時駐車場

という位置づけでございましたが、ことし

の３月にメモリアルホールの西側に道路

が開通しましたことから、アクセスのよさ

から砂利の駐車場のほうを先にご案内す

るようになっております。 

 昨今、家族葬の流行に見られますように、

葬儀が簡素化されてきていますので、砂利

の駐車場でおさまることもありますけれ

ども、やはり月何回かは大型葬儀もござい

まして、立体駐車場のほうも埋まることも

ございます。今そういった状況になってお

ります。 
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 以上です。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２点のご質問にお

答えいたします。 

 まず、１点目でございます総合型クラブ

支援事業の部分で、総合型地域スポーツク

ラブへの支援の内容についてというお問

いでございました。 

 具体的に申し上げますと、本市での総合

型地域スポーツクラブは唯一ＮＰＯ法人

せっつブルーウィングスが、地域住民の方

が主体的に運営して、スポーツに限らず文

化・芸術・福祉活動として、地域コミュニ

ティの形成に取り組んでおられます。 

 そういう総合型地域スポーツクラブと

して活動される団体に対しまして、摂津市

といたしましては、旧味舌スポーツセンタ

ー、旧三宅スポーツセンター、山田川運動

広場といったスポーツ施設の管理運営を

委託することによって、総合型地域スポー

ツクラブの業務、事業活動というのを育成

するという面と、ＮＰＯ法人の運営費用面

での支援を行ってきたというところでご

ざいます。 

 続きまして、体育施設維持管理事業の中

で、旧味舌小学校跡地体育館建設事前調査

等支援業務委託料の内容についてという

お問いでございました。 

 旧味舌小学校跡地につきましては、この

地域が都市計画法に定める用途地域上、体

育施設の建設につきまして制限がかかる

地域となっております。そのため、平成２

９年度におきまして、建築基準法をはじめ

といたしました法令等の条件整理、建設で

きる建物の規模等、機能等の調査を行った

というところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、私の

ほうから質問番号１９番、鳥飼なすのブラ

ンディングと販売促進についてのご質問

にご答弁申し上げます。 

 野菜のブランディングといいますと、近

畿圏で最も成功しておられるのが、やはり

京都府ではないかなというふうには考え

ております。大阪府において、何もしてな

いのかというと、そういうわけではござい

ませんで、平成１７年の１０月に創設され

ました、なにわの伝統野菜の認証制度とい

うのがございます。こちらのほうは、古く

から府内で生産され、大阪の農業と食文化

を支えてきた歴史、伝統を持つ独自の野菜

をなにわの伝統野菜として認証すること

で、伝統野菜を府民にＰＲして地産地消を

進め、大阪の農業振興を図る目的で創設さ

れております。対象品目といたしましては、

１８品目ございまして、鳥飼なすもそのう

ちの一つでございます。 

 なにわの伝統野菜に認証されたらどう

いうメリットがあるのかということでは

ございますが、ＰＲをするための認証マー

クというのがございまして、野菜がなにわ

の伝統野菜の認証を受けていることのア

ピールでありますとか、食品、また料理が

認証を受けたなにわの伝統野菜を原料と

していることのアピールも行うことがで

きます。 

 そのほかにもメリットといたしまして

は、１８品目に鳥飼なすが名を連ねている

ことで、なにわの伝統野菜の発信に鳥飼な

すは必ず乗っかることができるというよ

うなメリットもあろうかというふうにも

思います。 

 そのほか、本年度の話になって恐縮では

ございますけれども、摂津優品（すぐれも
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ん）によるブランド化で、本年追加された

摂津ブランド認定品のうちの一つが鳥飼

なすのお漬物でございまして、市としても

ブランド化してＰＲをしていくというこ

とになっております。 

 それから、本年夏に民放の全国ネットの

テレビ中継で鳥飼なすが大々的に取り上

げられたこともございます。反響、そして

ニーズ、どちらも高まったというふうに感

じておるところでございまして、鳥飼なす

にとってはことしの夏が非常に大きなチ

ャンスであったのかなというふうにも考

えておるところでございます。 

 市としては、そのために動いたわけでは

決してございませんけれども、販路の拡大

にもちょうど取り組めた実績がございま

すので、参考までに申し上げますと、大阪

府北部農と緑の総合事務所にご仲介いた

だく形で、大阪府の中央卸売市場、そして

仲買の責任者、そして市内の生産農家、そ

して摂津市との間で協議を行いました。 

 その結果、今年の夏から即座に対応して

いただけることとなりまして、競りにも参

加させていただいて、市内の一部小売店舗

で、数としてはわずかではありますものの

販売を開始することができました。ことし

は大雨、日照り、そして台風等々の天候不

順によりまして、生産量がかなり少なかっ

たものの、新たな販売ルートを開拓できた

ことは非常に大きなことであったと思っ

ております。 

 そのほか、市内の生産農家が独自に地産

地消型の小売店舗に鳥飼なすを納入され

たりでありますとか、大阪市内の高級レス

トランに食材を納入されるなど、徐々にで

はありますけれども、販路の拡大は確実に

一歩ずつ進んでいるものと思っておりま

す。 

 以上であります。 

○森西正委員長 詳しい答弁ありがたい

んですけれども、簡潔によろしくお願いし

たいと思いますので。 

 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問５点についてお答

えさせていただきます。 

 まず、１点目の観光あるき実行委員会負

担金に関しましては、観光あるき実行委員

会に対する運営負担金でございまして、阪

急電鉄と阪急京都線沿線の９市町が実行

委員会を設置して、沿線各市のまち歩きの

コースを参加者が自由に散策できる自由

参加型とツアー参加型、体験型の３パター

ンで設定しておる事業でございます。 

 平成２９年度に関しましては、１０月１

日に阪急梅田駅構内でＰＲを実施してお

りますし、また本市のガイドツアーとして、

桜の時期に合わせて新幹線公園コースや

千里丘新町コースなどのツアーを実施し

ておる状況でございます。 

 ２番目といたしまして、中小企業育成事

業で、ちょっとご答弁重なる部分もござい

ますが、中小企業育成事業に関しましては、

市内の中小企業者が企業価値や資産の向

上を目指して、積極的な能力開発や商品研

究、販路開拓などに取り組むための事業で

ございまして、研修や公的な展示、商談会

等の参加の費用に要した費用の一部を助

成したり、中小企業の支援を行う事業でご

ざいまして、中小企業の経営改善を保持す

るためのコンサルタントを派遣する事業

や、また展示会等の派遣の補助をする事業

が主な事業になっております。 

 引き続きまして、創業支援事業の創業支

援委託の内容ということでございますが、

創業支援事業というのは、産業競争強化法
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に基づいて、地域の創業を促進するために

民間事業者、商工会等と連携して、創業支

援計画をもって市内の創業支援を応援し

なさいというような内容に基づいてさせ

ていただいている事業でございまして、創

業支援に係る経営、財務、人材育成、販路

開拓等の知識習得などを目的に、継続的に

創業支援を行うという内容でございます。

４項目に関して１か月以上の期間、４回以

上の相談、支援を受けた場合、証明書を出

させていただいて、金利等を優遇できるよ

うな措置をさせていただいております。そ

れに関しての相談業務に関して委託して

おるという内容でございます。 

 商工業活性化対策事業補助金に関しま

しては、商店会などに行う取り組みに対し

ての補助をする仕組みでございまして、２

種類ございまして、施設整備に係るハード

の事業と活性化支援に係るソフトの事業

がございます。ハードの事業といたしまし

ては、商店街の街路灯の電気代の補助を行

う事業でございまして、ソフト事業としま

しては、商店会や商店会の連合会、商工会

などがイベントを取り扱ったときに補助

をする仕組みでございます。 

 引き続きまして、地域就労支援事業の委

託料の内容でございますけれども、障害の

ある方やひとり親家庭の母親、中高年者な

どで、働く意欲と希望がありながら、さま

ざまな就労阻害要因を抱えて、雇用、就労

が実現できない就労困難者の方に関して、

関係機関と連携して支援する内容でござ

いまして、一つの方法といたしましては、

職業能力の開発ということで、介護職員の

初任者研修を受けていただいて、資格を取

っていただいた結果、就職していただくと

いうメニュー内容等をさせていただいて

るということでございます。事務報告書の

ほうで記載されてる職業能力開発事業と

いうのは、そちらの内容でございまして、

その講座に関して受けていただくための

委託料と内容でございます。 

 一方、また雇用の創出ということで、こ

の平成２９年度でしたら障害者の方の福

祉就職フェアということでさせていただ

いて、障害のある方が企業に就職できるよ

うに、企業の方と障害ある方の面接会をさ

せていただいて、就職に結びつける等の内

容をさせていただいたりとか、また福祉施

設に就職していただけるために市内の福

祉施設の方に来ていただいて、そちらのほ

うの就職支援を行ったりという内容をさ

せていただいて、就職困難な方に関しての

就労支援を行っている内容でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 一通り終わりましたか

ね。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後３時３０分 再開） 

○森西正委員長 休憩前に引き続き、再開

します。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 それでは、２回目の質問を順番にさせて

いただきます。 

 まず、障害者職業能力開発センターの件

ですけれども、この内容、どういう人材を

育てるかということで、一般就労が可能に

ということを大きなテーマでやられてい

ると思います。訓練だけじゃなく、その先

にはやっぱり一般就労というのが一番の

基本になると思います。それでは、その一

般就労の現状、今の実績を教えていただけ

ればと思います。 
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 次に、高齢介護課、高齢者移送サービス

の件ですけれども、この質問で私が何が言

いたいのかというと、障害福祉課にも福祉

タクシー事業の福祉タクシー利用助成費

４９９万６，８２０円、事務報告書による

と７，３６８人が利用されています。私、

民生常任委員会に来て一つ思うのは、福祉

というのは手厚くいろんなことで保護し

なきゃいけない、いろんなサービスをして

いかなきゃいけない、いろんなニーズがあ

るというのはわかるんですけれども、単純

に先ほどどういう車でどういう資格が要

るかというふうに、運転免許の資格が要る

か、テストを受けて普通の方だったら運転

できるというように解釈したんですけれ

ども、それでしたらこういうサービスを一

元化できるんじゃないかというふうに思

います。その一元化することでコストパフ

ォーマンスが生まれるんじゃないかと思

います。 

 もっと言えば、ボランティアの方。今、

元気なボランティアがいっぱいいます。た

だ、その場、いまの環境とマッチングして、

行政が望んでいるものと、こういうニーズ

にやりがいを求めて、車の運転だったらい

いよと、無償とは言わないですけど、そう

いうことをすればこういう経費というの

は下がるんじゃないかな。単純に私は民生

常任委員会のことはまだよくわからない

ですけど、そう思うんです。だから、こう

いう一元化、配送サービスなら配送サービ

ス、タクシー業界とかには悪いですけど、

そういうふうな感じで一元化ができない

のかなというふうに思います。それに対し

ての認識を教えていただければと思いま

す。 

 次に３番、保健福祉課のコミュニティソ

ーシャルワーカー、これ先ほどいろんな情

報が民生委員からＣＳＷ、ＣＳＷから逆に

民生委員とかいうお答えで、光好委員の話

もありましたけど、そうじゃなくて管理方

法ですね。紙媒体とかでこの人、この地域、

こういうことで困っているという個人情

報。もっと言えば、ちょっと私の認識がず

れていたらごめんなさいね。地域で見守る

独居老人がいらっしゃる、こういう情報と

いうのは、どういうふうに紙媒体等で情報

を共有しているのか。何かそういうふうな

ことを答弁いただければと思います。 

 次に、４番、生活支援課のホームレス巡

回相談事業。内容はすごくわかりました。

最終的には健康状態の把握だとか、状態把

握というふうに説明を受けました。でも、

これ私は市の仕事なのかなというふうに

単純に思いました。これは結局、大阪府の

社会福祉協議会が回って、それを報告する

のに２６５万３，０００円も要るのかなと。

それで、事務報告書には７人ですか、ホー

ムレスの方がいると。でも結局、市に何の

権限というんですか、権限はなく、例えば

ブルーシートを張った小屋があります。危

ないからそれを撤去しなさいといっても、

強制的なこともできない。そういうのは、

果たして市でやることなのかな。淀川河川

は国土交通省の管轄なのはわかりますけ

ど、これは大阪府だとか国がやるべき事業

じゃないかなと思ってます。それに対する

認識を教えていただければと思います。 

 ５番、就労準備支援等事業負担金ですけ

れども、これも国の補助金が３分の２の事

業というふうにお聞きしています。これも

私、思うのは、ハローワークに何でも就労

準備とかそういうのは一元化して、行政で

もいろいろ関連づけてそういう部署、部門

が要るのはすごくわかります。でも、わか

ればそれをふやしていけば、結局は膨大な



－55－ 

量になる。これが例えば移管しておりてき

ても、それに対して交付金が入っているの

か、何かわからないですけど、本当に事業

をやるだけのお金がもらえてるのかとい

うのが疑問なんで、ハローワークと一緒に

一元化できないかということに対しての

認識を教えていただければと思います。 

 次、環境部環境政策課、所有者不明猫避

妊・去勢手術費用助成金の話、５，０００

円の補助とありましたけれども、具体的に

何匹とかっていう報告、どれくらいの内容

か、答弁いただきましたっけ。まずそれを

教えていただきたいのと、これも野良犬だ

ったら保健所に、犬には悪いですけど捕ま

えてというふうな話がありますけれども、

この猫の避妊去勢手術も一元的に管理で

きる、これは猫だけは扱うのは環境政策課、

でも野良犬とかそういうのを捕獲、保護す

るのは保健所。だからそういうのは二重に

なっているように思えて、私はそう思うん

です。だから、これも保健所の管轄になら

ないのかな。何でもかんでも市がというふ

うに思わずに、そういうふうに感じたんで、

その認識を教えていただければと思いま

す。 

 次の河川等の水質調査、これも一緒です。

もし、水質が悪かったら、そこの近隣の市

町村が調査するというのはわかるんです

けども、じゃあ自治体で何ができるんだ。

この市で例えば水質が悪かった。じゃあ行

政で悪いところを突きとめていって、そこ

の企業の排水が悪いとか、そういう専門的

なことというのは専門の行政、団体がやる

べきだと思います。このＮＯ２・酸性雨等

調査事業にしても、環境騒音・振動調査事

業にしても、これは大阪府の仕事じゃない

かなと。全部、私は行政事務を振るわけじ

ゃないんですけれども、何かそういうふう

な気がしてます。結局、河川といっても管

理するのは基本的には大阪府茨木土木事

務所。だったら茨木土木事務所に調べても

らって。自分のところでやりました、デー

タを渡します、後は知らない。結局は実際

そこで起こってても何も指導もできない

んじゃどうかなというのが私の見解です。

ですので、この認識についてお教えいただ

ければと思います。 

 次、８番、環境教育学習事業、これです

けど、この間、１０月１１日の読売新聞に、

協定を結ぶ前後の５月と６月を比べると、

買い物袋持参は約８割になり、ごみ２９ト

ン、ＣＯ２が１３８トン削減と、何かすご

いいい話が載っていました。これもやっぱ

りやればできるあかしかなと。行政とかが

リーダーシップを発揮してのことだとは

思います。 

 ただ、やっぱり環境というのは大きいテ

ーマであると思います。その中でやっぱり

教育というのは、先ほど学校とかＮＰＯに

環境の情報を流して促すというふうな答

弁をいただきました。子どもたちが子ども

用の環境家計簿をつけるとか。本当に環境

というのは、子どものころからの教育とい

うのがすごい大事だと思っています。平成

２９年度と言わず、これまでどういうふう

な教育をされてきたのか、お教えいただけ

ればと思います。 

 次に９番、環境業務課、ごみ収集処理事

業について。４業者、１０台中の９台が２

名乗車というふうに答弁がありました。こ

れ、２名か３名か。単純なことなんですけ

れども、はっきりと行政、国で決まってい

るんであれば、３名だったら３名、お金が

かかっても３名乗るんだというふうには

ならないものなのでしょうか。逆に、もし

全部２名乗車のときと３名乗車のときの



－56－ 

条件で一般競争にして入札があったとき

に、このお金の差異というのは、どれくら

いの差異が生まれるものなのでしょうか。

教えていただければと思います。 

 １０番、環境センターの修繕料。１億６，

０００万円くらい毎年お金が出ています。

よく言う焼却炉の問題というのは、すごい

お金のかかる問題です。かかる問題だから

こそ、長期的なビジョンを早く市民ニーズ

に合わせて、市民の方々と合意を得て決め

るべきだと、当然思います。今後の行政の

スタンス、茨木市との広域連携があります

けども、というよりも、この環境センター

の炉自体をどういうふうに今後、毎年１億

６，０００万円ずつ出していくのか。もっ

と年をとれば、もっと費用が大きくなる。

そういうことは当然お考えの中で、どうい

うふうに今、お考えなのか、教えていただ

ければと思います。 

 次に、自治振興課、中国蚌埠市の件です

けれども、一番のメリットというのは人的

交流、平成８年から途絶えているというふ

うに答弁いただきました。その人的な交流、

産業振興、文化、それが一番大事だという

ふうにおっしゃられました。逆に、平成８

年度以前はどういうふうな産業振興、文化

で顕著な実績だとか何かあったんでしょ

うか。教えていただければと思います。 

 次に、市民ルームフォルテ管理事業。平

成４年からオープンとかいろいろお話し

いただきました。フォルテ３０１、３０３

の利用率とか、どういうふうに使われてい

るかというのを言っていただけましたで

しょうか。もしあれでしたら、教えていた

だきたいのと、その管理事業の中でフォル

テの中にあるサービスコーナーのスペー

スは一度も使われてないようなことを聞

きます。実際にこれは本当なのか、どうな

っているのか。逆にどういうふうに考えて

おられるのか、教えていただければと思い

ます。 

 次、正雀市民ルーム管理事業。これも利

用率、どれくらいの団体がどれくらいで使

っているのか、単純な数字を言っていただ

きたいと思います。 

 次、１４番、コミュニティプラザ管理委

託料。コミュニティプラザはコンベンショ

ンホールもかなりの頻度で使われてて、い

ろんな問題点があると思います。その指定

管理業者に任せてるからわからないとか

じゃなく、かなり頻度よく使われている中

で問題点等困っていることはないのか、ま

ず教えていただきたいと思います。 

 １５番、市民公益活動補助金。これは市

長がよく言う、協働によるまちづくりの一

番の原点のこと、何でも地域が自分らで主

導的に自主的にやりたいことが上がって

きたら、それに対して多少の補助をしなが

ら、自分らでお金から全てマンパワーから

段取りして頑張っていこう、そうやってま

ちを活性化していこうというような団体

のことに使われるお金だと私は認識して

います。これは、去年８４万円の予算で、

執行額が６７万円に対して倍くらいにふ

えています。もっともっとふやしていこう

という気持ちが多分おありだと思うんで

すけれども、その辺、ハードルが高いんじ

ゃないのかなと。その辺、もっともっとこ

ういう団体に、簡単に審査して通せばいい

っていうことを言ってるんじゃなくて、何

かもっともっとこの協働をいろんなとこ

ろで大きく、もっといろいろ団体があって

もいいんじゃないのかなと思ってるんで、

その辺の認識を教えていただければと思

います。 

 次に、市民課の葬儀会館の立体駐車場の
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ことなんですけど、先ほど答弁の中で立体

駐車場はメーンで、砂利が臨時っておっし

ゃられました。これも利用率がどのくらい

か。臨時というのは最終的には返すのかと

いうふうなことにもなります。その利用率

ですね。本当に先ほど自分が言いました、

あんまり使っているようには見えない。そ

れがメーンだというふうにおっしゃって

るんですが、メーンだったら、もっとそっ

ちに誘導して、砂利のほうに道路を取りつ

けるよりもメーンとして、地代を払ってい

る、それはメーンであれば、もっとそうい

うふうにするべきかなと思いますけれど

も、その辺の考え方を教えていただければ

と思います。 

 次、１７番、文化スポーツ課の総合型ク

ラブ支援事業。これは、総合型地域スポー

ツクラブのせっつブルーウィングスがメ

ーンでやられてると思います。この総合型

クラブ、せっつブルーウィングスができた

というのは私の認識では約２０年くらい

前に国が各市町村にそれぞれにそういう

団体をつくって、スポーツの振興をしよう

というふうにできたという認識で私はい

ます。それくらい国が後押ししようとする

ような団体、そういうふうな制度がありま

す。 

 一方で、摂津市には、私は余り詳しくは

わかりませんけれども、体育協会という位

置づけの団体があります。この体育協会も

摂津市のスポーツ振興にいろいろ携わら

れていて、いろいろ野球だとかソフトボー

ル等、いろいろな団体の上部組織というイ

メージがあります。 

 このせっつブルーウィングスと摂津市

体育協会との位置づけ、かかわり、それに

ついて教えていただければと思います。 

 次、１８番、体育施設維持管理事業。旧

味舌小学校跡地のところに体育館をつく

るというので、今、都市計画法で何か制限

にひっかかってるみたいですので、その制

限を今、整理してるとか、法令整備してる

とかあります。 

 まず、根本的にこの体育館の必要な意義

を教えていただければと思います。 

 次に、１９番、鳥飼なす。先ほどご丁寧

な答弁ありがとうございます。この鳥飼な

す、これは先ほど私は言いましたけど、や

っぱり本当に鳥飼なすというのはすごい

ブランドで、ほかにも工業製品で摂津優品

（すぐれもん）とかいろいろありますけれ

ども、鳥飼なす、摂津市の名物は、特産品

何っていったら私は鳥飼なすってすぐ答

えます。でも、言うほど鳥飼なすを食べて

いるのかっていったら食べてません。そこ

で、生産量はどれくらいなのかなと。逆に、

この鳥飼なすが爆発的に火がついたとし

て本当に生産量が追いつくのかなと。そう

いう心配もしながら、まず生産量と、そし

てよく地域では地域の活性化を考えたと

きにその地域の特産品とコラボして、地域

の活性化をするというふうによく聞きま

す。この鳥飼なすというのは、私は一番の

大事なものだと思ってるんで、商店街との

コラボ、要するにテーマを決めて、商店街

で鳥飼なすを全店で、どんな業種でも売る

んだとか、というようなテーマを決めたブ

ランド化、鳥飼なすを商店街でブランド化

をして販売促進、ひいては商店街の活性化

にならないかということについての見解

を教えていただければと思います。 

 次、２０番、観光あるき実行委員会の件

です。先ほど阪急沿線９市町の何とかとい

うふうなことよりも、一番自分は危惧して

いるのは、先ほども言いましたけども、こ

の決算概要に、この観光あるきという部分
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にしか観光という文字がないと思います。

でも、私が言いたいのは、一昨年、摂津市

の市勢要覧がつくられましたよね。これ、

すごい好評で、私、本当に自分のバイブル

みたいに好きなんです。本当にこれ見ると

摂津市本当にいいなと思います。その中に

も鳥飼なすがあります。いろんな景色があ

ります。きれいに新幹線車両基地や阪急正

雀工場が写ってます。これは観光にならな

いでしょうか。私はこれ一般質問でずっと

言い続けていることなんですけど、せっか

く民生常任委員になったんで、この観光に

ついての認識を教えていただければと思

います。 

 次、２１番、中小企業育成事業。これも

いろいろと説明をいただきました。自分が

ここで言いたいのは、この中小企業、よく

市長も言う、この摂津市には四千何社もの

事業所がある中小企業のまちだというフ

レーズをよく使われると思います。こんな

まちで、この中小企業育成補助金がたった

４５万７，６００円でいいのかなと。結局

は、中小企業を誘致することによって何を

求めるのか、やっぱり法人市民税だと思い

ます。平成２９年度は２６億円の法人税が

あったと思います。どれくらいこの中小企

業を育成して、ふやそうと思ってるのか、

そういうゴールライン、やっぱり大体大ざ

っぱでも１０％くらいはとにかくやりた

い。そのときに、そういう目標があるのに、

４５万７，６００円というのが多いか少な

いかわかりませんけれども、私は少ないよ

うに感じます。その辺の見解をお教えいた

だきたいと思います。 

 次、創業支援事業ですけれども、これも

基本的には同じ意図です。企業立地法、先

ほど光好委員の質疑でもあった、要するに

どうしたら摂津市に企業が来てくれるの

か。どうしたら新規のお店ができて活性化

してくれるか。そこがやっぱり一番知りた

いこと、一番摂津市民にとって必要なこと

だと思っています。セミナー５５人分の何

とか、販路拡大だとか、いろいろご説明い

ただきました。大事なことだと思います。

でも、本当に商工会も含めて、商工会にも

５８５万円くらいお金を入れてます。で、

この摂津市の産業どうなの。もっともっと

活性化する下地はあると思うんです。だか

ら、この金額が妥当なのかという見解じゃ

なく、どういうふうにしていって、この産

業を活性化していこうとお思いなのか、教

えていただければと思います。 

 次、２３番、商工業活性化対策事業補助

金ですけれども、これも商店街だとかにお

金を入れるハード、ソフトがあって、電気

代の補助とかっていいます。でも、これも

協働の部分のやつと一緒で、この間１０月

８日に音千祭というのが千里丘ことぶき

商店街を中心としてＪＲ千里丘駅の西口

でありました。そういうことなのかなと思

うんですけど、もっともっと先ほどの市民

公益活動補助金にしても、これにしても、

何かこの補助金、それはお金をばらまくと

いうことになるのでなるべく審査をきっ

ちりして、そういうふうに言われないよう

にというスタンスでなのかもわかりませ

んけれども、本当にこれは活用できている

のかなと。逆に言えば、これでこんな金額

じゃ全然足りないんじゃないのかなと思

いますけども、その辺の認識を教えていた

だければと思います。 

 最後に、２４番、地域就労支援。これも

一緒です。同じことになりますけれども、

これもハローワークという職業をあっせ

んする国がやっている機関があります。そ

の就労支援という部分とか、職業能力の開
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発だとかというのもわかりますけども、こ

の辺を一元化できないのかなと。セミナー

で講師を呼んでやる、それを全部一元化し

て、ハローワークだとかにやれば、全部の

職業訓練だとか、就職あっせんだとか、そ

ういうのはハローワーク。保健所の話はそ

ういう猫、犬、そういう関係は全部保健所、

というふうな感じにならないのかなと。 

 私は本当に民生常任委員になってまだ

間もないんでお許しいただきたいと思う

んですけど、そういうふうに摂津市が、市

の行政がここまで介入しなくてもいいん

じゃないかなというようなのを読んでて

そういうふうに感じるところが多いんで、

できる部分は餅は餅屋みたいな形で分担

してできないかなということで、これに対

しても見解をいただきたいと思います。 

 以上、２回目終わります。 

○森西正委員長 それでは答弁お願いし

ます。 

 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号１番、一般

就労に結びついている実績についてであ

りますけれども、障害者職業能力開発セン

ターで訓練を受けた後での一般就労への

実績につきましては、年度によって多少ば

らつきはございますけれども、大体８割か

ら９割の方が一般就労へつながっている

状況であります。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、質問番号

２番目の高齢者移送サービスと福祉タク

シーの一元化についてのご質問に答弁さ

せていただきます。 

 まず、現状としまして、高齢者移送サー

ビスの対象は一人で外出することが困難

で車椅子を利用する高齢者が、通院や公的

機関へ外出する際に、福祉車両で移送する

サービスを行うというものでございます。 

 具体的な対象者としましては、６５歳以

上であって、介護保険の要介護認定結果が

要支援１以上、そして外出時の移動が車椅

子によらなければならない方の全てに該

当される方が対象となっております。 

 一方、障害福祉課所管の福祉タクシーは、

在宅の身体障害者１、２級、または療育手

帳Ａ所持者に基本料金、初乗り運賃相当額

を助成する年間２４枚のタクシー利用券

を交付するというものでございます。 

 一元化するには、さまざまな課題を検証

していかなければならないと考えます。し

かしながら、やはり確かに交通弱者と言わ

れるのは高齢者であり障害者であると思

っております。委員がご指摘のとおり、サ

ービスを提供する人材、コストなどを含め

て、高齢者、障害者の外出支援について、

保健福祉部全体で今後研究していければ

と考えます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわります２回目のご質問にお答

えいたします。 

 ＣＳＷ、あるいは民生委員の個人情報の

紙媒体での取り扱いであったりとか、やり

とりというご質問であったかと思います。 

 民生委員につきましては、代表的なもの

としてひとり暮らし高齢者名簿などがご

ざいます。民生委員になられる際に、先ほ

ど個人情報に関しては守秘義務があると

いうことで答弁申し上げましたが、なられ

る際には個人情報の取り扱いについても

指針等設けられておりまして、それに基づ

いて研修なども受けていただいておりま

す。ここでは、むやみに台帳を持ち歩かな

いであったりとか、コピーしないであった

りとか、家族の目にも触れないように保管
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してくださいとか、そういったことが書か

れています。そういったものに基づいて管

理をされているということでございます。 

 ＣＳＷにつきましては、基本的に各ケー

スにつきましては、ケースファイルを整備

して、通常ですと鍵つきの保管庫などで管

理しているということでございます。ケー

スファイルに関しましては、基本的にはこ

れは外部には出るようなものではないと

思います。 

 双方の連携につきましては、基本的には

顔の見える関係というところでのやりと

りでございまして、双方気になることがご

ざいましたら、会ったとき、あるいは電話

で相談し合うとかいったことが中心にな

りますので、基本的に紙媒体でのやりとり

というのは余りないのかなというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、中川委員

の２回目のご質問２件につきまして、ご答

弁申し上げます。 

 まず、質問番号４番、ホームレス巡回相

談事業は市が行うべき事業なのか、国の責

務ではないのかというお尋ねでございま

す。 

 平成２７年４月に施行されました生活

困窮者自立支援法、ここにはホームレスを

含む生活困窮者を対象に包括的な支援を

実施するものであるというふうに規定さ

れております。もちろん生活困窮者自立支

援法に基づく事業は国、都道府県、市、一

体となって取り組むべき事業でございま

す。その趣旨を踏まえまして、大阪府が全

市町村と連携して大阪府市町村ホームレ

ス自立支援推進協議会を設立して、ホーム

レス対策に取り組んでいるということを

ご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、就労準備支援等事業。これ

についても、ハローワークとの事業一元化

ができるのではないかというお問いかと

存じます。 

 確かに現在、生活支援課としましてもハ

ローワークと連携して、職業あっせん、そ

ういった職業紹介を実施しているところ

ではございますが、ハローワークはご承知

のとおりあくまで職業の紹介に特化した

組織でございますので、先ほども光好委員

のご質問のときにご答弁させていただき

ましたとおり、生活支援課への主訴は経済

的困窮の方ですが、実際その背景に健康問

題、家族問題、借金の問題、さまざまな問

題を抱えている方がいらっしゃいます。ハ

ローワークでは健康問題や家族問題、そこ

までの相談には乗ってもらえません。摂津

市の自立支援相談員は、そういった相談者

の悩みにも親身に寄り添いながら、その方

それぞれの個別プランを作成しまして、ま

たその方のこれまで送ってきた人生に寄

り添うような伴走型支援、そういった形で

自立までの支援を行うということで、役割

に関しては全く別物であるというふうに

ご理解いただけたらと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかわります３点のご質問にお答え

いたします。 

 まず６番目の所有者不明猫避妊・去勢手

術費用助成金についてでございます。 

 平成２９年度の実績といたしまして、８

７件、４２万２，０００円の助成をいたし

ております。野良犬、野良猫に関する府市

の役割についてのご質問でございますけ

れども、野良犬に関しましては大阪府が捕
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獲したり、生息数の削減に努めておるとこ

ろでございますが、これは狂犬病予防法に

よるものでございます。 

 一方、野良猫に関する苦情とか相談につ

きましては、ふん尿とか鳴き声に対するも

の、生活に密着したものがその主なもので

ございます。そのため、市民により近い市

が担当するのが適当ではないかと考えて

おります。 

 続いて７番目の調査関係のご質問でご

ざいます。 

 各種環境調査につきましては、環境汚染

等の発生源が特定できるものにつきまし

ては、大気や水質の指導の権限を持ちます

大阪府が当然にして対応するものでござ

いますが、市といたしましても全般的な地

域の環境の状況の把握に努めることは必

要と考えておりますので、市のほうで調査

事業を実施しておるものでございます。 

 ８番目の環境教育に関するご質問です。 

 小学生に対するこれまでの取り組みで

ございますが、こちらは環境部全体として

取り組んでおりまして、例えば環境業務課

の職員による出前授業、それから環境セン

ターへの施設見学、それと先ほどご紹介し

ました、せっつこどもエコノートの取り組

み、あと、ごみ減量化環境絵画展、こうい

ったものを実施しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 質問番号９番、環境

業務課に係りますご質問にお答えいたし

ます。 

 パッカー車への収集作業員の乗車の件

についてでございますが、本委託につきま

しては平成２８年度から平成３２年度ま

での５年間の委託契約を行っております。

入札時におきましては、収集時につきまし

ては２名以上で行うものとするというこ

とを伝えてございます。そのため、乗車人

数につきましては具体的な指示はしては

おりません。 

 委託料につきましては、多くは人件費、

車両の維持管理費に当てられていると考

えられますことから、一般的に３名乗車を

指定すれば現状より委託料が大幅に上昇

すると考えられますが、具体的に２名乗車、

３名乗車につきましての委託料の比較等

はしてはおりません。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、１０番、環

境センターの長期的なビジョンと行政の

スタンスについて、ご答弁申し上げます。 

 環境センターの焼却炉は軀体を含めて

施設の耐用年限は平成４０年度となって

おります。こうした状況の中、平成４０年

度まで施設の維持を行うには、日々の維持

管理に加えて、平成４０年度まで活用でき

るよう改修工事を追加して行っていかな

ければなりません。平成４０年度までの修

繕総費用は整備計画を立て、長期的なビジ

ョンで試算を行っております。費用は、平

成２９年度から平成４０年度までの１２

年間で、３９億７，９８０万円、年平均で

見ますと毎年３億３，１５９万円を試算し

ております。 

 こうした状況の中、平成４０年度まで使

用できるように多額の費用をかけること

は人口の減少が見込まれることを踏まえ

ますと、効果的な取り組みとは言えないの

ではないかと考えております。 

 国や府は、１自治体１焼却場では自治体

の負担も多いことから広域処理を推進し

ております。本市といたしましても時代の

流れを読み取り、平成２３年度より茨木市
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とのごみ処理の広域化の勉強会をスター

トし、平成２７年５月からは広域ごみ処理

連絡調整会議を立ち上げ、多くの課題を鋭

意協議しているところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課のほう

にかかわりますご質問にご答弁させてい

ただきます。 

 決算概要４８ページ、蚌埠市との交流に

ついてでございます。平成８年以前はとい

うことでお問いかと思います。 

 蚌埠市の行政訪問団の状況としまして

は、先ほど申しました平成８年度を最後に、

それまで友好都市を締結してから５回行

き来しております。また、蚌埠市への民間

訪問団の状況としましては、平成２４年度

が最終になりますけれども、延べ１６回訪

問をしている状況がございます。また、蚌

埠市から摂津市のほうに訪問団受け入れ

の状況でございますが、これも平成２４年

度が最後になりますけれども、２７回蚌埠

市のほうから来ていただいているような

状況がございます。 

 それから、決算概要５４ページ、フォル

テ３０１、３０３の利用稼働率等について

ご答弁させていただきます。 

 平成２９年度の利用件数は４８７件、利

用人数は５，８５２人、稼働率は２２．６％

という形になってございます。 

 サービスコーナーの利用についてでご

ざいますが、サービスコーナーは平成２９

年３月末で廃止され、現状もまだそのまま

になってございます。ただ、今後はできま

したら全体の市の施策との絡みもありま

すが、市民ルームとして活用させていただ

ければということで動いていきたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、質問番号１３番、決算概要

の５４ページ、正雀市民ルームに関連する

質問で、これも稼働率はというお問いでご

ざいますが、平成２９年度利用件数は２，

０５２件、利用者数は２万５，０１９人、

稼働率は３８．１％という形になってござ

います。 

 続きまして、決算概要５６ページ、コミ

ュニティプラザの管理委託に関連しまし

て、コミュニティプラザについての課題等

ということでのお問いでございます。 

 コミュニティプラザにつきましては、市

民の交流と多様な活動の場を提供という

ことで設置目的にうたってございまして、

平成２９年度、件数にして１万６３３件、

人数は１２万７，６６５人、稼働率は４６．

６％ということで、この目的は一定達成で

きているのではないかというふうに考え

てございます。ただ、先ほどのコミュニテ

ィセンターとも一緒になるんですけれど

も、活力ある地域社会の形成に寄与すると

いうことも目的に入っておりまして、現在、

ご承知かとは思いますけど、夕涼み会、ク

リスマスバル等と地域の商店街、地域の自

治会等と連携して事業を進めているとこ

ろではございますが、今後さらに地域の

方々、またコミュニティプラザの利用団体

の方々と協力して、地域社会の形成に努め

ていくことが大きな課題かなというふう

に認識しているところでございます。 

 また、決算概要の５６ページ、市民公益

活動補助金に関してでございます。 

 まさに先ほど委員がおっしゃられます

ように、協働推進の大きな柱というふうに

考えております。これも委員がおっしゃっ

ておられたんですけれども、補助金を交付

する団体について、もっと増やしてはとい

うことと、やはり補助金としては、これも
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本当に貴重な予算からこちらのほうに使

わせていただくものですから、やはり一定

のハードルは設けていく必要性は感じて

いるところでございます。 

 ただ、この事業も始めまして数年たって

おりますので、過去に利用していただいた

団体には今、アンケート調査をとらせてい

ただいているところでございまして、また、

そのような調査の結果等踏まえて、できる

範囲で補助金の制度見直し等も考えてい

きたいというふうに思っていますのと、や

はり今後ではございますが先ほどのＮＰ

Ｏ法人じゃございませんけれども、市民活

動団体を増やしていかないと、やはり団体

の補助金を使っていただくことにもつな

がってまいりませんので、そこら辺の課題

も考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、質問番号１６

番、葬儀会館の立体駐車場の件でございま

す。 

 メーンといいますのは、位置づけとしま

しては立体駐車場がメモリアルホールの

主たる駐車場でございますが、現状の運用

としましては西側道路が開通されてから

は、砂利のところの南側駐車場にアクセス

のよさからそちらを中心にご案内させて

いただいている状況でございます。 

 立体駐車場の利用率につきましては、指

定管理者からそこまで報告が上がってお

りませんので、市としては把握しておりま

せんが、会葬者が１００人を超える葬儀、

私たちは大型葬儀と言うんですけれども、

１００人を超える大型葬儀につきまして

は大体月に１件から３件ほどございます。

必ずしも会葬者数と駐車場の台数が一致

するとは限りませんけれども、少なくとも

大体それくらいは立体駐車場の利用はあ

るものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２回目の質問にお

答えいたします。 

 まず、総合型クラブ支援事業のところで、

摂津市体育協会とＮＰＯ法人せっつブル

ーウィングスとのかかわりということで

ございました。 

 まず、摂津市体育協会のほうですけれど

も、こちらは市内で活動している競技スポ

ーツを愛好されている団体、連盟で構成を

されている社会教育団体ということでご

ざいます。こちらのほうは平成２９年度で

は１８連盟が加盟されておられました。市

からは市長杯の総合スポーツ大会の運営

なども委託させていただいている団体で

ございます。 

 平成３０年度からは、ＮＰＯ法人せっつ

ブルーウィングスも摂津市体育協会に加

盟をされまして、スポーツ振興に向けてス

ポーツ教室の運営等にそれぞれの連盟と

ＮＰＯ法人せっつブルーウィングスと一

緒に協力をして、スポーツ振興を担ってい

ただいているというところでございます。 

 次に、旧味舌小学校跡地の体育館建設に

関して、こちらに建設をする必要な意義を

という質問でございました。 

 こちらに関しましては、もともと旧味舌

小学校が開校していた当時は、学校の体育

施設としてこの体育館、運動場というのは

市民に開放されていたという状況がござ

いました。その後、旧味舌スポーツセンタ

ーですけれども、スポーツ施設として開設

しておりましたが、先ほど申し上げました
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都市計画法に定める用途地域の関係で、そ

ちらのスポーツ施設としては使えないと

いうことで一旦閉じる形となっておりま

す。しかし、安威川以北の地域におきまし

ては、この旧味舌小学校の体育館、かつて

は市民体育館、味舌体育館など複数の体育

館が稼働しておりましたけれども、それぞ

れ閉館ということがありまして、現在では

正雀体育館のみが稼働しているような状

況でございます。 

 そういったことも考えまして、スポーツ

施設としてこの地域にやはり体育館とい

うのが必要であると考えておりますし、公

共施設としての避難所としての機能を有

した部分についても求められていると考

えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、鳥飼

なすにかかわります２回目のご質問のう

ち、生産量に関する部分のご答弁を申し上

げます。 

 こちらのほうは摂津市のほうから栽培

の委託を行っております農業振興会の生

産量の数字をご報告させていただきます。

平成２９年度、昨年度は生なすが約１，８

００個、そしてお漬物が約６，８００個と

なっております。 

 以上です。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります６点のご質問についてお

答えさせていただきたいと思います。 

 １９番目としての鳥飼なすの商店街等

でのコラボができないかというようなご

質問でございますが、実際、鳥飼なすを使

った肉まんやあめなどをつくっていただ

いている現状はございます。また多分今年

度ですけれども春巻き等もつくっていた

だいて、鳥飼なすを使った製品に関しては

いろいろと工夫していただいている事業

所がございますので、そちらのほうが積極

的に販売等をされていただいております。

ただ、商店街が一体としてというところま

では至ってはいないですが、まずはその販

売等で一定鳥飼なすの製品に関しての定

着を図っていくのが今の現状ではないの

かと考えておる状況でございます。 

 次に、観光あるきのことに関して、観光

についてどのような認識をしているのか

というご答弁でございますが、委員がおっ

しゃるように摂津市内にも観光に関して

の資源に関しては多くの観光資源がある

のではないのかなと考えております。実際、

観光あるきのガイドツアーのコースで１

コースで６ポイント、大体２０ポイントく

らい回らせていただいて、市内の観光資源

の魅力を伝えておる現状でございます。 

 しかしながら、多くの観光資源のある場

所に関しましては、駐車場のスペースが非

常に少なかったり、入るに当たっての道路

が非常に狭い部分が多ございますので、歩

いて回ることはできますが、バス等での利

用がなかなか現状としては困難な現状が

あるのではないのかなと認識をしておる

状況でございます。 

 これらのことから、まず今後も観光ある

きの実行委員会等に参加する形、市内の観

光資源の魅力を発信し、観光施策に努めて

まいりたいと考えておる状況でございま

す。 

 次に、２１番目、中小企業育成補助金が

４５万７，６００円ということで非常に少

ないのではないかと、中小企業をふやした

り支援するに当たっては、もっと施策なり

支援が必要ではないのかなというご質問
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かと思うんですけれども、中小企業の施策

はまずは企業の方々がどういうふうに事

業を行っていくのか、非常に多岐にわたっ

ております。そういう事業を行うに当たっ

ての支援として、貸し付けの制度の中小企

業金融対策事業をさせていただいておる

状況でございまして、非常に金利が低い形

で貸し付けをさせていただいて、完済時に

は保証料に関しては３０万円上限に全額

を補助、また利子に関しても２分の１補助

をさせていただくということで中小企業

の支援をさせていただいておると考えて

おる状況でございます。また、今回、こう

いう形で中小企業のより積極的な育成と

いう形での補助金で、今回、中小企業育成

補助ということをさせていただいておる

ことにご理解いただければと思っており

ます。 

 次に、創業支援事業に関してでございま

すが、創業支援に関しましては、摂津市だ

けではなくて、金融機関等も創業支援の事

業を独自で行っておるという状況ではご

ざいますが、金融機関等だけではなく、市

も直接、市内に事業所をということで、今

回、こういう形で創業支援をさせていただ

いておるということでございます。 

 ただ、おっしゃるようにそれがなかなか

実情として、相談等受けていただく方とか

はそれなりにおられますけれども、なかな

か創業に至るという方は残念ながら市が

把握している内容としては平成２９年度、

この創業支援の補助が５名の方だけとい

うことで、なかなか補助で創業までに至る

方ということはそれほどは多くないとい

うような現状はございますが、多くの金融

機関等もやっておるという現状ですので、

よりどういう形で市としてかかわってい

くのがいいのかというのは、今後また研究

してまいりたいと考えております。 

 商店街に関しての補助事業ということ

で、委員もおっしゃっていただいていたよ

うに音千祭の中で商工会の方が新しいソ

フトドリンクを開発されて、その提供があ

ったかと思うんですけれども、そういう事

業に関して補助させていただいたりして

おります。まずはやっぱり事業所の方や商

店街の方々が行っておるという事業の中

にお手伝いするというスタンスが市の方

向性ではないのか、機会を捉えてより事業

のお手伝いしていければと考えておる状

況でございます。 

 あと、地域就労支援事業に関しては、ハ

ローワークとの一元化ができないかとい

うようなお話でございますが、事業を進め

るに当たってはハローワークや関係機関

がもちろん入って進めさせていただいて

おるんでございますが、やはり地域ごとに

さまざまな事情がございますので、より身

近な地域でという流れで就労の支援のほ

うも行っていく現状になっておりますの

で、この職業能力開発事業の講座等も各市

工夫を凝らしてさせていただいておる状

況でございますし、このマッチング、雇

用・就労創出事業の中で就職フェアや障害

者の就職フェア等に関しましても、非常に

摂津市の場合は多くの方に来ていただい

て、就労、就職につながっておるという状

況でございますので、なかなかハローワー

クという形でもやっていただいてはおり

ますけれども、身近なところでいう形で就

労支援事業等させていただくという現状

になっております。 

○森西正委員長 これで一通り。以上にな

ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 
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 それでは、３回目の質問をさせていただ

きます。 

 まず１番、障害者職業能力センターの件

で、せっつくすのきを巣立って、一般の就

業につかれる方が８割か９割くらいいら

っしゃると、本当にすごいことだなと、い

いことだなと。摂津市にはよくテレビとか

新聞・雑誌で取り上げられて、私が知って

る限りはダイキンサンライズとか、本当に

いい取り組みしてるなと。それは摂津市は

本当に先進的に障害者雇用というのを進

めているんだなと。私らも議員をさせてい

ただいてたら誇らしく思います。こういう

いいことがあるんであれば、もっとこうい

うことをＰＲしてってほしいなという中

で、今度お聞きしたいのは、今、一番最初

の答弁の中で身体的、あと知的、そういう

障害者の方はそういうふうな形でいろい

ろ教育、能力開発、そういう研修とか受け

たら、それなりに就業につながる。でもも

う一つ、精神障害をお持ちの方の仕事、就

労、そういうのは厳しいような話も聞きま

す。今、行政として精神障害をお持ちにな

る方についての取り組みなり、方向性をお

聞かせいただければと思います。 

 ２番、高齢者移送サービスの件ですけど、

お話は本当にわかります。サービスだとか

目的だとか条件が違うのはわかるんです

けど、扶助費や、こういう介護・福祉・医

療、もう絶対にふえていくのは目に見えて

ますよね。だからこういうことで要るから

要るんだという論をしていたら絶対に変

わらないと思うんです。だから統一して、

何か削れること、皆さん、本当にいろんな

知識、経験をお持ちですので、逆に私が考

える、何とかこの福祉の扶助費を抑えられ

ないかなという稚拙な質問、稚拙な考えで

あれですけども、ドライバーをとにかくボ

ランティアでやると、何とか抑えられない

かな。そんな単純なことですけれども、一

つにまとめることによって効率化されて

一元化ができたら、何とかならないかな。

ここはこの二つしか取り上げてませんけ

れども、どこかいろいろ移送サービスなり

というのはこれから絶対に独居老人の問

題も含めて出てきます。だからこそこれは

何とか考えていただきたいなということ

をこれは要望しておきます。 

 次に、３番、コミュニティソーシャルワ

ーク事業のことですけれども、今、台帳が

あるというふうな話、その台帳をどういう

ふうに管理されているかなということを

一番、当然守秘義務とかというのはもちろ

んあるとは思うんですけれども、自分がこ

れに関して思うのは、私も消防団入らせて

いただいてますけど、消防団もそういうふ

うに地域の見回りとかというのに、どこど

こに誰々が、そういう情報、また、自治会

でも、いろいろ押し売りで変なもの買わな

いようにとか、そういうのが、独居老人の

方が買わないようにとか、そういうのでア

ナウンス、啓発に回る、そのときに、こう

いう民生委員だとか、ＣＳＷがやっている

情報というのは共有できないものかどう

か。こういうふうに共有することによって、

なお一層、それこそ個人情報の宝庫になり

ますけれども、その個人情報が、きっちり

とその方はこういう人なんだというふう

にわかる、そうすれば、もっときめ細かい

対応、災害時にしても対応ができるんじゃ

ないかと。だから、その情報は、民生委員、

ＣＳＷだけが持っている情報、それぞれ役

割はあると思いますけども、さらに一元化

したほうがいいんじゃないかなと思うこ

とに関してのお答えをいただければと思

います。 
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 ４番、ホームレス巡回相談事業、これも

わかりました。生活支援ということを目的

に、最終的な包括的な支援、そういう制度

があるんですよね。その制度に準じてやら

れているとは思うんですけど、でも、これ

も一緒なんです。結局、やることによって、

お金はって考えた場合、本当に、この大阪

府が率先しているんだったら、府からお金

がきっちりとこの事業をやってください、

してくださいということで、人員とお金を

くれているのかどうか、そんなことは絶対

にないと思うんで、そういうんだったら、

もう大阪府でやってくださいよと思うん

です。これも答えのない質問になりますけ

れども、ぜひ、この何でも大阪府からきた

ものをこれでやってくださいよ、と。次に、

まだありますけど、環境の話もそうですけ

ど、はいはいって言っていてやって、その

とおり、きっちりとお金と人数と、職員何

人でこれだけの事業ができるっていう明

確なかたちでおりてくるんだったらいい

ですけど、何でもなんらかの交付金の一部

に入ってくるというと、行政は幾らたって

も経費が減っていかないように私は感じ

ます。これも、ちょっとその辺を考えてい

ただきたいことを要望しておきます。 

 次、５番、就労準備支援等事業負担金で

す。 

 これもハローワークとのすみ分けとか、

いろいろあります。役割があるのはわかり

ます。でも、本当にもう全部私が感じる、

本当に何か一元化できればいいのにな、こ

れ市の仕事じゃないのになということが

多いんで、そういう質問を自分なりに集め

て、今回質問をさせていただいていると思

います。 

 この就労準備支援にも、例えば健康問題

については、全然相談に乗ってもらえない、

そんな話だったら、私だったら嫌だなって。

全部を一体として、窓口を一本化。これは

こっち、あっちっていう、それが本当に今

の行政、やっぱり縦割りだなというふうに

思ってしまう一番のポイントだと思うん

です。 

 やっぱりハローワーク、みんなは必死の

思いで行きます。いろんな思いを持ってい

ます。だったら、そこで一元的に、これは

健康問題は知らない、じゃあ市役所へ行っ

てよっていうような答弁に、ごめんなさい、

聞こえました。それじゃあ、やっぱり本当

に市民のため、本当に困っている人のため

になるのかなと思います。だから、それは、

ぜひ何とかしてほしいなと。だから、もう

一回、この健康問題とか、これはできない、

できるじゃなくて、一体になって、国にも

要請なり、大阪府に一体でできることだと

思います。もう一度だけこれ見解を教えて

ください。 

 次、環境政策課の猫の避妊・去勢です。

８７件、わかりました。市が一番身近に苦

情が来るということで、妥当性はわかりま

した。これも一緒なんです。逆にこれもお

聞きしたいんですけど、これにかかわる、

じゃあ、職員数何人要るんだと。これにか

かわってやることによって、本当に非効率

じゃないか。先ほど、副市長が大きな総論

の中で、効率的なことは決算でしっかり議

論して、非効率なところは改善して、次の

予算に生かす、まさにそういうふうな形で、

何か非効率に思えてなりません。別にこれ

ももう質問はしません。要望にしますけれ

ども、これも何とか保健所と連携してとい

うよりは、もう保健所の仕事だと思うんで、

何とかしてほしいなと、思いだけお伝えし

ておきます。 

 次の７番、河川等の水質調査事業、これ
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もそうです。本当にどれだけの人数がこれ

に携わっているのか、河川等の水質調査、

酸性雨の問題、環境騒音等、市民の皆さん

も当然いろいろ関心事はあります。でも性

急に関心があるというよりは、何かあった

ときにどういうふうな対応をするのか。水

質が悪くなりました。じゃあ、すぐにホー

ムページに流すのか、その辺の対応、酸性

雨にしても、騒音がもうこの辺はすごい大

きくなった。じゃあ、どういうふうに対応

するのか、この対応について、お教えいた

だければと思います。 

 次、８番、環境教育学習事業の件ですけ

れども、いろいろ今お話しいただきました。

じゃあ、具体的に何かテーマを設けて、例

えば、私もニュースのかじり読みですけれ

ども、海外ではプラスチックのストローは

だめだとかいうような話もあります。そう

いうふうに、何か一つ、摂津市独自でもい

いです。何かこの教育に関して、子どもた

ちにこれを摂津市では守ろうよ、これをす

ることによって、こんなに環境への負荷が

減って、いいまち、優しいまちになるんだ

よと、何かそういうテーマとか、具体的に、

環境家計簿とか、いろいろありますが、そ

ういうところは総論だと思います。何か一

つテーマを持ってとかいうことがあるの

かないのか、教えていただければと思いま

す。 

 次、ごみの収集処理事業です。 

 いろいろお金が、委託料でお金が出ない

ということで、結局、副市長にお答えいた

だきたいんですけど、これどう収集するっ

ていうんですか。２名以上だったらいい、

だったら２名にしたらいい、私はそう思っ

ているほうです。３名と比べ、２名だった

ら時間がかかる。だったら、その分はこれ

だけ時間が２名だったらコストダウンす

る、そのコストで削減したものをそっちに

回す、そういう論も出てくると思います。

この辺の考え方、別に２名がいいと言って

いるわけじゃないんです。もう２名だった

ら２名で統一する、その見解、方向性で。 

 話が全然違うんですけど、この間議会で

交通事故の問題がありました。環境センタ

ーでは無線を使われると思います。くれぐ

れも無線を運転者がしないように、それだ

けちょっとごめんなさい。言っておきたい

と思います。 

 ですので、この環境業務課のドライバー

の問題、３名か２名、いろいろコストの問

題等あると思います。最後に、副市長に見

解をいただければと思います。 

 １０番、環境センターの修繕料、これに

ついては理解しました。 

 １２年間で約３９億円、年大体３億３，

０００万円、すごいことです。本当に３億

円、こんなに財政収入が厳しい中で、３億

３，０００万円幾らも毎年毎年使うことい

うことは本当に大変なことです。だからこ

そ、一刻も早く、その市民のニーズ、あと

茨木市との広域連携、もっと広域連携の今

の現状、試算数を細かくお聞きしたいとは

思いますけれども、これは要望としておき

ます。 

 とにかく早くニーズをとらえ、お金がか

かることですんで、しっかりと協議を進め

ていってもらいたい。それが一番です。も

う効率が悪いのが一番大変なことだと思

いますんで、ぜひ、広域連携を進めるなり、

方向性をきっちりと出して、次の新しい焼

却炉をつくらないんだったらつくらない、

例えば、神崎川の前には、大きな大阪市の

焼却工場がありますよね。あれいつも見る

とき、引き受けてくれたら、変な言い方し

たら、焼却炉、要らないのにな、茨木市と
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半々にしたらいいな、ごめんなさい。本当

に稚拙な言葉であれですけれども、そう思

います。だからこそ、先ほど答弁にもあり

ました１市町村に全部なくても、広域行政

を進めていると言うんだったら、国の力を

借りてでも、そういうふうな方向、スタイ

ルでどんどん進めていってほしいという

ことを要望しておきます。 

 次、中国蚌埠市との交流、これは、いろ

いろ今、答弁をいただきました。ありがと

うございます。この姉妹都市の意義という

のは、回数として、行った、行かない、そ

れも大事だと思います。 

 そこで、今、摂津市の学力の話なんです

けど、やっぱり学力がちょっと低下してい

る。その中でも英語教育、それも余り芳し

くないと。その中で、せっかく友好都市で

あれば、蚌埠市だとか、そういうもう一つ

言えば、バンダーバーグ。蚌埠市は中国語

で、バンダーバーグは英語になりますが、

そういう中で、人事交流、自分がお話した

いのは、その友好都市とは人事交流、そう

いう職員の交流をすることによって、今一

番大事なのはグローバル化、私、グローバ

ル化という言葉が好きっていったらあれ

ですけど、絶対にこれからは、もうそうい

うふうな世界になると思います。だからこ

そ、そういう人事交流、職員の交流、そう

いうのができないのか、教えていただけれ

ばと思います。 

 １２番、市民ルームフォルテ管理事業、

今、利用率聞きました。２２．６％という

よりは、それよりも、私の肌感覚でいうと、

本当に利用している回数が少ないんじゃ

ないのか、本当に使われているのかなとい

うふうに感じるんで、もったいないなとい

うふうに思います。でも、きっちりとそれ

が必要だと、サービスコーナーも、これか

ら大きな施策の中の一部として考えてい

きたいということも当然わかります。じゃ

あ、今後、今いろいろ問題はあるでしょう

けれども、このフォルテ管理事業、どうい

う方向性で、どういうふうに持っていこう

とお思いなのか、教えていただければと思

います。 

 次に、正雀市民ルーム管理事業、これは

わかりました。とにかく文化の発信という

のはすごい大事なことだと思います。です

ので、文化の発信をしていっていただきた

いと、指定管理者だけが決めることじゃな

く、市が主導して、この利用率アップもそ

うですけども、頑張っていっていただきた

いと思います。 

 １４番、コミュニティプラザ管理委託料、

これの問題点という形でいろいろ聞きま

したけれども、４６．６％、このコミュニ

ティプラザ、私も何回かよく使わせてもら

ったり、行かせていただくんですけど、さ

らに利用率をアップするには、今コミュニ

ティプラザが抱えている問題、例えば、音

楽、今、音の問題どうなっているんでしょ

うか。今、音楽、音の鳴るものは、文化ホ

ールでしてください。こっちは違いますと

いうスタンスなのか、使える楽器というの

も限られていると思います。それはきっち

りと約款、規定に書いてあるのか、だから

使いにくいのか。そういう、あとは火です

ね。イベントするには、いろいろ火を使う、

今、火気はだめというのは、当然、イメー

ジ的にわかります。でも、消防のほうに聞

くと、きっちりと火気を使用するときには、

消防設備というか、その消火器なり、そう

いうのを出せば別に問題ないというよう

な見解も聞いたことがあります。 

 だから、そういうことを改善して、もっ

と市民側で使う立場になって改善すれば、
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このコミュニティプラザの稼働率という

のも、さらに飛躍的にアップするような気

がします。それに対しての見解を教えてく

ださい。 

 市民公益活動の補助金については、しっ

かりした精査が大事だと、簡単にふやそう

というのではなく、もう、そのとおりです。

もうそれをどうのこうのふやしてという

ことじゃなく、これはしっかりと精査して

いただき、協働のまちづくりの一番の柱、

やっぱり市民が立ち上げた、そういうイベ

ントなり団体、それをもっともっと支援し

ていって、いいまちにしてもらいたいこと

を要望しておきます。 

 １６番、葬儀会館管理運営事業、先ほど

いろいろご答弁いただきました。指定管理

だから利用率がわからない、そんな感じで

いいんでしょうか。というより、逆に、今

かなりメモリアルホールを使われている

と思います。 

 くどいですけど、メーンと臨時というお

言葉に食いつくわけじゃないですけど、や

っぱりこれからは、舗装をしていないとこ

ろを使うんであれば、水たまりとかで舗装

してほしいという話も何回か聞きました。

舗装して、そっちをメーンに、臨時のとこ

ろをメーンにして、そっちの別府小学校の

隣りの立体駐車場について、何か方向性が

あるのか、教えていただければと思います。 

 次に、総合型クラブの支援事業、これは、

先ほどご答弁の中で、体育協会にブルーウ

ィングスも入られましたという答弁があ

ったと思います。ということは、摂津市体

育協会の下のブルーウィングスという位

置づけに当然なると思います。 

 総合型クラブというのは、摂津市のスポ

ーツ一つ一つをどうこうじゃなく、総合型

ですから、それが体育協会の一団体、野球

と一緒の同列に並ぶのが果たしていいこ

となのかなと単純に思います。それに対し

ての見解を教えてください。 

 １８番、体育施設維持管理事業ですけれ

ども、これ体育館、具体的にデータとして、

本当にニーズがあるのかないのか、当然、

地域の人は欲しいです。ただ、いろんなと

ころが体育館を欲しいと思います。 

 今、市長が、去年ですか、方針を出した

総合体育館を鳥飼のスポーツ広場につく

ろうと、いろんなデータ、いろんなアンケ

ートをとられていると思います。これに対

して、どういう判断でこれが必要になった

のか、今は、正雀市民体育館が一つだけだ

から、市民のためにつくろう、それはあり

がたい話です、市民にとっては。でも、何

か基準というのがあれば、それを教えてい

ただければと思います。 

 １９番、鳥飼なすの保存奨励、これわか

りました。ありがとうございます。 

 ２０番、観光あるきの件です。 

 この観光あるきというよりは、観光、も

う何遍もくどいですけれども、摂津市の本

当に財産なんです。財産がいっぱいあるん

です。その財産、これをしゃべり出したら

ちょっと長くなるんで、簡潔に言いますけ

れども、観光というフレーズは摂津市には

あるんです。道路が狭いとか、駐車場がな

い、それは整備して、動線を考えればいい

話なんです。それを整備して、多くの人に

来てもらって、お金をおとしてもらって、

プラスになれば、こんないい話ないと思い

ませんか。私は、そっちの考えなんです。

だからこそ、観光という言葉を、キーワー

ドをもっと大事にしてほしい。もうそれだ

け、要望として言っておきます。 

 中小企業育成の話はわかりました。とに

かく活性化して、摂津市は、よく市長がお
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っしゃるように産業都市なんです。この産

業を生かせば税収が上がる、単純に私はそ

ういうふうな考えですけれども、そういう

ふうにならなきゃいけないと思います。こ

れから歳入はどんどんどんどん減ってい

く、扶助費がふえます。その中で、企業が

どうしたらふえるのか、そういう中小企業

の方々に頑張っていただく、それの支援と

いうのは大事なことなんで、これも要望し

ておきます。 

 創業支援委託料、これも一緒です。もう

とにかく、摂津市で店を開きたいな、やり

たいなという方を、心の底からというか、

本当に支援していただきたい。それは商工

会の仕事だからとかじゃなく、一体となっ

て、当然、今もされてます。されてないと

言っているんじゃないです。もっと手厚く

すれば、それはお金がかかるのもわかりま

すが方法論があると思います。皆さんの知

恵を集結して、本当に何かしてほしいんで

す。こんなに産業の都市、産業の都市と言

っているんですから、何とかなると思いま

すんで、よろしくお願いします。これも要

望です。 

 商工業活性化対策補助金、これもわかり

ました。これも頑張ってほしいと思います。 

 ２４番、地域就労支援事業、これも、ハ

ローワークとの一元化、ごめんなさい。簡

単にできないのはわかります。でも、私の

考えは、もうもちろん、職業あっせんと困

っている悩み相談、それは一元化するのが、

一番市民のためになると私は信じていま

す。そういうふうな気持ちで取り組んで、

改善して、何でも受ければ、やっぱりお金

は出ていきます。ですので、その辺を考え

ていただきたいことを要望しておきます。 

 以上で３回目終わります。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後４時５２分 休憩） 

（午後４時５３分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 答弁求めます。 

 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号１番、精神

障害者の就労に関する取り組みや方向性

についてでございますけれども、現在、精

神障害者の方が就労を希望するケースと

いうのがふえております。一般就労や就労

系の障害福祉サービスに結びついている

方もふえております。 

 ただ、課題といたしましては、やはり、

精神障害者が就労に向けて訓練する事業

所が少ないといったことがございます。 

 １回目の答弁でも申し上げましたよう

に、ふれあいの里内にあります障害者職業

能力開発センター、こちらにつきましては、

現在、身体障害者と知的障害者のみが対象

となっております。 

 今後は、精神障害者の就労支援が必要で

あるというふうに感じているところであ

りますので、障害福祉サービス事業所等と

ともに、検討をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわります３回目のご質問にお答

えいたします。 

 ＣＳＷとか民生委員がお持ちの情報、こ

ういったものを一元化すれば、より効率的

ではないかというご質問であったと思い

ます。情報に関しては、確かに一元化すれ

ば効率性は上がるのかなとは思います。た

だ、やはりその分リスクも背負わないとい

けないということでございます。 

 先ほど来、マイナンバーなどの話もござ

いましたけども、やはり、これも利便性と
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リスクという部分で、やはり国民の間でも

議論があるかと思います。 

 そういった中で、民生委員が持ってらっ

しゃる情報、あるいはＣＳＷの情報という

のは、かなりそのご家庭の込み入った事情

等も把握しておられますので、こういった

情報につきましては、やはり取り扱いにつ

いては、かなり慎重にならざるを得ないの

かなと。情報の質によっては、やはり分散

して持つということのほうが、一定効率性

もあるのかなというふうに考えておりま

す。 

 その一方で、ひとり暮らし高齢者登録と

いうのは、市でも名簿を管理しております。

また、今般の震災等で問題になりました災

害時要援護者台帳なども活用が今後求め

られるところでございます。 

 こういった情報につきましては、法令、

あるいは個人情報、公開することのメリッ

ト、そういったものを勘案しながら、活用

について考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、中川委員

の３回目のご質問にご答弁させていただ

きます。 

 もちろん、ハローワークと申しますのは、

職業紹介事業を始め、就労支援に関する支

援制度が準備されておりますので、生活困

窮者自立相談支援窓口といたしましては、

就労支援に関する重要な連携先であると

いうふうには考えております。 

 ただし、先ほども申しましたように、ハ

ローワークで生活困窮者の抱える課題を

全て対応できるわけではございませんし、

そもそも対象としている方が、単にハロー

ワークを紹介する、通わせるだけでは、有

効な支援とは言えない、例えば就労経験が

少ない、あるいはずっとひきこもりを続け

ていたという、そういった社会参加まで至

らない方を就労準備支援等事業で対象と

しております。 

 そういった方々に、就職活動前の社会参

加に向けた各種訓練ですね、セミナー参加

等、そういった経験を積んでいただき、そ

れらある程度、そういう社会参加のための

能力を得た時点で、自治体とハローワーク

が一体となって、就労支援、一般就労に結

びつけていくというようなプロセスを踏

んでいっているわけです。 

 ということで、もちろん、委員がおっし

ゃいますように、一つの機関で全ての課題

が解決できれば、それにこしたことはない

かもしれませんが、現状、先ほど委員が、

餅は餅屋とおっしゃいましたが、逆に言え

ば、社会参加のための経験を積んでいく訓

練は専門家である困窮者自立支援相談窓

口がその役割を担う、そして、一般就労に

関してはハローワークが担うということ

で、現在のそういう連携体制は、非常に有

効的な体制として機能できているのでは

ないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかわる質問にお答えいたします。 

 ７番目の環境悪化への対応でございま

す。 

 先ほどもご答弁申し上げましたが、発生

源の特定できるものにつきましては、大気、

水質に関するものは、権限を持つ大阪府が、

騒音や振動に関するものについては市が、

環境汚染の解消に向けて対応しておりま

す。 

 また、環境測定結果につきましては、摂
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津市の環境という形で、ホームページへ掲

載し、市民周知を図っております。 

 続いて、８番目の環境教育に関するご質

問でございます。 

 環境教育について、テーマとして特段掲

げているものはございませんが、キーワー

ドを挙げさせていただけば、地球温暖化防

止ということになろうかと思います。 

 せっつこどもエコノートでは、エネルギ

ー排出量の削減、出前授業や環境センター

の見学につきましては、ごみの分別やリサ

イクルについて学んでもらっております。

そういったことに取り組むことで、地球温

暖化の防止につなげたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、ごみ収集車の３

人乗車について、私のほうから答弁させて

いただきます。 

 先ほど、環境業務課長のほうから答弁あ

りましたように、昭和６２年に当時の労働

省が通知を発しております。ごみ収集車に

係る安全管理要綱で、収集作業における安

全対策として、収集作業は必ず２名以上と

するとされていることから、収集作業員２

名と別に運転手１名の計３名乗車の考え

方としております。 

 これは、過去、組合との協議を数度とな

く重ねてまいりました。結局は３名体制を

踏襲するということで、組合と協議が整っ

ております。３名体制を２名体制とするこ

とは、現在考えておりません。 

 市民対応や分別等の啓発を行うなど、丁

寧かつ迅速なごみ収集を行っており、３名

体制のメリットをしっかりと結果を出し

ていきたいというふうに考えております。 

 先ほど、交通事故のことを触れられてお

られました。特に運転になれている者につ

いては、ついつい漫然運転というふうに陥

りがちでございます。運転に自信があって

も、なれた道であっても、車を運転すると

きは、常に適度な緊張感を持っていなけれ

ばならないということは言うまでもござ

いません。朝礼等で、日常的な注意喚起の

徹底が今後も重要と考えております。今後

とも徹底してまいりたいというふうに思

っております。 

○森西正委員長 野村部長。 

○野村市民生活部長 質問番号１１の国

際交流に関しての３回目のご質問でござ

います。 

 先ほど、担当課長のほうから、都市交流

の意義ということで答弁がありました。過

去、何度か交流しているということで、そ

の中には、行政レベルでの訪問であったり、

市民レベルの訪問、スポーツや文化、経済

等の交流、市民団体との交流というのがあ

ったかと思います。 

 委員からございました海外ということ

で、語学の交流について、職員人事交流と

いうようなお話もあったかと思われます。

この分につきましては、申しわけないんで

すが、職員に関する件については、人事課

所管ということで、総務建設常任委員会の

ほうの所管になろうかと思いますが、本日

賜りましたご意見等については、また、担

当の人事課のほうにもご意見があったと

いうことは伝えておきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わります３回目のご質問にご答弁させて

いただきます。 

 まず、フォルテ３０１、３０３の今後の

方向性、課題というようなお問いかと思い
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ます。 

 フォルテ３０１、３０３につきましては、

一番に考えておりますのは、先ほど、こち

らのほうから２２．６％の稼働率、これを

上げていきたいというふうに考えており

ます。 

 先般の第３回定例会のほうでも、市民ル

ームの条例改正のほうを挙げさせていた

だいております。これは使用料から利用料

金制の変更という中身が大きな変更でご

ざいます。この点も、稼働率のアップには

つなげてまいりたいというふうに思って

おりますし、先ほど、お話がありましたサ

ービスコーナーについても、有効に活用し

て、稼働率を上げていけたらというふうに

考えております。 

 それから、コミュニティプラザの稼働率

の課題でございます。 

 コミュニティプラザの稼働率につきま

しては、確かに、全体では４６．６％とい

うことで、一般的な公共施設では、やっぱ

り４５％から５０％いくと、高い稼働率と

いうふうな認識はしております。ただ、会

議室等によれば、中には８０％を超える会

議室もございまして、稼働率については、

一定、飽和状態ということもないんですけ

ども、非常に活発に利用していただいてい

るというふうに思っております。 

 先ほどありました音の問題につきまし

ても承知しております。これも躯体のでき

たときからでございまして、２階の音がコ

ンベンションホールまで響くというよう

な形になってございます。 

 また、この問題につきましては、なかな

か躯体の問題ですから、簡単には解決でき

ませんけれども、先ほど、中川委員がおっ

しゃられましたように、音を使う、例えば

使用をされる場合は、ただ単にお断りする

だけじゃなくて、指定管理者のほうで、文

化ホールの練習室のご利用をお薦めして、

問題の解決に当たっているところでござ

います。 

 あと、火気の使用についてでございます

が、この件につきましては、やはり公共施

設という建物で、火気の使用を認めますと、

なかなか制限が難しくなるというところ

がございますので、現状では、火気の使用

については、利用者の方にはご協力いただ

いて、部屋では火気の使用はやめていただ

く方向で進めたいというふうに考えてい

る次第でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、メモリアルホ

ールの駐車場の件でございます。 

 メモリアルホールの駐車場につきまし

ては、もともとは立体駐車場だけでござい

ましたけれども、大型葬儀が入った際、駐

車場の不足が生じていましたことから、こ

ういったことを解消するために、平成２３

年に駐車用地として、あの砂利の土地を確

保したものでございます。 

 南側駐車場に、アスファルト舗装などの

整備ということでございましたが、市では

現在、第５次行革にも挙げていましたとお

り、メモリアルホールの今後のあり方の見

直しを検討しております。その方向性が決

定するまでは、できる限り、現状のままで

運営したいというふうに考えております。 

 こういったことでございますので、立体

駐車場につきましても、利用率が低い状況

ではございますけれども、まだまだ必要な

日もございますので、今のところは、現状

のままでというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 妹尾課長。 
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○妹尾文化スポーツ課長 文化スポーツ

かに係ります３回目のご質問にお答えい

たします。 

 総合型クラブ支援事業のところで、摂津

市体育協会のほうにＮＰＯ法人せっつブ

ルーウィングスが加盟されたられたら、傘

下に入ってしまったということではない

のかというご質問でございました。 

 どちらが上とか下とかいうことではな

くて、同じ構成団体として加盟したからこ

そ、お互いに同じ団体の中で協力できると

いうこともあると思いますので、そういう

ふうにプラスの方向で考えております。 

 また、旧味舌小学校跡地に体育館建設を

する理由につきましてでございますが、体

育館建設の基準といいますよりは、先ほど

も申し上げましたけれども、もともと、こ

こに旧味舌小学校体育館があって、地域の

方が利用されていたということが、一番大

きな理由であろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 以上、全部出たと思いま

すけれども、中川委員、もういいんですか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 はい。終わります。 

○森西正委員長 それでは、本日の委員会

はこの程度にとどめ、散会をします。 

（午後５時９分 散会） 
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